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私たち全国労働安全衛生センター連絡会議は、
労働者の立場に立って、長年にわたり労働災害や
職業病に関する相談・支援にあたってきた団体や
個人の全国ネットワークです。

本年10月26日、厚生労働省の「労働保険徴収
法第12条第3項の適用事業主の不服の取扱いに
関する検討会」が開催されました。その席上、労
働保険料認定決定に対する審査請求等におい
て、事業主が労災保険支給決定の支給要件該当
性を争うことができるようにする案が示されました。
この案は検討会において大筋で認められ、早けれ
ば年内にも通達を出し、運用を改めると報じられて
います。

労災保険制度では、「事業主の保険料負担の
公平性の確保や災害防止努力の促進を図る」た
めとして、その事業場の労働災害の多寡に応じて、
一定の範囲内で労災保険率または労災保険料額
を増減させる「メリット制」が設けられています。上
記の案は、直接的には、支給要件に該当しない（と
事業主が主張する）労災保険給付をメリット制適
用の収支率計算から除外させることによって、結果
的に労災保険料を引き下げさせる道を事業主に与
えるものです。

しかし、これは他方で、すでに支給された労災保
険給付（労災認定）について、あとから実は支給要
件に該当するものではなかったと認めさせることに
よって、労災認定に対する不服申し立てを事業主
に事実上または間接的に認めるものと言わざるを
得ません。労働保険料認定決定に対する審査請
求等で支給要件に該当しない労災保険給付だと
判断されても、労災保険給付支給決定は取り消さ
ないとされたとしても、労災被災者が現実に被る悪

影響はきわめて大きく、また、労災被災者の救済と
いう労災保険制度の根本に反するものであると考
えます。

全国労働安全衛生センター連絡会議は、厚生
労働省に対して、このような重大な改悪案を提案し
たことに強く抗議し、ただちに撤回するよう強く求め
るものです。

以下、具体的に今回の提案の問題点を指摘しま
す。

1	今回の提案は、事業主に労災認定を否定する新
たな根拠を与え、被災労働者の安心安全な療養と
	 生活、そして権利を、根本から破壊するものである。

厚生労働省が検討会に提出した「労働保険徴
収法第12条第3項の適用事業主の不服の取扱い
に関する論点」という資料（以下、論点資料）によ
ると、事業主が労災保険料認定決定に不服を申し
立てる際に、労災保険支給決定（労災認定決定）
における支給要件該当性（つまり認定要件を満た
しているかどうか）を争えるようにするという、解釈
の変更が提案されている。

論点資料では、労災被災者への保険給付や法
的安定性には影響を及ぼさないとしている。しか
し、そのような主張は、職場における事業主と被災
労働者との不均衡な力関係をまったく無視した机
上の空論である。

現状でも、労災申請への協力を公然と拒んだり、
労災申請した労働者に嫌がらせを行ったり、労災
休業中の労働者に対して労災を否定して退職を
迫る事業主などが後を絶たない。そのために、労
災申請を断念したり、職場復帰を断念して退職す
る労働者も多いのである。

労災保険制度における事業主不服申し立て
制度の導入に反対する緊急声明

2022年10月31日
全国労働安全衛生センター連絡会議

事業主不服申し立て制度導入に反対する緊急声明
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もし、事業主による労災保険支給決定の要件該
当性に関する不服が認められた場合、その不服申
し立てが、労働保険料のメリット制に関する部分だ
けだという話は、労働現場では事実上何の意味も
持たない。事業主は、その決定を根拠にして、「こ
の労災認定は、実際には支給要件に該当しない」
と、社会や被災労働者に対して労災認定そのもの
を全否定する主張を公然と行うだろう。要するに、
労災被災者に対する事業主の圧力や攻撃の武
器を国が公的に与えることになり、労災認定されて
も被災労働者が安心して療養できる状況ではなく
なってしまう。

例えば、脳・心臓疾患や精神障害の被災労働者
のことを少し想像してみてほしい。長時間労働や
セクハラ・パワハラで倒れた労働者やその家族は、
現在でもきわめて高い労災認定のハードルの中で、
数か月におよぶ労災認定手続きに耐えなければな
らない。その困難さに加えて、労災認定を得られた
後も、事業主が労災認定を認めず、労働保険料に
関する手続きの中で労災認定の内容そのものをさ
らに争ってくることになる。もはや、被災労働者は絶
望するしかないではないか。

被災労働者の職場復帰や再発防止対策・職場
改善等についても、今回の提案が通れば、事業主
が「この労災は支給要件に該当しない」として争
い続け、協力を拒む危険が増大する可能性があ
る。また、労災保険給付は法律による最低限の補
償であることから、被災労働者はより完全な損害賠
償を求めて事業主との直接交渉や民事訴訟を行
うことができるが、それらに対して悪影響をもたらす
ことも確実である。

そもそも、労災保険制度が、事業主の不服申し
立てにより事実上認定内容を否定できる制度と
なってしまうと、労働者がますます不安に感じ、労災
申請そのものをためらう空気が強まることになる。
今でも、事業主の反発や攻撃を恐れ、労災申請を
ためらう労働者も少なくない。今回の改悪は、そうし
た空気をさらに助長することになり、労災申請に関
する労働者の権利行使をより一層困難にする効果
をもたらす。

このように、今回の提案は、たんに労働保険料の

決定に関する不服にとどまらない深刻な悪影響を
全国の労働現場にもたらすものであり、被災労働
者の安全安心な療養と生活、そして、被災労働者
の権利を、完全に破壊するものと言わざるを得な
い。被災労働者の公正かつ迅速な救済という労
災保険制度の目的そのものを根本から破壊するも
のである。

2	全国の労働基準監督署での労災調査について
も、深刻な悪影響を与える。

今回の改悪が行われると、全国の労働基準監
督署で労災認定の調査にあたる調査官に対して
も、深刻な悪影響を与えることが懸念される。すな
わち、調査官が、事業主による不服申し立てや、そ
れによって労災認定（支給要件該当性）を後から
否定されることを懸念して委縮し、より事業主の主
張に沿った対応や検討に流れる危険が高まる。

現状においても、労働基準監督署の調査官が、
事業主の主張を丸のみして不支給決定を行う不
当な事案が後を絶たない。とくに、被災労働者と事
業主の主張が対立して、事業主が労災を否定し
調査にも非協力的な事案では、労働基準監督署
は事業主の主張に引きずられる傾向が強く、労災
認定が困難になっている。例えば、脳・心臓疾患や
精神障害などの事案では、労働時間やセクハラ・パ
ワハラの認定をめぐって被災労働者と事業主の主
張が対立しやすい（要するに事業主が現場の実
態を否認することが多い）こともあって、そうした問
題が後を絶たない。

今回の改悪で、そのような労働基準監督署の姿
勢がさらに悪化し、事業主の主張を忖度した判断
がより強まることが懸念される。

なお、この懸念は、労災保険審査官及び労働保
険審査会についても同様である。

3	このような制度の重大な変更について、手続きがあ
まりに拙速であり、検討過程に重大な瑕疵がある。

今回の検討会では、検討資料として裁判例など
が複数提示されている。その中にある「一般社団
法人Ｙ財団事件」という判例は、判決日や内容など
から「あんしん財団事件」であると思われる。
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この「あんしん財団事件」は、事務職から営業
職に職種を変更され、遠隔地への異動命令や過
大なノルマから精神障害に罹患した2人の女性労
働者の労災認定について、事業主が「虚偽にもと
づく労災認定だ」などと主張して労災認定（保険
給付支給処分）の取り消しを請求した事件である。

2022年4月15日に示された東京地裁判決は、事
業主は労災保険給付支給決定の取り消しを求め
る法律上の利益がない（訴えを起こす資格がな
い）と断じた。しかし、他方で、労働保険料の認定
処分に対する取消訴訟において、労働保険料の
算出において考慮される労災保険支給処分につ
いて、同処分が取り消されていない場合であって
も、その違法性（業務起因性を欠くこと）を取消事
由として主張することが許される余地があるとも示
唆した。これが、今回の検討の直接のきっかけのひ
とつになったものと考えられる。

あんしん財団側は、東京高裁に控訴して争いを
続け、いまも謝罪するどころか、労災認定自体を認
めていない。それどころか、労働基準法第19条第1
項で明確に禁じられている、療養中の労災被災者
を解雇するという暴挙にまで及んでいる。

労災保険のメリット制は本来、事業主に労働災
害防止対策をより一層促すためのインセンティブ措
置である。労災認定を認めず、被災労働者に謝罪
をするどころか労働基準法違反の解雇まで行い、
再発防止対策も職場改善も行おうとしない事業主
に、労働保険料のメリット制の恩恵を受ける資格は
ない。そのような事業主による被災労働者に対す
る不当な対応やメリット制の悪用などを抑える対策
こそが求められているのである。

労働保険料認定決定の審査請求等において、
事業主がすでに支給された労災保険給付の支給
要件該当性を主張できるようにするということは、逆
にメリット制を悪用した審査請求や裁判を増長させ
るだけでなく、事実上ないし間接的に、労災認定に
対する事業主の不服申し立てを認めることにほか
ならないと言わざるを得ない。

歴史的には、1973年11月に関西経営者協会が
「労働災害補償保険制度の改正に関する要望」
のなかで使用者が労災認定に対して不服申立て

ができるものとすることを求め、また、1984年12月13
日に日本経営者連盟が「労災保険法改正に対す
る要望」の冒頭に「使用者の不服申立制度の創
設」を求めたことがあった。

当時、この要求について、労災保険法改正の課
題として正式に提起され、当時の労災保険審議会
での議論等もなされた。そうした議論の上で、労災
保険給付支給決定がなされた場合、事業主は、①
労災保険給付支給決定に関する争いの当事者と
なる資格はなく、また、②労働保険料認定決定の
適否を争う際に、労災保険給付支給決定の要件
該当性に関する主張もできない、という「現状」（検
討会の論点）があるわけである。

にもかかわらず、この改悪は、突然開催された厚
生労働省の「労働保険徴収法第12条第3項の適
用事業主の不服の取扱いに関する検討会」の、
たった一回の審議で大枠が了承され、実施に移さ
れるという。

労災問題に関する被災労働者、労働組合、労
働団体などの意見を聞くこともなく、充分な検討の
時間も取らないまま、このような重大な制度変更を
行うことが許されるのか。しかも、検討会の委員は、
ほぼ全員が法学者であり、今回の制度変更がもた
らす労働現場での多面的な悪影響を適切に検討
できる構成ではない。

今回の検討会に関しては、事業主に著しく偏っ
た不公正な資料の採用と検討、運営が行われてい
ると言わざるを得ない。

以上のとおり、全国労働安全衛生センター連絡
会議は、今回の改悪に強く反対するとともに、厚生
労働省に対し、ただちにこの提案を撤回する
よう重ねて求めるものである。

（参考）
※労働保険徴収法第12条第3項の適用事業主の

不服の取扱いに関する検討会
	 https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-

roudou_558547_00018.html
※あんしん財団のパワハラ不当配転事件
	 https://ameblo.jp/anshin-mu/

entry-12763221431.html

事業主不服申し立て制度導入に反対する緊急声明
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1972年に制定されたわが国の労働安全衛生法
は、今年、50周年を迎えた。

労働安全衛生は基本的原則・権利

そのような節目の年に、国際労働機関（ILO）は、
「安全かつ健康的な労働環境」を5番目の「労働
における基本的原則及び権利」に追加し、1981年
労働安全衛生条約（第155号）と2006年労働安全
衛生促進枠組み条約（第187号）をもっとも関連の
ある基本条約とした（2022年8月号）。

改正された「労働における基本的原則及び権
利に関するILO宣言」（1998年採択、2022年改正）
のもとで、「すべての加盟国は、問題となっている条
約［基本条約］を批准していない場合においても、
まさにこの機関の加盟国であるという事実そのもの
により、誠意をもって、憲章に従って、これらの条約
の対象となっている基本的原則、すなわち」、安全
かつ健康的な労働環境を含めた5つ「を尊重し、
促進し、かつ実現する義務を負うことを宣言する」。

その翌月には国連総会が、清潔、健康的でかつ
持続可能な環境へのアクセスを普遍的な人権と
宣言する決議を採択した（2022年10月号）。このも

ととなった2021年10月8日の国連人権理事会の決
議に、日本は、ロシア、インド、中国とともに棄権してい
たのだが（2021年12月号）、国連総会では賛成にま
わっている（ロシア、中国等8か国が棄権）。

また、国連人権理事会は2019年には、「人権と
有毒物質からの労働者の保護に関する原則」を
決議し、決議のもととなった特別報告が15項目の
「人権と有毒物質からの労働者の保護に関する
原則」を提案してもいる（2020年1・2月号）。

厚生労働省に周到の計画なし

全国安全センターは労働安全衛生・労災職業
病に関する要望書を提出して、2022年9月6日に厚
生労働省と交渉を行っているが、関連する要望事
項と厚生労働省の回答を紹介する。
2022年要望B1（1）　2022年6月の第110回国際労

働機関（ILO）総会において安全かつ健康的な
労働環境が5番目の国際労働機関の基本的原
則及び権利に追加され、加盟国は、関連条約を
批准しているか否かにかかわらず、基本的権利
に関する原則のひとつとして尊重し、促進し、か
つ実現する義務を負うことになった。この事実を

労働者の権利規定必要ないか
義務の対象と内容等は十分か
厚生労働省とのやりとりも振り返る
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広く周知・啓発するとともに、尊重・促進・実現の
ための具体的取り組みの計画について示すこ
と。

2022年回答（労働基準局安全衛生部計画課）
1		 ご指摘のとおり、本年6月に開催された第110
回ILO総会において、「安全で健康的な作業環
境」が新たに労働者の基本的権利に関する原
則に含められ、当該原則に対応するILO基本条
約として、ILO第155号条約及び第187号条約が
追加されたと承知しております。
※ILO第155号条約：職業上の安全及び健康

並びに作業環境に関する条約（日本未批准）
	 ILO第187号条約：職業上の安全及び健康を

促進するための枠組みに関する条約（日本批
准済み）

2		 厚生労働省としても、職場における労働安全
衛生の確保、働く方の健康と安全の確保の重要
性は言うまでもなく認識しており、これまでも様々
な対策を講じてきているところであるが、ご指摘
いただいたような国際的な動きを踏まえ、引き続
き、しっかりと対応を進めてまいります。

2022年要望B1（2）　また、国連人権理事会が
2019年9月26日に「有害な物質及び廃棄物に曝
露する労働者の権利の保護」に関する決議を
採択している。この決議及びそのもととなった特
別報告者による報告の内容を支持するか否か、
厚生労働省の見解を明らかにすること。また、決
議の内容及び特別報告者による報告で示され
た15の「人権と有害物質への曝露からの労働
者の保護に関する原則」を広く周知・啓発する
具体的取り組みを行うこと。

2022年回答（労働基準局安全衛生部化学物質対
策課）

1		 国連人権理事会の決議及びそのもととなった
特別報告者による報告の内容につきましては、概
ね妥当であると考えています。

2		 化学物質による労働災害防止に向けて、必要
な情報の周知及び支援策等の実施を引き続き
行い、職場における有害物質のばく露から労働
者を保護することに努めてまいります。
2019年の国連人権理事会の決議とそのもと

となった特別報告者による報告の内容について、
「概ね妥当であると考えている」という回答が明確
に示されたことは歓迎したい。

しかし、ILOの決定と国連人権理事会の決議の
どちらについても、周知・啓発等の具体的取り組み
の計画はないようである。働く者の側から、労働安
全衛生法制定50周年も機に、権利/人権としての
労働安全衛生をキャンペーンしていかなければな
らないと痛感する次第である。

ILOの法令策定サポートキット

他方で、これらのことは労働安全衛生法見直し
の課題にはならないのだろうか？

たしかにわが国の現行の労働安全衛生法は、
労働者の権利に関わる条項をもっていない。それ
は、国際的にもそういうものなのだろうか。

タイミングよく2022年1月にILOが、「労働安全衛
生［OSH］法令制定のためのサポートキット」を発行
したため、本誌は紹介を開始したところである。以
下は、その目次である。

特集/労働安全衛生法制定50周年
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はじめに
01	 OSH法令の進化：初期OSH法から現代的

OSH枠組みへ［本号で紹介］
02	 包括的OSH法の範囲と対象［6月号と10月号

で紹介］
03	 国のOSHシステムに関連した諸機関の義務
とOSHガバナンス文書

04	 OSH義務と権利［8月号（使用者のOSH義務）
と11月号（労働者のOSH義務と権利）で紹介］

05	 OSHに関する労働者代表
06	 特定の脆弱な状態にある労働者を保護する

規定
07	 労働衛生サービス
08	 OSH専門家
09	 データ収集システム：記録、通知及び統計
10	 OSH法令の執行
11	 OSH関連違反と罰則
12	 法令起草技術

労働者の権利を明定すること

04のうちの「労働者のOSH義務と権利」の部分
は、2022年11月号で紹介した。

サポートキットは、労働者のOSH権利が、労働安
全衛生法（例：スペイン）、または一般的に労働法や
労働法典（例：ガーナ）、さらには憲法（例：モザンビー
ク）で明示されている場合もあると紹介している。

また、一般的なやり方で安全かつ健康的な労働
条件に対する労働者の権利を確立することに加え
て、意思決定において協議を受ける/参加する権
利、急迫した重大な危険から退避する権利、継続
的リスク曝露が望ましくない場合の権利、OSH代表
を選出する権利、報復措置から保護される権利等
の具体的権利についても議論されている。

わが国でも、労働安全衛生法に労働者の権利
を規定すること、及び/または、労働者の労働安全
衛生に関する権利を他の何らかの手段で規定す
ることが、検討されてよいのではないだろうか。

実は全国安全センターは、1998年に初めて独自
の厚生労働省交渉を行ったときにいくつかの原則
的問題を取り上げており、そのひとつとして以下の

要望を行っている。
1998年要望　労働安全衛生法上、「安全衛生リス
クと対策を知る権利」、「安全衛生に関する提案
を行う権利（意思決定に参加する権利）」、「当
局に提訴する権利」、「重大な危険時に作業を
停止する権利」等を柱とした労働者及び/または
労働者代表の権利を明定されたい。

1998年回答（労働基準局安全衛生部計画課）
	 	 現行の日本の労働安全衛生法は、事業者に

義務を課すという法体系であり、労働者の権利
条項を設けるというのは立法論的になかなか難
しい面がある。ただし、ご指摘の点は、現行の労
働安全衛生法でも、実質的には相当部分満たさ
れているのではないかと考える。
当時の井上浩・全国安全センター議長は、実質

的に相当程度満たしている例のひとつとして挙げ
られた「労働基準監督署への申告権」について
は、最高裁判決で労働者に具体的権利を与えたも
のではないとされていること（申告を受けた監督署
が必ず対処しなければならないという義務ではない
という見解）などを指摘して、労働者の権利規定を
明記することの必要性を強調した。

厚生労働省側からは、正式の回答ではないとし
ながら、権利を規定すれば労働者の責任も問題に
なる場合があり得る（が、それでもよいのか）という
ような挑発的？な発言もあったように記憶している。

労働者以外を保護対象にすること

ILOサポートキットのうち一番最初に紹介したの
は、02	包括的OSH法の範囲と対象のうちの「労
働安全衛生法が適用されるのは誰か？」の部分で、
「建設アスベスト訴訟を踏まえた対応／物・場所
の危険性に着目した規制、労働者以外の保護対
象を拡大」という特集記事の掲載に間に合うように
したものだった（2022年6月号）。

引き続いて「個人事業主等に対する安全衛生対
策のあり方に関する検討会」（https://www.mhlw.
go.jp/stf/shingi/other-roudou_558547_00010.
html）の作業が行われていること－これ自体は本
格的な労働安全衛生法見直しになり得ると歓迎
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しつつ－を念頭において、海外のデジタルプラット
フォーム労働者の安全衛生対策事例や国内のフ
リーランスの方々等の取り組みの紹介と合わせて、
参考に資することを意図したものである。

特別加入拡大だけでない対策を

2022年9月6日の厚生労働省交渉から、関連する
予防事項と厚生労働省の回答を紹介する。残念
ながら、要望内容に沿った回答は得られていない。
2022年要望B3（1）　個人事業者等に対する安全

衛生対策に関して検討会による作業がはじまっ
ている。第1回で配布された資料「建設アスベス
ト訴訟最高裁判決を踏まえた一人親方等の保
護に関する法令改正について」には、第142回
安全衛生分科会の資料からの抜粋として「個人
事業者（一人親方、フリーランス等）による事業者
としての措置義務のあり方」も挙げられている。
これだけでは不十分であり、例えばプラットフォー
ム労働者の安全衛生の確保に関する「プラット
フォーム企業の義務・責任」も検討の範囲に加え
ること。同様に、労災保険の特別加入の対象に
加えるというアプローチだけでなく、例えば「プラッ
トフォーム企業による保険料負担」等についても
検討すること。

2022年回答（労働基準局安全衛生部計画課/労
働基準局労災管理課）

1		 フリーランスも含めた個人事業者等について
も業務上の災害が多く発生している状況にある
ことを踏まえ、これらの方 も々含めた業務上の災
害防止を図るため、令和4年5月に学識経験者、
労使関係者による検討会（※）を立ち上げ、実態
把握や、その実態を踏まえた災害防止対策のあ
り方などについて検討を行っているところです。
（※）前出の「個人事業者等に対する安全衛生

対策のあり方に関する検討会」
2		 本検討会では、ご指摘のいわゆるプラット
フォーマーに対する対策も含め、さまざまなご意
見が出ているところであります。

3		 本検討会において、引き続き個人事業者等の
安全や健康を守るために必要な措置について

検討を進め、その結果を踏まえ、必要な対応を検
討することとしております。

4		 また、令和4年6月の閣議決定に基づき、厚生
労働省としては、フリーランスの方々が幅広く労
災保険に加入できるよう、労災保険特別加入制
度について新たな枠組みの検討を進めていると
ころです。

使用者の労働安全衛生義務

ILOサポートキットの「労働者のOSH義務と権
利」の部分を除いた「04	OSH義務と権利」は、
「使用者のOSH義務」に関する部分であるが、こ
れもすでに紹介済みである（2022年8月号）。

ここでは、使用者は、すべての労働者の、労働に
おける健康、安全及び福祉を確保する「一般的か
つ一次的なOSH義務」＝包括的な安全衛生配慮
義務を負うとともに、それがより具体的なOSH義務
によって補完されるという関係が整理されている。

使用者の「具体的かつ包括的なOSH義務」に
ついては、以下の順番に取り上げられている。「包
括的」なもの以外に、「特定のリスクまたは業種に基
づいた使用者の義務」、また、「職場で使用される
物質、機械及び設備を設計、製造、輸入または提供
する者のOSH義務」も取り上げられている。
①	 リスクアセスメントを実施する義務
②	 職場OSH方針・計画を策定する義務
③	 労働者にOSH情報を提供する義務
④	 労働者と協議し、OSHマネジメントに参加でき
るようにする義務

⑤	 労働者にOSH訓練を提供する義務
⑥	 労働者に費用を負わせることなく個人保護具
の提供、適切な使用及び維持を確保する義務

⑦	 緊急時計画及び応急措置を提供する義務
⑧	 労働における福祉施設を提供する義務
⑨	 労働者が生命または健康に対する急迫した
重大な危険があると知らせた場合、労働者を労
働に復帰することを要求する前に是正措置をと
る義務

⑩	 労働者の健康監視を確保する義務
⑪	 労働災害、通勤災害、職業病及び危険事象

特集/労働安全衛生法制定50周年
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を記録、通知及び調査する義務
⑫	 職場におけるOSH能力及び専門知識を確保
する義務

⑬	 OSHマネジメントシステムを実施する義務
⑭	 共有職場におけるOSHマネジメントに協力す
る義務

使用者の包括的OSH義務

使用者の義務については、全国安全センターの
過去の厚生労働省交渉で、何度も様 な々かたちで
取り上げられている。以下は、使用者の「一般的
かつ一次的なOSH義務」に関する応答である。
1998年要望　労働安全衛生に関するECのフレー
ムワーク［枠組み］指令（89/391/EEC）や諸外
国の立法例等も参考にしながら、労働安全衛生
法上、「事業主は、労働に関連するあらゆる側面
で、労働者の安全と健康を確保する義務を有す
ること」、及び、事業主の包括的な義務を明定さ
れたい。

	 	 当面とくに、法規に定められた最低基準を守る
だけでなく、当該事業場において労働者の安全
と健康に対するリスクアセスメントの実施、及び、
その結果に基づく適切な措置を講じることを義
務づけることについて検討されたい。

1998年回答（労働基準局安全衛生部安全課？）
	 	 事業主の包括的義務というのは、立法論的に

非常にむずかしい。ただし、労働安全衛生法第
3条*に、事業者の一般的責務に関する規定が
設けられている。

	 （職場のリスクアセスメント等については）答えら
れない（答えるような材料をもっていない？）。
*	 労働安全衛生法第3条第1項「事業者は、単
にこの法律で定める労働災害の防止のため
の最低基準を守るだけでなく、快適な職場環
境の実現と労働条件の改善を通じて職場に
おける労働者の安全と健康を確保するように
しなければならない。また、事業者は、国が実
施する労働災害の防止に関する施策に協力
するようにしなければならない。」

当時の記録では、「労働安全衛生立法をめぐる

国際的動向を理解していない、あるいは関心をもっ
ていない。現行の枠組みをこえた立法論の議論が
低調なのではないか、という印象を受けた」と書い
ている（1998年4月号）。

その後、例えばリスクアセスメント義務の導入や
強化等がなされるものの、既存の規制体系に上積
みされる自主的対応と位置づけられ、使用者の義
務全体を立法論的に見直す作業はいまに至るも
行われていない。サポートキットの言葉を借りれば、
「初期のOSH法から現代的な法的OSH枠組み
へ」の転換ができていないと言わざるを得ない。

なお、1998年要望では、労働安全衛生サービス
のあり方、及び、事業場周辺環境保全のための事
業主の責任、労働者・地域住民の権利、環境保全
サービス等についても取り上げている。

労働安全衛生マネジメントシステム

使用者の「具体的かつ包括的なOSH義務」に
ついて、とくに、①リスクアセスメントを実施する義務
と⑬OSHマネジメントシステムを実施する義務をめ
ぐるやりとりの経過をたどってみたい。
1999年要望　労働省では「新しい労働安全衛生

管理［マネジメント］システムの基準」の検討をす
すめていると聞くが、このテーマは昨年の要望事
項で掲げた労働安全衛生法制のフレームワーク
のあり方にかかわる重要な問題である。公開の
広範な議論を展開して、抜本的な法令改正を図
るべきであると考える。

	 ※以下、①労働安全衛生方針・目標・計画の作
成・公表や②リスクアセスメントの義務づけ等、9
項目の具体的要望を掲げた。

1999年回答（労働基準局安全衛生部計画課）
	 	 全般的に義務化してしまうというのが基本的
なご主張だが、マネジメントシステムというのは義
務化云 と々いうものではないと思っている。…現
場の労使が自主的に取り組んでいただく、安全
衛生管理の進めていただく方策を効果的に進
めていただくための方法論を提供していくもの。
そういうものだとご理解いただきたい。

	 	 リスクアセスメントの重要性は、われわれも認識
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している。これをどういうふうに実際にやってい
ただくか、告示で出そうとしている指針の中にもリ
スクアセスメントはちらっと出てくるが、実践してい
ただくうえでどのようにやっていただくかというとこ
ろは今後も検討していかなければならないという
認識はもっている。
1999年に労働安全衛生マネジメントシステムに

関する指針が労働省告示として策定された。ILO
サポートキットでは、「OSHマネジメントシステムを実
施する義務」は使用者の「具体的かつ包括的な
OSH義務」の⑬番目に取り上げられている。

安全と衛生で変わらない原則

使用者のリスクアセスメントと労働安全衛生マ
ネジメントシステム義務は、ともに努力義務として、
2006年に各々労働安全衛生法第28条の2及び労
働安全衛生規則第24条の2として導入された。そ
れに向けて検討会が行われていた2004年の厚生
労働所交渉でのやりとりが以下のとおり。
2004年要望①　労働安全衛生マネジメントシステ
ムやリスクアセスメントを導入するにしても、導入
すること自体が目的ではなく、それらを活用した具
体的な労災職業病の予防、快適な職場環境の
形成促進が目的であることを明確にさせること。

②	 事業主のとるべきリスク管理（対策）の原則－
（1）発生源対策、（2）伝播経路対策、（3）個人
保護対策という3つのレベルと優先順位を明示
すること。

2004年回答（労働基準局安全衛生部安全課）
①	 労働安全衛生マネジメントシステムやリスクア
セスメントについては、当然実施結果を踏まえた
改善を長年繰り返すことによって、安全衛生水準
の向上を図るものであるという考えで、現在も指
針等に基づいて指導しているところであって、し
たがって導入すること自体が目的になるとは考え
ていない。

②	 ここで言われている3つのレベルというのは、主
として衛生面の話だと思うので、安全の分野で
は、必ずしも発生源対策とかそういうのはちょっと
マッチしないというふうに考えている。例えば、機

械による災害などで言えば、まず初めに機械自
体の本質安全化をする、その次に作業マニュア
ルを整備する、そして最後に労働者の教育を徹
底するというようなかたちになるんじゃないのかと
思っている。
1998年時点では、リスクアセスメントについて安

全課は、それは化学物質ないし労働衛生対策の
問題であって、安全対策ではなじまないと受け止め
ていたように記憶している。しかし、2001年にまさに
リスクアセスメントを基本とした「機械の包括的な安
全基準に関する指針」を、行政通達ではあるが策
定したことによって、むしろ先行することになった（そ
の後、2012年の改正で労働安全衛生規則第24条
の13「機械に関する危険性等の通知」を新設）。

にもかかわらず、安全と衛生の区別なくあらゆる
種類のリスクに対して適用される共通の「リスク管
理のヒエラルキー」という考え方は徹底されていな
いことが浮き彫りになったように思う。

ILOサポートキットは、「リスクはまず特定及び評
価され、次に職場に予防計画の基礎として評価さ
れなければならない。リスクはそれから管理のヒエ
ラルキーに従って予防措置によって対処される。こ
のプロセスがリスクアセスメントと呼ばれている」と
明示している。

法令に規定されるも努力義務

使用者のリスクアセスメントと労働安全衛生マネ
ジメントシステム義務が法令に導入された2006年
の厚生労働省交渉におけるやりとりはやや長くなる
が、以下のとおりだった。
2006年要望①　今回、リスクアセスメント指針にお

いて、安全と衛生を区別せずに、（1）設計・計画
段階（発生源）対策、（2）工学的対策、（3）管理
的対策、（4）個人用保護具の使用というかたち
で「レベルと優先順位」を明示し、「合理的に実
行可能な限り高い優先順位のリスク低減措置を
実施する」ことにより「『合理的に実現可能な程
度に低い（ALARP）』レベルにまで適切にリスク
を低減する」という原則が示された。個人用保
護具の使用の措置によってより優先順位の高い

特集/労働安全衛生法制定50周年
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「措置の代替化を図ってはならない」という考え
方も明示されている。このような原則が明示され
たことは、（世界常識からみれば当然とは言え）わ
が国においては画期的なことであると受け止め
ている。指針で示された「リスク低減措置」の考
え方は、安全と衛生を問わない普遍的原則であ
ることを再確認されたい

②	 実際に現場で行われているリスクアセスメント
は、その手法や手続が精緻化・複雑化するばかり
で、「見積もられたリスクによる優先度」が「低」あ
るいは「当面特段の措置を必要としない」とされ
るとそこで止まってしまって、具体的な改善につな
がっていない場合が多い。労働安全衛生マネジ
メント指針の第1条「目的」と結びつけた考え方を
示し、促進すべきであると考えるがいかがか。す
なわち、目的が、労働災害の防止にとどまるもので
はなく、労働者の健康の保持増進及び快適な職
場環境の形成促進を含めた「継続的改善」にあ
ることをより強調しつつ、そのような目的を踏まえて
策定される安全衛生方針・目標に照らした「（改
善）措置の検討・実施」を、リスクアセスメント指針
のなかに位置づけることなどが考えられる。

③	 労働安全衛生マネジメント指針、リスクアセスメ
ント指針の内容は、自主的な安全衛生活動促進
のための指針という位置づけにとどまらせずに、
法令の条文に組み入れられるべきであると考え
るがいかがか。

2006年回答（労働基準局安全衛生部安全課）
①	 ご指摘の点については、優先順位を付けて可
能な限り高い優先順位の措置を講じること、個
人用保護具については、上位の対策を講じたう
えでなお低減できないリスクに対応するためのも
のであるということを、指針上明確にしたところで
ある。「安全と衛生を問わない普遍的原則である
ことを再確認されたい」という要請だが、この考
え方は、安全面に限定したものではなく、衛生面
にも共通する考え方である。それを指針で明確
にしたということである。

②	 労働安全衛生マネジメントシステムに関する
指針は…指針の目的の中に、労働者の健康の
保持増進ですとか快適な職場環境の形成促進

を図り、安全衛生水準の向上に資する旨を規定
している。一方、リスクアセスメント指針について
は…マネジメントシステムの方で目的で規定して
いるような労働者の健康の保持増進とか快適な
職場環境の形成促進の内容を前提とした措置
の検討とか実施を位置づけるということは、現時
点では考えていない。

③	 いまお示ししている指針のうち主要な事項は、
今回の改正で法令に明記している。その他詳
細事項をすべて法令に規定するということは現
時点では考えていないが、今回公表している指
針は、法令に基づいて大臣の告示なり公示とい
う位置づけで公表しているので、法令上の位置
づけという意味では一定程度明確になっている
のではないかと考える。
ようやく法令上の規定となったものの、努力義務

にとどまっており、要ともいえる「リスク管理のヒエラ
ルキー」の考え方に従った措置を講じる義務は法
令には示されていない（指針）。リスクアセスメントと
その結果に基づく措置を講じる義務を、労働災害
の防止にとどまらず、労働者の健康の保持増進や
快適な職場環境の形成促進という目標となぜ結び
つけることができないのか、理由は不明である。

2つのリスクアセスメント義務分立

その後、2015年の法改正で、法第57条の3とし
て、人に対する危険性・有害性が明らかになってい
る化学物質で政令等で定めるものを対象に、努力
義務ではないリスクアセスメント義務が導入され、そ
れ以外を対象にした法第28条の2の努力義務のリ
スクアセスメント義務と併存するかたちになった。

さらに、法第57条の3のリスクアセスメント義務の
対象化学物質を大幅に拡大する等することを、わ
が国の労働安全衛生法の新たな化学物質規制

（自律的な（管理を基軸とする規制）と称した政省
令改正が2022～2024年度に実施されつつある。

やや込み入ったやりとりになるが、2022年度厚生
労働省交渉の応答を紹介する（主に2022年8月号
の「労働安全衛生法の新たな化学物質規制」特
集記事の内容に即した内容になっているので、適
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宜参照していただきたい）。
2022年要望B2（2）②　［曝露の程度の低減等に

ついて定めた新設の］安衛則第577条の2及び
第577条の3の内容は安衛法第57条の3第1項の
リスクアセスメントに限られるものではなく、法第
28条の2第1項のリスクアセスメントに関しても規
定すべきであるし、本来は、第57条の3第1項は
削除して、義務化したうえで法第28条の2第1項
に統合すべきこと。また、安衛則第577条の2及
び第577条の3に例示された同じ内容の措置と
して、代替物の使用や作業の方法の改善が第
576条でふれられ、発散源を密閉する設備、局所
/全体換気装置の設置が第577条でふれられる
等しているが、関係性も整理されておらず、首尾
一貫した規制内容の整理が必要である。

2022年回答（労働基準局安全衛生部化学物質対
策課環境改善室）

1		 法第28条の2には、化学物質に限らず、全ての
危険性及び有害性についてリスクアセスメントを
実施することを事業者の努力義務としています。
一方で、化学物質については平成27年に法第
57条の3を新設し、一定の化学物質についてリス
クアセスメントの実施を義務付けしたものです。

2		 また、安衛則第576条及び安衛則第577条は
幅広い有害物等を対象とした規定であるのに対
し、安衛則第577条の2及び第577条の3は化学
物質に特化した上乗せの規定となっているもの
です。

暴力・ハラスメントは対象か？

法第28条の2のリスクアセスメントは、その対象を
法第57条の3のリスクアセスメントの対象を除いた、
「建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等によ
る、又は作業行動その他業務に起因する危険性
又は有害性等」と規定し、リスクアセスメント指針で
は続けて「であって、労働者の就業に係る全てのも
のを対象とする」としている。また、指針の解説（施
行通達）では、「労働者の就業に係るすべての危
険性又は有害性を対象とすることを規定したもの
であること」としている。2022年の厚生労働省交渉

では、以下のような要望も行った。
2022年要望B4（1）　ILO暴力・ハラスメント条約
（第190号）は、第9条（c）（b）で、労働者及びそ
の代表の協力を得て、リスクアセスメントの基本
原則に従って暴力・ハラスメントのハザーズを特
定し、リスクを評価し、リスクを予防・管理する措置
を講じること、労働安全衛生マネジメントにおい
て暴力・ハラスメント及び関連する心理社会的リ
スクを考慮に入れることを使用者に要求する法
令を制定すると規定している。安衛法第28条の
2第1項のリスクアセスメントの対象に暴力・ハラス
メント及び関連する心理社会的リスクが含まれる
かどうか見解を明らかにすること。また、それらが
対象に含まれることをより明確にするか、または含
まれるようにするための法令の改正、通達等によ
る指導を検討すること。

2022年回答（労働基準局安全衛生部計画課）
1		 職場内のハラスメントを含む様 な々影響を踏ま
えた労働者の心の健康保持増進については、
労働安全衛生行政としても、これまでも様 な々対
策を講じてきているところです。

2		 また、ご指摘のILO暴力・ハラスメント条約（第
190号）第9条（c）に関しては、職場におけるセク
シュアルハラスメントに関する指針等において、
「雇用管理措置義務を講じる際に、必要に応じ
て、労働者や労働組合等の参画を得つつ、アン
ケート調査や意見交換等を実施するなどにより、
その運用状況の的確な把握や必要な見直しの
検討等に努めることが重要である」とお示しする
等しております。

3		 いずれにしても、労働者の方の健康確保につ
いて、引き続き、しっかりと取り組んでまいります。
先の回答で「全ての危険性及び有害性」が対

象としておきながら、具体的に暴力・ハラスメント及
び関連する心理社会的リスクが法第28条の2のリ
スクアセスメントの対象になるかどうか聞いたのに、
明言を避けたとしか思えない回答である。

これにも経過もあり、例えば、2006年の厚生労働
省交渉で「『職場のいじめ・いやがらせ等の予防・
対策指針』を策定すること」を要望した際には、労
働基準局は「基準局としては関係しておらず、官

特集/労働安全衛生法制定50周年
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房地方課と総務課のなかで調整中の問題と思う
のだが」と言い、官房地方課は「いや私の方では、
基準局の話ではないかと言って返している」と言い
合って、答えられる部署がなかった。2007年の厚
生労働省交渉時には、労働基準局安全衛生部計
画課が対応したものの、「労働者の心の健康の保
持増進のための指針」の話をするだけで、まったく
かみ合わなかった。

その後、雇用・均等行政のもとでハラスメントを防
止するための措置義務が導入されたものの、そこ
には一予防義務はまったく含まれておらず、ILO条
約等が言うような予防対策はいまだに着手もされて
いないと言わざるを得ない。

優先順位は依然指針まかせ

2022年の厚生労働省交渉では、化学物質対策
関連でさらにやりとりをしているので紹介しておく。
2022年要望B2（1）②　新設の安衛則第577条の

2及び第577条の3「ばく露の程度の低減等」に、
講ずべき措置の代表的な例を示して、「労働者
が曝露される程度を最小限度にする」事業者の
義務が既定された。「管理のヒエラルキー」の原
則にしたがって措置に優先順位付けがされるべ
きこと及び「合理的に実行可能な限り最小限度
にする」旨を規定に含めるべきであり、それが行
われるまでの間、少なくとも通達等によってそれら
の趣旨を徹底すること。

2022年回答（労働基準局安全衛生部化学物質対
策課環境改善室）

1		 安衛則第577条の2及び第577条の3は、自律
的管理を行うこととしており、事業者はリスクアセ
スメントの結果等（※）に基づき必要な措置を講
じることにより、労働者がばく露される程度を最
小限度とすることを規定しています。

	 	 本規定においては、リスクアセスメントの結果
等に基づいて適切な措置を講じた上、「労働者
がばく露される程度を最小限度にする」ことが目
的であり、その目的を果たすことが重要であると
考えています。
※577条の2：リスクアセスメント対象物（義務）

	 577条の3：リスクアセスメント対象物以外（努
力義務）

2		 また、化学物質等による危険性又は有害性等
の調査等に関する指針において、リスク低減措
置の検討及び実施について、
①	 代替物の使用
②	 発散源を密閉する設備、局所排気装置又

は全体換気装置の設置及び稼働
③	 作業の方法の改善
④	 有効な呼吸用保護具の使用

	 の優先順位を規定している。指針に基づき、リス
クアセスメントを実施していただき、事業者が自
律的に措置を選択して実行いただくべきものと考
えております。

3		 引き続き、指針に基づくリスクアセスメントの実
施及びその結果等に基づく措置が適切になされ
るよう周知徹底してまいります。

2022年要望B2（3）①　自律的管理では、個別具
体的なリスク低減対策は最終的に事業者の判断
に委ねられているが、対策の優先順位（作業環
境管理＞作業管理）を法的に明記すること。また
化学物質による健康障害が発生した場合におけ
る事業者の結果責任を法的に明記すること。

2022年回答（労働基準局安全衛生部化学物質対
策課環境改善室）

1		 前述のとおり、安衛則第577条の2及び第577
条の3は、自律的管理を行うこととしており、事業
者はリスクアセスメントの結果等（※）に基づき必
要な措置を講じることにより、労働者がばく露され
る程度を最小限度とすることを規定しています。

	 	 本規定においては、リスクアセスメントの結果
等に基づいて適切な措置を講じた上、「労働者
がばく露される程度を最小限度にする」ことが目
的であり、その目的を果たすことが重要であると
考えております。

2		 また、化学物質等による危険性又は有害性等
の調査等に関する指針において、リスク低減措
置の検討及び実施について、
①	 代替物の使用
②	 発散原を密閉する設備、局所排気装置又

は全体換気装置の設置及び稼働
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③	 作業の方法の改善
④	 有効な呼吸用保護具の使用

	 の優先順位を規定しています。
	 	 指針に基づき、リスクアセスメントを実施してい

ただき、事業者が自律的に措置を選択して実行
いただくべきものと考えております。上記指針の
内容について、リーフレット等により中小企業を始
めとして、周知を図ってまいります。

3		 労働災害が発生した場合、事業者へ再発防
止を指導するとともに、法違反については厳正に
対処してまいります。

2022年要望B2（1）③　また、講ずべき措置の例の
筆頭に「代替物の使用」も掲げているのである
から、最小限度にするのは「労働者が曝露され
る程度」ではなく「リスク」とすること。

2022年回答（労働基準局安全衛生部化学物質対
策課環境改善室）

	 	 安衛則第577条の2第1項は、リスクアセスメン
ト対象物からばく露を防止するための規定であ
り、「代替物の使用」のほか、「発散源を密閉す
る設備」や「作業方法の改善」などの措置も含
めた概念についての表現として「リスクアセスメン
ト対象物に労働者がばく露される程度を最小限
度にしなければならない。」こととしています。

可能な限り最小限度にする義務

2022年要望B2（2）③　濃度基準値が示された化
学物質について、事業者には、安衛則第577条
の2第2項による労働者が曝露される程度を濃
度基準値以下にする義務と、第577条の2第1項
による最小限度にする義務の双方が課せられる
ことになる。濃度基準値以下を達成できたとして
も、なお、「合理的に実行可能な限り最小限度に
する」義務が課せられていることを周知・徹底す
ること。このことは、とりわけ閾値のない発がん物
質等についてきわめて重要であり、曝露限界値
以下にしたうえで、なおかつ、合理的に実行可能
な限り最小限度にする旨を明示・強調している
国が少なくないことに留意されたい。

2022年回答（労働基準局安全衛生部化学物質対

策課環境改善室）
	 	 ご指摘のとおり、リスクアセスメント対象物質の
うち、濃度基準値が定められた物質、それ以外
の物質いずれについても、リスクアセスメントの結
果等に基づいて労働者がばく露される程度を最
小限度にしていただく必要がある。この点につ
いて引き続き周知徹底してまいります。

編注：「周知」どころか、改正法令の施行通達のな
かで趣旨が説明されていないことから要望した
もの。「管理のヒエラルキー」は徹底していない。

2022年要望B2（2）①　安衛法第57条の3で規定
されたリスクアセスメント（義務）では、定期実施
の義務付けはなく、職場の変化（化学物質の新
規採用・変更、化学物質の製造取扱業務の作
業方法・作業手順の新規採用・変更，化学物質
等に係る機械設備等の経年劣化，労働者の入
替り等に伴う知識経験の変化など）があった場
合に実施することとなっている。しかし職場の気
中化学物質濃度は日々 変動しており、さらに季
節間変動や年間変動もある。またリスクアセス
メント（義務）では，実測だけでなく、「CREATE-
SIMPLE」等の推定法が認められているが、推
定法は誤差が大きい。したがって、毒性の強い
化学物質を取り扱うケースについては、気中化
学物質濃度（個人曝露濃度など）を定期的（6か
月に1回程度）に測定することを義務付けること。

2022年回答（労働基準局安全衛生部化学物質対
策課環境改善室）

1		 化学物質等による危険性又は有害性等の調
査等に関する指針において、リスクアセスメントの
実施時期については、化学物質のばく露の程度
等の変化がより大きいと考える次のタイミングで
実施することとしています。
ア		 リスクアセスメント対象物質を原材料として

新規に採用し、又は変更するとき
イ		 同対象物質を製造し、又は取り扱う業務に

係る作業の方法又は手順を新規に採用し、又
は変更するとき

ウ		 同対象物質による危険性又は有害性につ
いて変化が生じ、又は生ずるおそれがあるとき

2		 また、上記のほか、労働災害が発生した場合

特集/労働安全衛生法制定50周年
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であって、過去のリスクアセスメント等の内容に問
題がある場合や前回のリスクアセスメントを実施
してから一定の期間が経ち、化学物質等に係る
機械設備等の経年による劣化等においても実
施することが望ましいとしています。その頻度に
ついては、ばく露の程度に応じ、事業者に自律的
に決定していただくべきことと考えている。上記
指針の内容について、引き続き周知を図ってまい
ります。

特別則による規制継続の必要性

2022年要望B2（1）①　化学物質による休業4日以
上の労働災害のうち、特別則の対象物質を原因
とするものは相対的に少ない（約2割）という事実
は，特別則による規制（作業業環境測定・評価の
定期実施や局所排気装置の設置などの義務付
け）が有効であることを示している。したがって
特別則を存続すること。

2022年回答（労働基準局安全衛生部化学物質対
策課）

	 	 特定化学物質障害予防規則、有機溶剤中毒
予防規則、鉛中毒予防規則、粉じん障害防止規
則、四アルキル鉛中毒予防規則等の特別則のあ
り方については、自律的な管理を基軸とする新
たな化学物質規制の定着状況等を踏まえ、検討
していく予定です。

編注：リスクアセスメントは化学物質管理策に限定
されない「一般的かつ一次的な使用者のOSH
義務」の筆頭であるとともに、「特定のリスクまた
は業種に基づいた使用者の義務」によって補完
される得るものでもある。

がん発生把握対策の実効確保

2022年要望B2（3）②　新設の安衛則第97条の
2「疾病の報告」により、同一事業場で1年以内
に2人以上の労働者が同種のがんに罹患したこ
とを把握したときは、事業者は、医師の意見を聴
き、医師が業務に起因するものと疑われると判断
したときは所轄都道府県労働局長に報告しなけ

ればならないという義務が設けられた。報告を受
けた所轄都道府県労働局長及び厚生労働省
の対応の計画について明らかにすること。施行
通達（基発0531第9号）に示された、「退職者も
含め10年以内に複数の者が同種のがんに罹患
したことを把握した場合等…であっても…報告
することが望ましい」、「明確な因果関係が解明
されていないため確実なエビデンスがなくとも、同
種の作業を行っていた場合や、別の作業であっ
ても同一の化学物質に曝露した可能性がある
場合等、化学物質に起因することが否定できな
いと判断されれば対象とすべきである」等は重要
であるので、周知を徹底すること。また、意見を聴
かれた医師が、新設の安衛則第577条の2第11
項の規定による記録をチェックするよう促すととも
に、学識経験のある専門家等と相談することので
きる道筋を示すことも重要である。いずれにせよ、
因果関係の解明を待つことなく、事実としての情
報自体を可能な限り広く周知すべきこと。

2022年回答（労働基準局安全衛生部化学物質対
策課）

1		 化学物質を取り扱う同一事業場において、複
数の労働者が同種のがんに罹患し、医師が業
務に起因するものと疑われると判断し都道府県
労働局長へ報告を行った際に、都道府県労働
局等において、労働衛生指導医、労働安全衛生
総合研究所等の専門家の協力を得て、必要な
調査等を行うなど、労働災害の原因究明、再発
防止策の検討ができるよう、施行に向けた必要
な準備等を進めているところです。

2		 ご指摘の施行通達については、関係団体等
に送付を行うこと等により、周知しております。

3		 業務に起因するがん等の疾病を防止するた
め、当該制度の周知及び災害防止に必要な情
報の発信を行ってまいります。

法見直し議論の活発化を

労働安全衛生法見直しの課題は他にも様々あ
り、法制定50周年を契機とした検討の活発
化を望みたい。
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労働安全衛生法令策定のためサポートキット
2022.1.13	国際労働機関（ILO）

1．　はじめに

セクションⅠの目的は、政府と社会パートナーが、
自国のOSH法を策定するのに用いることのできる
様 な々タイプの基準とアプローチを理解するのを支
援することである。さらに、利用者が、時代遅れの
規制アプローチと現代的な法的OSH枠組みの主
な特徴と主要な歴史的変遷を分析することによっ
て、両者を区別できるようにすることも企図している。
しかし、セクションⅠでは、規制アプローチとその有
効性に関する様 な々学術的理論や見解を詳しく論
じることはしない。

2．　OSH法令の進化の概観

18世紀後半にイギリスで産業革命がはじまった。
それは、新しい製造プロセスをもたらし、農耕中心
の経済から、主として工場を基礎にした労働に依
存する経済への移行を促進した。この変化は、危
険な機械、道具、物質や因子（鉱物粉じん、繊維、
有毒金属、炭そ菌など）の使用や過密な職場を生
み出した。その結果、政府が安全衛生の最低基準
を定めることによって介入する必要性を生じさせた
のである。

2.1　初期のOSH法：工場法時代

19世紀前半に制定された、最初のイギリスの工
場法は、児童と女性の労働条件に関する要求事
項を確立し、衛生・機械に関連した規則を定め、工
場監督官の任命を義務づけた。その規定は、危険

な機械の使用によるハザーズから労働者を保護す
るために、高度に技術的な仕様基準を確立するこ
とに焦点が置かれていた。基準は、使用者が実施
しなければならない、具体的な安全措置を詳細に
規定した。政府はこれらの規則を定義・実施し、使
用者が職場におけるリスクの最善の管理方法を評
価・決定する余地はあまりなかった。

【国の事例1】［省略］

2.2　補償制度の台頭

19世紀後半には、ドイツにおける1884年の災害
保険法制定に導かれた、労災補償制度の発展
がみられた。その後、スペイン（1900年）、フランス

（1898年）やイギリス（1906年労災補償法）など、
他の工業国で法令が制定された。これらの法律は
後追い的なもので、労働災害の防止よりもそれを補
償することに焦点を置いたものだった（つまり、その
ような傷害が発生するのを防ぐための規則とは対
照的に、負傷した労働者に対する金銭的支払い
が特徴であった）。

2.3　OSHに関する最初の国際労働基準

20世紀の最初の数十年間に採択された、ILOの
初期のOSH文書は、最初のOSH法の全体的な進
化を反映していた。それらは、鉛、炭そ菌や白リン
などの有害物質への曝露、危険な機械の安全措
置、鉱業、海運業、建設業、製造業などの産業活動
分野や労災補償など、単一の問題を規制する傾

01    OSH法令の進化：初期のOSH法1.-5 .

 から現代的な法的OSH枠組みへ

ILOサポートキット：OSH法令の進化
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向があった。

2.4　初期のOSH法の弱点

新しい産業プロセスが開発されるにつれて、新し
いハザーズが生じた。OSHに関連する学問分野
は、労働衛生、リスク管理（潜在的に有害な職場曝
露を特定・評価・管理するシステム）、労働医学、毒
物学、疫学、安全設計や工学を含め、大きな発展を
経験した。

OSHの予防・管理の科学・工学に関する知識の
基盤の急成長にもかかわらず、職場におけるOSH
の規制・管理の性質と方向性には比較的変化が
少なかった。規範的な措置は、大部分の国で確立
された雇用関係の法的構造に基づいて、特定の
ハザーズかまたは鉱業や建設業などの産業全体
のいずれかに関連して、義務を課し続けた。一部
の国で福祉改革の導入が、労働に起因する傷害
や疾病に対する金銭的補償の入手可能性の改善
に役立った一方で、資格に関する原則（つまり労
働者の権利）はほとんど変わらなかった。

20世紀の後半には、初期のOSH法の多くの大
規模な改革が行われた。ローベンス報告（イギリス、
1972年）は、初めてOSH法の短所を明確にした、お
そらくもっとも影響力のあった報告書だった。

工場法の短所

▶OSH法の適用範囲の制限：特定の産業につい
ての特定の安全問題の発生に対応して策定さ
れた基準の場当たり的で後追い的な性格は、普
遍的な適用範囲の欠如を反映し、新しいリスク
に適用できなかった。

▶すぐに時代遅れになるOSH法：非常に具体的か
つ詳細な基準が急速な技術的・科学的発展と
歩調を合わせることができないことが、それらをき
わめて早く時代遅れにし、目的を満たせなくした。

▶ますます複雑化するOSH法：適用範囲にばらつ
きがあり、詳細な技術的で、しばしば理解しにくく
断片的な、大量の規則を伴った、膨大な量の法
律が増え続け、ますます長くなり、遵守するのが
複雑になった。

▶使用者に効果的にOSHを管理するインセンティ

ブを与えることに失敗：使用者に、職場における
OSHを改善し、例えば社内規則や民間の遵守イ
ニシアティブを通じて、改革するために積極的な
措置を講じるインセンティブを与えることに失敗し
たことが、職場のリスク管理の効果を低下させた。

▶労働者にOSH管理に効果的に貢献するインセ

ンティブを与えることに失敗：OSH法が使用者
と労働者の間の協力の仕組みを想定していな
かったために、労働者に積極的に参加するイン
センティブを与えることに失敗したことが、職場の
リスク管理の効果を低下させた。

▶労働者の安全と健康を確保するという包括的な

目標の不達成：工場法に基づく使用者の責任
が（例えば特定の道具を使用するという）法律に
よって要求される命令を実行した時点で終了す
るために、労働者は労働災害・職業病からの完
全な保護を享受できなかった。労働者が労働に
関連した疾病または傷害を被った場合、使用者
は、労働者の安全と健康を確保するという結果
を重視した義務ではなく、結果的に目的を達成で
きなかったかもしれない命令に関連した義務し
か負わされていないことから、使用者に責任を負
わせられなかった。

2.5　現代的な規制アプローチの発展

1970年代以降の多くの国における改革は、初
期の工場法の弱点に対処し、予防の原則を取り
入れ、OSHマネジメントに系統的アプローチを採用
しようとした。これらのシフトが、現代的な規制アプ
ローチの基礎となっている。

工場法の短所に対処する改革

▶OSH法の適用範囲の拡大：改革は、OSH法の
適用範囲を、すべての種類の職場と（ストレス、
ハラスメントやいじめなどの心理的ハザーズを含
め）すべてのハザーズに拡大し、それらに普遍
的に適用できるようにすることをめざした。

▶労働監督官の権限の拡大。労働監督官は、労
働者の健康または安全に対する差し迫った危険
が存在する場合に労働を中止させる権限など、
金銭的制裁を超えた、一層の執行権限を与えら
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れた。
▶使用者にOSHをより効果的に管理するインセン
ティブを付与。（結果ではなく行為を要求する仕
様規則とは対照的に）労働者の安全と健康を確
保するという結果を重視した使用者の義務を規
定することによって、使用者はその具体的事業・
産業に存在するリスクの性質に適合した社内規
則を作成することを促された。

▶OSHマネジメントへの労働者の参加のためのア
レンジの確立。アレンジは、労働者がOSH代表を
選出できるようにするなど、国、部門及び職場レ
ベルで、使用者と労働者・労働者代表の間の協
力を促進するために導入された。

▶新しい遵守メカニズムの探求。これは、たんなる
金銭的制裁の賦課を超えて、調達政策、金銭的
インセンティブや民間の遵守制度など、その他の
強制的及びインセンティブなメカニズムを含めるこ
とを意味した。

▶仕様基準からの焦点の転換。政策立案者は、
OSH法令がその目標を達成するのを確保する
ために、原則に基づく基準、結果に基づく基準、
パフォーマンス基準やプロセス基準など、より一
般的な基準の採用にシフトした。基準設定に関
するこれらのアプローチには、以下に説明するよ
うに、それぞれ長所と短所がある。
これらのシフトは、OSH規制に対する現代的なア

プローチの基礎となるものである。これらは、1985
年の労働衛生サービス条約（第161号）及び勧告

（第171号）に反映され、また、それらによって強化
された。これは、まず北西ヨーロッパ、次いで北アメ
リカやオーストラレーシアの他の先進市場経済で
の、連続した規制改革につながり、それまでのシス
テムを一新して、より柔軟で、それゆえ急速に変化
する労働の世界においてOSHに対処するのにより
適した、より目標設定的かつ全体的な基準でそれら
を置き換えた。

2.6　OSHの系統的マネジメントに向けて

1980年代のさらなる発展は、OSHのよりリスクに
基づいた系統的管理への移行であった。これは
部分的には、（1976年のイタリア・セベソ、1984年の

インド・ボパール、1986年のウクライナ・チェルノブイリ
などの）重大産業災害や化学物質や物理的・生
物学的因子への有害場曝露に関連するリスクの
特定・分析・管理の科学の進歩によって裏打ちさ
れた。結果的に、OSHマネジメントシステムの基準
が自主的に開発され、その認証のためのシステム
が導入された。2001年にILOは、安全衛生マネジメ
ントシステムに関するガイドラインを発行した。その
一方で、OSH方が、OSHマネジメントシステムの主
要な要求事項を網羅しはじめた。

2.7　予防原則の重視

これは、OSH管理における予防を中心とした文
化に関わるものであった。予防原則は、もうひとつ
の画期的なILO条約である、2006年労働安全衛
生促進枠組条約（第187号）に明記された。それ
は、加盟国に対して、「安全かつ健康的な労働環
境についての権利がすべての段階において尊重
され、一定の権利、責任及び義務に関する制度を
通じて政府、使用者及び労働者が安全かつ健康
的な労働環境の確保に積極的に参加し、並びに
予防の原則が最優先される文化」と定義される、
国の予防的安全衛生文化を発展させることを求め
ている。結果として、現代的なOSH法は、最終的に
傷害の予防を追求する義務と権利に支えられてい
る。

2.8　最近の立法対応

調達における労働条項は、概念的に新しいもの
ではないものの、下請け連鎖における労働者の権
利を確保するうえでますます重要な役割を果たし
ている。大企業に人権・労働権の開示・報告と子
会社や下請け事業に対してデューデリジェンスを行
うことを求める法律が、この数十年間に重要な成
長を遂げた。他に現われた立法イニシアティブは、
教育のあらゆる段階を通じてOSHを主流にするこ
とを目的にしている。

【役に立つツールとリソース】

労働の未来の中心にある安全と健康：土台
となる100年の経験［日本語版：https://www.

ILOサポートキット：OSH法令の進化
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ilo.org/tokyo/information/publications/
WCMS_712511/lang--ja/index.htm］

3.	 OSHに関する国際労働基準：
	 	 OSH法令の進化のマイルストーン

【国際労働基準】

－	1981年労働安全衛生条約（第155号）
－	1981年労働安全衛生勧告（第164号）
－	2006年労働安全衛生促進枠組条約（第187号）
－	2006年労働安全衛生促進枠組勧告（第197号）

国際レベルでは、法令のパラダイムシフトは1981
年の第155号条約によって導入され、現代的な
OSH規制システムを特徴づける多くの要素を規定
した。

【定義】

現代的なOSHガバナンスと規制システムの要素

－	経済活動のすべての部門とすべての労働者に
一般的に適用されるOSH法

－	予防の原則
－	OSHを管理する国のインフラストラクチャーとガ

バナンス手段
－	国のOSHガバナンスの継続的改善
－	すべての関係者の一般的な結果に基づくOSH

義務
－	実施規則に含まれる詳細な仕様
－	OSHを管理するための職場のプロセス
－	職場における参加型・協力的な仕組み
－	ひとつの職場で同時に活動を行う事業間の協

力
－	差し迫った重大な危険がある場合に職場を離

れる権利、情報を得る権利や無償で訓練や個
人保護機器を提供される権利などの主要な労
働者の権利

経済活動のすべての部門とすべての労働者に一

般的に適用されるOSH法

第155号条約は部門を特定したものではなく、
「経済活動のすべての部門」（第1条）及び「対象
となる経済部門におけるすべての労働者」（第2
条）に適用される。この条約の義務はしたがって、

すべての産業に適用される普遍的なOSH法（枠
組み的または包括的OSH法とも呼ばれる）の採用
を指し示している。さらに、この条約は、特定の部門
または（自営業者など）限定された労働者を除外す
ることを認めているものの、CEACR［条約及び勧
告の適用に関する専門家委員会］は、この法律文
書は、その適用範囲の漸進的拡張をめざしており、
政府と社会パートナーは、そのような部門や労働者
を除外することが引き続き適切であろうかどうかを
さらに検討することができると述べている。

したがって、経済活動のすべての部門とすべて
の労働者に適用される枠組み的または包括的な
OSH法が大いに推奨される。こうしたOSH法は、
経済活動の特定の部門の特徴を考慮し、その必
要性に対処した特定部門向けOSH法または規則
によって補完されるかもしれない。

予防の原則

第155号条約は、合理的に実行可能な限り、労
働環境に内在するハザーズの原因を最少化するこ
とによって、労働に起因し、労働と関連し、または労
働の過程で生じる災害及び健康への傷害を予防
することに焦点を置いた、首尾一貫したOSHに関
する国の政策の策定、実施及び定期的見直し（第
4条）を要求している。予防の原則は、第187号条
約第3条（3）に盛り込まれた、国の予防的な安全衛
生文化を発展させる要求事項によって強化されて
いる。

OSHを管理する国のインフラストラクチャーとガバ

ナンス手段

第187号条約の第4条は、OSHに関する国の政
策と国の計画を実施するための主な枠組みを提
供する国のOSHシステムという概念を確立してい
る。第155号条約の第4条は国のOSH政策の策定
を要求し、第5条は国のOSH計画の策定を要求し
ており、いずれもガバナンスの手段である。

国のOSHガバナンスの継続的改善

第155号条約第4条と第187号条約第5条は、
国のOSH政策、システム及び計画を定期的見直し

（循環プロセス）の対象とすることによって、継続的
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改善という概念を導入している。

すべての関係者の一般的な結果に基づくOSH義

務

第155号条約は、命令－管理［command-and-
control］アプローチから、使用者、労働者と職場の
他の人 と々、職場の安全に影響を及ぼすかもしれ
ない他の関係者に適用される、一般的な結果に基

づくOSH義務へと転換している。この点に関して、
第16条は、以下を促進することによって職場におけ
る安全衛生を確保するという、使用者の結果に基
づく義務を確立している。
1.	 使用者は、職場、機械、機器及び工程であっ
てその管理下にあるものが、合理的に実行可能
な限り、安全でありかつ健康へのリスクがないこ
とを確保することを要求される。

2.	 使用者は、保護のための適当な措置がとられ
る場合には、化学的、物理的及び生物学的因子
であってその管理下にあるものが、合理的に実
行可能な限り、健康へのリスクがないことを確保
することを要求される。

実施規則に含まれる詳細な仕様

一般的なOSH義務に移行した結果のひとつは、
（命令－管理アプローチを特徴づける）詳細な仕

様が、主要なOSH法から外され、法律よりもはるか
に容易に修正・更新することができる、執行規則・
規定などの他の法律文書に移すことができるという
ことにある。しかし、これらは、労働者の安全と健康
を確保するための特定のOSH義務を果たす方法
に関する具体的な支持を提供するものとして、引き
続き大きな重要性をもっている。

OSHを管理するための職場のプロセス

第164号勧告の段落10（d）は、OSHと労働環境
に関する組織的な措置をとる必要性を明示的に
指摘している。組織的な措置という概念は非常に
幅広く、リスクアセスメント、予防計画、予防・保護措
置の実施、労働者の参加・協議などの、OSH管理
活動を包含するかもしれない。第197号勧告の段
落6は、各国に対して、OSHにマネジメントシステム

アプローチに従うよう促しており、これには管理プロ

セスを確立することが含まれている。

職場における参加型・協力的な仕組み

第155号条約（第19・20条）と第187号条約（第4
条）は、国及び職場の両方のレベルにおける、OSH
の全体的な計画・管理に関わる参加型・協力的な
仕組みの確立を要求している。この要求事項には、
労働者代表が存在していることと、合同OSH委員
会や労働者OSH委員会を通じたものを含め、OSH
管理における労働者代表の参加・協議が含まれ
る。第164号勧告（段落12）も、協力を促進するた
めにとられる措置には、適切かつ必要な場合には、
国の慣行にしたがって、労働者安全代表、労働者
安全衛生委員会及び/または合同安全衛生委員
会の設置を含むべきことを勧告している。

ひとつの職場で同時に活動を行う事業間の協力

第155号条約の第17条は、同一の労働現場で
同時に活動を行う事業について、それらの労働者
の安全と健康を確保するうえで協力する要求事項
を導入している。これは、各事業の活動が自らの労
働者だけでなく、同じ労働現場で活動する他の事
業の労働者にもリスクをもたらすことから、非常に重
要な原則である。

主要な労働者の権利

第155号条約は、以下を含め、具体的な労働者
の権利を導入している。
▶生命に関わる差し迫った重大な危険があると信
じる合理的な理由がある労働状況から離れる
労働者の権利

▶OSH訓練の提供を受ける労働者の権利
▶適切な保護衣・保護具の提供を受ける労働者

の権利
▶自らの労働に関連する労働安全衛生のあらゆる

側面について、使用者に問い合わせ、また、使用
者から協議される労働者の権利

【国の事例2】［省略］

4.	 OSH法令に対する現代の課題

常に存在し、多くの国で今日も存続している、

ILOサポートキット：OSH法令の進化
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悪化によって引き起こされた、新たな及び現出し
つつあるリスク

5.	 現代的な法的OSH枠組み

5.1　現代的な法的OSH枠組みの構成

現代的な法的OSH枠組みは、様 な々適用範囲
と立法階層の法律文書の包括的集成で構成され
る。通常、憲法、一般的労働法または法典、一般的
包括的なOSH法、特定のハザード及び業種に基づ
いた法律、製品・機械・物質の生産に適用される
法律、それらの実施規則や技術的安全基準、及び
実施準則やガイドライン（後者は手引きやグッドプラ
クティスを提供することによって法令の実施を支援
するもので、義務的なものではないかもしれない）が
含まれる。OSHに関する規定は、社会保障法や公
衆衛生法などの他の法体系にも見出され得る。

様々な種類の法律文書を指す用語やそれらの
特徴は、国によって異なるかもしれない。各法律文
書の性質を定義する特徴には、採択にあたって従
うべきプロセス、それを制定する権限のある機関、
その立法階層における位置、その適用範囲などが
含まれる。法律文書は、各国の憲法で定義されて
いる。

上記のように、現代的な法的OSH枠組みは、
様々な規制アプローチを利用している。包括的な
OSH法は、一般的で、結果・原則・プロセスに基づ
いたもので、また、特定のハザーズや経済活動部門

表7　義務的/非義務的性質と策定過程に

基づく法律文書の分類

立法権による採択：
一次立法

行政権による採択：
二次立法

義務的

憲法
包括的OSH法
ハザードに基づく法律
業種に基づく法律
製品・機械・物質に適
用される法律

規則
規定
布告
命令
通知
指令

非
義務的

技術的基準
実施準則やガイド
ライン

OSH法令に対する課題には以下が含まれる。
▶不十分な国のインフラストラクチャー・システム
▶法律を制定・執行するための当局の限られた技

術的能力・資源
▶OSH関連問題に対する認識・理解の附則や財

政的制約のために義務保持者が遵守できない
こと

▶使用者が法的要求事項を遵守するのを支援す
ることのできる十分な訓練を受けたOSH専門家
の不足

▶インフォーマル経済
当局は、OSH法が現実的でかつ強制力があり、

強力な国のOSHインフラストラクチャーを構築する
ことによって遵守できることを確保するうえで重要
な役割を果たす。そのようなインフラストラクチャー
には、MSMEs［中小零細企業］やインフォーマル経
済のための支援の仕組みの構築や、広く義務保持
者のための調査研究、情報、助言・訓練サービスの
確立が含まれるべきである。こうした長年の課題に
加えて、より最近になって多くの他の課題が浮上し
てきた。1980年代はじめにほとんどの国が、様 な々
事象のなかでもとりわけ大規模な経済構造改革、
情報技術の革新、人口動態の変化やグローバリ
ゼーションに起因する職務の断片化と再配分によ
る労働の仕組みや関係の変化を経験した。労働
組織、ビジネスや雇用慣行における変化には、以下
のようなものがある。
▶（例えば、無期限雇用契約から有期、オンコール

やゼロ時間契約、臨時または一時雇用契約や自
営請負形態へなど）雇用形態の変化

▶サプライチェーンを通じた労働市場の再編成と
断片化、下請け慣行や派遣業者から供給され
る労働力を含む三角関係が、とくに同一の労働
現場で複数の企業が同時に操業する場合に、
OSHへの課題を生じさせるかもしれない。

▶プラットフォーム型労働を含め、非正規な雇用形
態

▶労働時間の変化、夜間労働の増加、長時間のシ
フト、パートタイム労働や不規則な労働時間

▶デジタル化、情報・通信技術、自動化・ロボット化
やナノテクノロジー、気候変動、大気汚染や環境



22   安全センター情報2022年12月号

に対処するより詳しい目的に基づく実施規則や技
術的基準によって補完される傾向がある。

各国の憲法で定義されているかもしれない各種
の法律文書の特異性とは別に、すべての国に関連
するいくつかの一般的考慮事項がある。それらに
ついては後に検討する。

一次立法

一次立法は、国の立法部門である国会によって
採択される。しかし、この機関は、国によって名称や
構成が異なっているかもしれない。一次立法は、通
常は立法階層において憲法のすぐ下に位置づけ
られる法律で構成される。このことは、法律は憲法
に沿ったものでなければならず、最高規範に反する
ものを定めることはできないことを意味している。法
律は立法部門により採択されるものの、行政部門
は、法律を提案することによりそのようなプロセスを
開始する権限を持っており、またしたがってOSH法
の起草に重要な役割を果たすことから、立法プロ
セスにおいて重要な役割を果たす。OSH法は一
般的なものであるかもしれず、あるいはハザードや
業種を特定したものであるかもしれない。どの国で
も通常、ひとつの包括的なOSH法と様 な々ハザー
ドや業種を特定したOSH法がある。

	 ▶	主要なOSH法

	 	 ある国の（単独のOSH法であれ労働法/法典
であれ）主要なOSH法は、理想的には包括的で
あるべきである。これは、上述したように、第155
号条約に沿って、すべての経済活動の部門とす
べての労働者に適用されるべきであることを意
味している。主要なOSH法はまた、この種の法
律の重要な特徴である－その普遍性を強調す
るために、「包括的」または「枠組み」として言及
されるかもしれない。

	 ▶	ハザードに基づく法律

	 	 ハザードに基づく法律は、（例えば、騒音、振動
や放射線などの物理的ハザーズ、アスベストの
化学的ハザーズや生物学的ハザーズなど）特
定のハザードを規定する法律である。

	 ▶	業種に基づく法律

	 	 業種に基づく法律は、建設業、農業、鉱業や

漁業などの特定の業種または経済活動部門規
定する法律である。

二次立法

二次立法は、行政部門によって採択される。この
種の立法は、憲法または一次立法によってこの権
限を指定された大臣、審議会または委員会によっ
て採択されるかもしれない。国やその憲法上の規
定によって異なるが、二次立法は、規則、規定、布
告、命令、通知、指令などと呼ばれる法律文書で構
成される。ある国が、二次立法の範疇に属する数
多くの異なる法律文書をもっているかもしれない。
これらの二次的法律文書の各 を々採択するため
の手順、それらの性質や目的は様々かもしれず、通
常は憲法で規定されている。

二次的法律文書は、既存の法律の様 な々バー
ジョンを統合したり、法律の規定が実際に実施でき
るようにするためにそのような法律をさらに策定す
るなど、様 な々機能をもっているかもしれない。これ
は、規則がしばしば「実施規則」とも呼ばれる理由
である。法律は通常、特定の問題を規律する主要
な規定を定めるが、その規定の遵守を確保するた
めに実施する必要があるかもしれない追加的な仕
組みは想定していないかもしれない。例えば、ある
OSH法は使用者に対して、業務上の傷病を権限
のある機関に届け出ることを要求しているかもしれ
ないが、（例えば、電話、Eメールまたは手紙などど
のような手段を使うべきか、またはどのような具体的
情報を提出すべきかなど）実際にどのように届出が
なされるべきかを具体的に規定していないかもしれ
ない。このような詳細は通常、二次立法を通じて規
制される。

二次立法は、一次立法の鏡であるかもしれず、
当該二次立法が関連する一次立法の種類に応じ
て、一般的な性質またはハザード・業種を特定した
性質をもつ。例えば、建設業におけるOSH法を実
施する規則は、業種に基づいた規則だろう。各国
はまた、一次（及び二次）立法ではなく二次立法と
いう手段によって、特定のハザードや特定の業種
におけるOSHを規制することを選択するかもしれな
い。これについては、以下でさらに説明する。

ILOサポートキット：OSH法令の進化
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図4　単独のOSH法をもつ国の数二次立法は、立法階層におい
て一次立法の下位に置かれたも
のであり、したがって一次立法と整
合性がとれていなければならない。
これは、二次立法は、立法階層に
おいて上位にある法律を制限した
り、修正することはできないことを
意味している。

5.2	 OSHを規制するのに
	 	 	 どのような種類の法律
	 	 	 文書を選択するか？

これは、繰り返し聞かれる質問である。それに答
えるには、以下の点を検討する必要がある。
▶あなたの国は、（単独のOSH法であれ労働法/

法典であれ）主要な一般的OSH法をすでにもっ
ているか？答えが「いいえ」であったら、まずこの
種の法律を策定する必要があるかもしれない。

▶あなたの国が（単独のOSH法であれ労働法/法
典であれ）主要な一般的OSH法をすでにもって
いる場合、それは包括的なものであるか、つまり、
主要なOSH要求事項をすべて網羅しているか？
答えが「いいえ」である場合、潜在的なギャップを
確認するために、主要な包括的OSH法の適用範
囲の評価に進む必要があるかもしれない。この
評価は、「ギャップ評価」とも呼ばれる。このサポー
トキットに、そのような評価を実施するうえで手引
きすることのできるチェックリストを含んでいる。

▶あなたの国が満足できる主要な一般的OSH法
をもっている場合、（以前に検討されていない場
合）次に検討すべきことは、OSH立法を必要とす
る特定のハザーズまたは業種があるかどうかで
ある。国のOSH状況・計画は、通常の国のOSH
優先事項を反映することから、これを容易に明ら
かにすることができる。

▶もうひとつの検討事項は、優先順位づけかもしれ
ない。誰もが優先順位づけをしなければならな
い。あなたの国がまだ主要な一般的OSH法を
もっていないか、または既存のものが不完全であ
る場合、これが業種・ハザードを特定した法令を
策定することが優先されるべき可能性が高い。

しかし、政策立案者が、社会パートナーと協議し
ながら、国のOSH状況・優先事項に基づいて、
そのような優先順位づけを実施することがきわめ
て重要である。

▶生じてくるさらなる質問は、一次立法または二次
立法という手段によって規制するかどうかであ
る。上述したように、一次立法は、立法階層のな
かで優先され、したがって二次立法によって修正
または制限することはできない。一次立法は、国
会（または国の立法部門）による承認を必要とす
ることから、採択するのが相対的に困難であり、
行政部門のものよりも、より広範囲に及ぶ交渉や
より複雑な決定プロセスを必要とする。同時に、
同じ理由で、二次立法は一次立法よりも修正・制
限することが容易である一方で、一次立法は二
次立法よりも修正することが困難である。

5.2.1　単独なOSH法か労働法典の一部
か？

OSH立法を設計するうえで生じてくるさらなる問
題は、関連する法律を専用の法規に位置づけるべ
きか、または一般的労働法/法典の一部に含める
べきか、ということである。

世界的に制定される包括的なOSHの着実な増
加がみられてきた。LEGOSHは、伝統的に一般
的労働法または労働法典でOSHを規制していた
が、現在ではOSHを専門に扱う別の法律を制定し
た国の数が増加していることを示している。これら
は、様 な々規則や技術的基準、業種・ハザードを特
定したOSH法令によって補完されてきた。図4は、
2017年12月現在、LEGOSHの対象である130か国
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表8　OSH規定をもつ労働法/法典対単独のOSH法

OSH規定をもつ労働法/法典 単独のOSH法

長所

労働に関連する諸規定を単一の法律
文書にまとめて、（多数の労働に関連し
た課題別の法律があるのとは対照的
に）受益者がそれを容易に見つけ出す
ことができる。

－OSH法は通常、労働法典のOSHの章よりも包括的である。
－法の適用範囲が労働法典よりも幅広いかもしれない。
－（使用者に加えて）設計者、生産者、供給者などの主要な義

務保持者の義務を含むかもしれない。
－労働者だけでなく、請負業者、派遣労働者、一人親方など、

当該労働現場にいるあらゆる者に適用されるかもしれない。
－（鉱業におけるOSHや建設業におけるOSHなど）ハザード・業

種特定の法律・規則は、（上述したように通常より幅広い適用
範囲をもつ）単一のOSH法と関連した場合に、労働法典よりも、
より首尾一貫しているかもしれない。

短所

－使用者の義務が通常労働者との関
係のみにおいて規定される。

－雇用関係にないOSH義務者の義務
が含まれない。

－結果的にOSHを包括的に規制しな
い。

多様な課題別の法律は、すべての労働に関連した諸規定を単
一の法律（労働法/法典）にまとめるよりも：
－多数の分散した法令の断片をもつことになり、所在を特定する

のが困難かもしれない
－様 な々法令の断片の間の一貫性と整合性を確保する点に関し

て困難かもしれない。

以上における、単独の枠組み的OSH法の採用の
進化を反映したものである。

【役に立つツール・リソース】

－	ILO「労働安全衛生法令に関するILOグローバ
ル・データベース（LEGOSH）」

表8は、単独のOSH法の策定と一般的労働法/
法典にOSH規定を含めることの長所と短所を検討
したものである

5.3　OSH法令を起草する際にどのよう
な基準を用いるか？

政策立案者は、OSH目標を達成するために様々
な戦略を採用することができる。彼らが下すべき重
要な決定のひとつは、OSH立法を起草するのに用
いる基準の種類である。ここでいう「基準」の意味
は、この文脈において特定の法律または法律の中
の特定の規定（条文/章）を指すかもしれない。様々
な基準のタイプ、それらの性質と長所・短所を理解
することは、目標を達成するためにOSH法を構想・
起草する際に、立法者がより適切な選択をするのを
助けることが期待できる。このサブセクションでは、諸
規定・法律を形成するために活用することのできる
様 な々基準について考えるための材料を提供する。

普遍的に合意されたこれらの基準の分類は存
在せず、筆者によってその標題づけや定義が異な
ることを強調しておくべきである。
▶仕様基準は、事業が実施すべき具体的安全対

策（予防・保護措置）を示す詳細な包括的・規
範的ルールから成る。それらは、どのような労働を
どのように行うべきかを詳細に説明するものであ
る。例えば：「使用者は、梯子が適切な材料で作
られ、その使用目的に適したものであって、下端
には滑り止め、上端にはフックまたは同様の装置
が取り付けられていて、通常の使用時の安定性
を確保することを確保しなければならない。」

▶原則に基づく基準は、システムまたは科学の基
礎としての役割を果たす重要な基本的命題・考
え方に基づいて構築される。それらは、特定の
文脈において、ある程度の解釈を必要とするかも
しれない。例えば：「国の計画は、国の予防的安
全衛生文化の発展を促進しなければならない」。
この規定は、予防的文化の促進を要求すること
によって予防原則を具体化したものであるが、こ
の文化をどのように推進すべきかは明記してい
ない。もうひとつの例は、労働環境は労働者の
能力に適合させられなければならないという原
則である。

ILOサポートキット：OSH法令の進化
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▶結果に基づく基準は、どのようにその結果を達
成すべきかを示さずに、ある結果の達成を要求
するものである。これらは、立法者が望む結果を
述べるかもしれない。例えば：「使用者は、合理
的に実行可能な限り、その管理下にある職場、
機械、設備及び工程が安全かつ健康へのリスク
がないことを確保することを要求されるべきであ
る」。この規定は、労働環境が安全かつ健康的
であるという結果を要求するものである。

▶性能基準は、尊重されるべき、又は達成されるべ
き特定のレベル、限界値または閾値を特定する
が、それを達成するための最良の方法の決定は
事業に委ねる。例えば：「いかなる者も、（a）1日に
8時間連続して85dB（A）の合理的に一定のレ
ベル、（b）『速い』に設定した計器で測定して1日
に13585dB（A）、（c）『速い』に設定した計器で
測定したインパルス騒音の場合1日に150dB（A）
を超える騒音レベルに曝露されてはならない」。

▶プロセス基準または管理基準は、リスクを管理す
るための一連の循環的・系統的手順を記述する
ものである。これらは、ハザードの特定、リスクの
評価とその定期的な見直し、予防・保護措置の
効果的な計画・組織・管理・監視・見直しを確保
する仕組み、これらのプロセスにおける労働者の
協議・参加の確保とそれらの文書化など、系統
的なOSHマネジメントに典型的に見いだされる
要素を要求する諸規定によって代表される。
これらの基準設定へのアプローチには、それぞ

れ長所と短所がある。表9は、それぞれのタイプの
基準が示すかもしれない長所と短所の一部を示し
たものである。一部のタイプの基準は、同じまたは
同様の特徴を共有しているかもしれない。

現代的なOSH枠組みは、ひとつまたは別のタイ
プの基準のみに依存せずに、それらのすべてを統
合している。最近増えている立法体系の設計は、
原則、結果及びプロセスに基づいた諸規定を組み
入れた、単一の包括的なOSH法を特徴としている。
また、これらは通常、業種別のOSH法律・規則の設
計にも用いられている。ハザードを特定した法律・
規則も、性能基準を大幅に採用するかもしれない。
物質、装置、道具や機械の設計・操作・保守を詳

述する技術基準は、大部分仕様基準を使用する
かもしれない。

5.4　何がOSH法令を効果的にするか？

法令が効果的であることに寄与するかもしれな
い多くの変数がある。このサポートキットは、そのす
べてを認識したり議論したりするのではなく、OSH
法令をより効果的にするのに寄与する可能性のあ
るいくつかの要素を提示することを追求する。

調査研究と（限られた数の）国の評価は、効果的
なOSH法令は、セクションⅠで議論し、このサポート
キットの他のセクションでさらに展開される、現代的
なOSHシステムの要素と特徴に依存することを示
唆している。
▶すべての経済活動の部門とすべての労働者を

対象とする包括的なOSH法を含んでいる。
▶以下を含め、様 な々タイプの基準の組み合わせ
を活用している。
▶義務保持者に一定の原則に従うことを要求す
る原則に基づく基準

▶義務保持者に「安全かつ健康的な職場」など
の具体的な結果を達成することを要求する結
果に基づくOSH基準

▶労働者を一定強度を超える騒音に曝露させ
ないなどの具体的目標、アウトプットまたは性能
を要求する性能に基づいた基準

▶OSHマネジメントシステムの主要な段階などの
義務的な系統的または循環的諸ステップをつ
くるプロセスに基づく基準

▶予防を中心とし、もっとも効果的からはじまり効果
の順序に予防・保護措置を優先順位づけする
「管理のヒエラルキー」に基づいている。

▶OSH関連義務・権利を明確に規定し、職場の関
係者の間にそれらを割り当てている。

▶職場における参加型・協調的な仕組みを提供し
ている。

▶十分説得力のあるインセンティブと抑制的な制
裁を特徴としている。

▶絶えず進化し続ける労働の世界の現在の課題
に対処し、したがって最新かつ今日的であり、そ
のために定期的な見直しを行っている。



26   安全センター情報2022年12月号

表9　様々なタイプのOSH基準

タイ
プ 仕様基準 原則に基づく基準

結果に基づく基準 性能基準 プロセスまたは管理基準

長所

これらの基準が提供する予
防・保護措置に関する詳細
な手引きを考慮する。
－	とりわけOSH能力が低くリ

ソースの少ない事業にとっ
て価値があるかもしれな
い。これは、これらの基準
が専門家でなくても適用で
きるようにするように十分
に詳細かつわかりやすい
かもしれない。

－	他の基準よりも遵守を監視
しやすいかもしれない。

－	他の基準よりも遵守の費
用を計算するのが容易か
もしれない。

これらの基準は通常、一般
的な義務、目標または中核と
なる原則を特徴としているこ
とから
－すべての種類の職場と経

済活動部門の、すべての
種類のハザーズに対して
採用及び適用できるかもし
れない。

これらの基準は義務、目標ま
たは原則が達成されるべき
方法を規定しないことから
－	使用者に与えられた状況

で最良の実施手段を選択
する余地を与えるかもしれ
ない。

－	使用者に革新する余地を
残している。

－	通常、仕様基準のように科
学的進歩のゆえに容易に
時代遅れになることがない
ことから、仕様基準よりも
長い期間関連性を維持す
る。

性能基準は通常閾値または
限界値を課すことから
－	通常測定可能なすべての
リスクに対して採用・適用
できるかもしれない。

これらの基準は閾値または
限界値が達成されるべき方
法は規定しないことから
－	使用者に与えられた状況

で最良の実施手段を選択
する余地を与えるかもしれ
ない。

－	使用者に革新する余地を
残している。

－	仕様基準よりも長い間関
連性を維持するかもしれな
いが、原則・結果に基づく
基準よりは短い可能性が
ある（新しい研究結果は
限界値・閾値を変更する
必要性を示唆している）。

－	他の種類の基準よりも遵
守を監視するのが容易か
もしれない。

これらの基準が一般的な諸
ステップに基づいていること
から
－	リスク管理プロセスが規定

された結果を達成するの
にもっとも効果的な方法で
あるすべてのタイプのリス
クに対して採用・適用でき
るかもしれない。

－	使用者に与えられた状況
で最良の実施手段を選択
する余地を与えるかもしれ
ない。

－	仕様基準のように科学的
進歩とともに容易に時代
遅れになることがないこと
から、仕様基準よりも長い
間関連性を維持するかも
しれない。

－	達成するOSH結果（ケア
の基準）と結果を達成する
ために実施する措置の両
方に関して、義務保持者
に柔軟性を与える。

短所

－	技術的な変化によって急
速に追い越され、容易に
時代遅れになる可能性が
ある。

－	職場の関係者による予
防的イニシアティブやイノ
ベーションを抑制し、OSH
マネジメントへの労働者の
参加やリスク管理・機器の
改善の調査を阻害するか
もしれない。

－	業種やリスクを超えて普
遍的に適用できない。

－	労働監督官や裁判所が
具体的状況における原則
の意味を解釈することにな
ることから、ある程度の不
確実性をもっている。

－	例えば仕様基準よりも実
施により多くのOSH専門
技能を必要とするかもしれ
ない。

－	通常要求事項があいまい
であり、遵守や遵守困難
の監視を困難にする。

－	一部のハザーズについて
は意味のある目標を設定
するのが実行可能でな
い。

－	目標を設定することが、目
標よりもよい結果（例えば、
法律で許容される最大曝
露限界値よりも少ない騒
音）を達成するために措置
を講じるインセンティブをな
くす。

－	達成されるべき具体的な
結果または目標を課さな
い。

－	例えば仕様基準よりもその
実施により多くのOSH専
門技能を必要とし、それゆ
え義務保持者により多くの
コストがかかるかもしれな
い。

▶ナビゲーションが容易になるように最適に構成さ
れている。

▶適切で関連性があり、明確、簡易、正確、整合性
があり、内部的及び外部的に一貫性のある、よく
練られた法律言語を使用している。

▶容認できる（その根拠と基礎となる過程が適切
である）。

▶検証可能である（遵守されているかどうか判定
するのが容易）。

▶使用者・労働者の代表及びOSH専門家など他

の関係者との協議及び彼らの参加によって策定
されている。

▶MSMEsにおける実施と遵守を促進する措置を
含んでいる。

▶ビジネスに不必要な管理上の負担を課していな
い。

▶リスクを管理する責任を主としてリスクを生み出
す主体に負わせている。

【国の事例3】【役に立つツール・リソース】［省略］

ILOサポートキット：OSH法令の進化
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労災請求件数等の公表は179回目

新型コロナウイルス感染症に関する労災請求
は、2020年3月に最初の1件の請求があったという。
2020年5月15日に厚生労働大臣が、初めての支給
決定2件があったことを公表した。厚生労働省は
以降、平日ほとんど毎日、労災請求件数等の情報
更新を続けた後、2020年12月4日現在分以降は毎
週、2021年10月31日現在分以降は毎月に切り替え
て、情報更新を続けている。2022年10月17日に、同
年9月30日現在の状況が公表された。2020年4月30
日現在分の公表以来、179回目となる。

新型コロナウイルス感染症は最大の職業病

表1は、月別及び年度の状況である（この数字は

新しい公表時に遡って訂正されているものがあるこ
とがあるので注意されたい）。

2019（令和元）年度は請求が1件のみ。
2020（令和2）年度は、請求8,476件、認定（支給

決定）4,556件、不支給決定193件という状況だっ
た。認定率（支給/（決定＝支給+不支給））は
95.9％、処理率（（決定＝支給+不支給）/請求）は
56.0％だった。ちなみに、2020年度業務上疾病労災
補償状況調査結果によると、職業病認定件数の合
計は13,920件で、うち新型コロナウイルス感染症が
4,545件（上記数字と微妙に異なっている）で32.7％
を占めていた。

2021（令和3）年度は、請求は22,928件で前年度
の2.7倍、認定は19,517件で4.3倍、不支給決定は
166件で前年度より少なかった。認定率は99.2％、

2022年9月請求2万、認定1万
認定率99.3％、処理率71.5％
上半期だけで前年度の2倍超

表1　新型コロナウイルス感染症に関する労災請求件数等の月別推移（括弧内は不支給決定件数）

年度 月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 累計
2019 請求 － － － － － － － － － 0 0 1 1 1

2020
請求 5 54 370 368 186 356 443 343 526 1,075 1,943 2,807 8,476 8.477

認定 0
（0）

7
（0）

48
（0）

226
（0）

229
（0）

221
（0）

213
（24）

247
（7）

325
（3）

440
（56）

623
（10）

1,977
（93）

4,556
（193）

4,556
（193）

2021
請求 1,953 1,573 2,170 1,784 1,147 1,502 2,053 1,806 1,039 574 1,390 5,937 22.928 31,405

認定 1,396
（15）

1,702
（14）

2,177
（11）

1,888
（16）

1,939
（13）

1,304
（5）

1,463
（9）

1,757
（15）

1,857
（32）

1,246
（12）

890
（9）

1,898
（15）

19,517
（166）

24,703
（359）

2022
請求 8,271 7,213 7,910 5,455 7,543 21,249 57,641 89,046

認定 2,408
（30）

5,014
（6）

8,264
（14）

7,002
（10）

7,277
（10）

9,671
（7）

39,636
（77）

63,709
（436）
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図1　新型コロナウイルス感染症に関する労災請求件数等の推移（2020.4.30～2022.9.30）

処理率は85.8％である。新型コロナウイルス感染
症以外の職業病の認定数に変化がなかったとした
ら、2021年度の職業病認定件数の合計は20,892
件で、うち新型コロナウイルス感染症が67.6％を占
めることになるだろう（前年度32.7％の2倍以上）。

2022（令和4）年度は、上半期半年間だけで、請
求は57,641件で前年度の2.5倍、認定は39,636件で
2.0倍、不支給決定は77件で前年度よりさらに少な
い。認定率は99.8％、処理率は68.9％である。

累計では、新型コロナウイルス感染症の労災請
求89,046件、認定63,709件、不支給436件。認定率
は99.3％、処理率は72.0％という状況である。なお
お、請求件数のうち遺族請求（死亡）に係る件数は
197件で請求全体の0.2％、認定件数では165件で
認定全体の0.3％となっている。

職業病でもっとも多い業務上の負傷による腰痛
（災害性腰痛）でも年間認定件数は3千件前後で
あり、また、非災害性職業病でもっとも多いじん肺及
び合併症の1979～2020年度の累計認定件数が
46,695件であるから、新型コロナウイルス感染症が
かつない最大の職業病として猛威を振るっている
ことは間違いない。

2022年9月の請求急増で処理率低下

図1に推移を示しているが、請求件数は、2021年
4月23日現在で1万件を突破した後、同年10月末に
2万件、2022年3月末に3万件、5月末に4万件、6月

末に5万件、7月末に6万件、9月末に一気に8万件を
突破した。

認定件数は、20201年7月9日現在で1万件を突破
した後、2022年1月末に2万件、5月末に3万件、7月末
に4万件、8月末に5万件、9月末に6万件を突破した。

認定率は、2021年3月12日現在の94.6％が最低
で、以降一貫して増加し、2022年9月末現在99.3％。

処理率は、2022年1月末現在の89.2％が最高で
あったが、請求件数の増加に追い付けずに4月末
現在の67.0％まで減少した後、盛り返して8月末に
は79.8％にまでなったものの、9月末現在では72.0％
に低下した。これには、とりわけ2022年9月が、請求
件数21,249件と、1か月だけで前年度の合計件数
22,928件に迫る数字であったことが大きい。この
ため、認定件数も1か月だけで9,671件と過去最高
だったものの、処理が請求件数の増加に追いつか
ずに処理率が低下したものである。

医療従事者等の増加が著しい

表2は、2022年9月30日現在の累計で、医療従事
者等、医療従事者等以外、海外出張者の別に業
種別の労災請求件数等を示している。2022年6月
号に示した半年前の2022年3月31日現在の累計と
比較しながらみてみよう。

全体では、労災請求が31,324件から89,046件へ
2.8倍の増加。認定は23,817件から63,709件へ2.7
倍の増加。不支給は353件から436件へ1.2倍の増
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表2　COVID-19に関する労災請求件数等（2022.9.30現在）

業種 請求件数 支給決定 不支給決定 認定率 処理率
1.		医療従事者等 62,853（36） 44,967（26） 266（0） 99.4％ 72.0％
医療業 40,180（18） 28,512（9） 223（0） 99.2％ 71.5％
社会保険・社会福祉・介護事業 21,676（17） 15,656（16） 41（0） 99.7％ 72.4％
サービス業（他に分類されないもの） 782（1） 602（1） 2（0） 99.7％ 77.2％
教育、学習支援業 110（0） 104（0） 0 100％ 94.5％
複合サービス事業 52（0） 47（0） 0 100％ 90.4％
学術研究、専門・技術サービス業 31（0） 27（0） 0 100％ 87.1％
宿泊業、飲食サービス業 2（0） 2（0） 0 100％ 100％
製造業 1（0） 1（0） 0 100％ 100％
運輸業、郵便業 1（0） 1（0） 0 100％ 100％
生活関連サービス業、娯楽業 18（0） 15（0） 0 100％ 83.3％

2.		医療従事者等以外 26,136（152） 18,693（131） 170（1） 99.1％ 71.5％
農業、林業 130（0） 91（0） 2（0） 97.8％ 70.0％
漁業 175（1） 107（1） 0 100％ 61.1％
鉱業、採石業、砂利採取業 12（0） 12（0） 0 100％ 100％
建設業 2,516（33） 1,762（30） 25（0） 98.6％ 70.0％
製造業 2,592（14） 1,980（12） 18（0） 99.1％ 76.4％
電気・ガス・熱供給・水道業 22（1） 18（0） 0 100％ 81.8％
情報通信業 176（0） 153（0） 2（0） 98.7％ 86.9％
運輸業、郵便業 1,830（24） 1,436（22） 13（0） 99.1％ 78.5％
卸売業、小売業 1,696（20） 1,302（17） 11（0） 99.2％ 76.8％
金融業、保険業 67（2） 49（2） 1（0） 98.0％ 73.1％
不動産業、物品賃貸業 320（2） 261（2） 1（0） 99.6％ 81.6％
学術研究、専門・技術サービス業 322（4） 241（1） 3（0） 98.8％ 74.8％
宿泊業、飲食サービス業 1,250（6） 920（4） 12（0） 98.7％ 73.6％
生活関連サービス業、娯楽業 820（2） 636（2） 2（0） 99.7％ 77.6％
教育、学習支援業 1,122（4） 849（3） 10（0） 98.8％ 75.7％
医療業 4,613（0） 2,817（0） 42（0） 98.5％ 61.1％
社会保険・社会福祉・介護事業 5,882（10） 4,147（9） 8（0） 99.8％ 70.5％
複合サービス事業 65（1） 46（1） 1（0） 97.9％ 70.8％
サービス業（他に分類されないもの） 2,525（28） 1,866（24） 19（1） 99.0％ 73.9％
公務（他に分類されるものを除く） 1（0） 0 0 － 0.0％

3.		海外出張者 57（9） 49（8） 0 100％ 86.0％
建設業 3（0） 3（0） 0 0.0％ 100％
製造業 24（4） 23（4） 0 100％ 95.8％
情報通信業 1（0） 1（0） 0 100％ 100％
卸売業、小売業 9（2） 6（1） 0 100％ 66.7％
学術研究、専門・技術サービス業 7（1） 7（1） 0 100％ 100％
宿泊業、飲食サービス業 1（0） 1（0） 0 100％ 100％
生活関連サービス業、娯楽業 2（0） 1（0） 0 100％ 50.0％
サービス業（他に分類されないもの） 10（2） 7（2） 0 100％ 70.0％

計 89,046（197） 63,709（165） 436（1） 99.3％ 71.5％
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図2　新型コロナウイルス感染症地方公務員災害補償請求件数等の推移（2020.5.29～2022.9.30）

表3　公務災害請求件数等（2022.9.30現在）

職種 請求
件数

公務上
認定

公務外
認定

率（公務
上/請求）

医師・歯科医師 80 66 0 82.5％
看護師 887 778 0 87.7％

保健師・助産師 16 10 0 62.5％
その他の医療技術者 90 78 0 86.7％

保育士・寄宿舎指導員等 7 6 0 85.7％
土木技師・農林水産技師・建築技師 3 3 0 100.0％

調理員 1 0 0 0.0％
運転士・車掌等 2 2 0 100.0％

義務教育学校教員 8 5 0 62.5％
義務教育学校以外の教員 3 2 0 66.7％

警察官 294 287 1 97.6％
消防吏員 33 30 0 90.9％
清掃職員 28 22 0 78.6％

その他の職員 99 82 0 82.8％
計 1,551 1,371 1 88.4％

加。認定率は98.5％から99.3％へ増加
し、処理率は77.2％から72.0％へ低下
している。遺族請求は、請求では166
件から197件に増加し、認定では139
件から165件へ増加している。

医療従事者等については、労災請
求が20,443件（全体の65.3％、以下同
じ）から62,953件（70.6％）へ3.1倍の
増加（割合も増加）。認定は15,601
件（65.5％）から44,967件（70.6％）へ
2.9倍の増加（同前）。不支給は225件

（63.7％）件から266件（63.7％）へ1.2
倍の増加。ただし、医療従事者等の
不支給認定は、新型コロナウイルス感
染症として労災請求されたものの実
はそうではなく業務上でもなかった事
例だとされている。認定率は98.6％か
ら99.4％へ増加し、処理率は77.4％か
ら72.0％へ低下している。遺族請求
は、請求では26件から36件に増加し、認定では26
件のまま変わらない。

業種別では、医療業が、請求で全体の41.9％から
45.1％へ、認定で42.1％から44.8％へ。また、社会保
険・社会福祉・介護事業も、請求で全体の21.7％から
24.3％へ、認定で21.7％から24.6％へ増加している。
その他業種は、請求で全体の1.7％から1.1％へ、認
定で1.7％から1.3％へ減少している。

医療従事者等以外については、労災請求が
10,831件（34.6％）から26,136件（29.4％）へ2.4倍の
増加（割合では減少）。認定は8,176件（34.3％）か
ら18,693件（29.3％）へ2.3倍の増加（同前）。不支
給は128件（36.3％）から170件（39.0％）へ1.3倍の増
加。認定率は98.5％から99.1％へ増加し、処理率は7
６.7％から72.2％に減少した。遺族請求は、請求では
131件から152件に、認定では108件から131件に増
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加した。
業種別では、社会保険・社会福祉・介護事業と

医療業がもっとも多く、建設業、製造業、サービス業
（他に分類されないもの）が言わば第二集団、運輸
業・郵便業、卸売業・小売業、宿泊業・飲食サービス
業がそれに次いでいる。認定率はもっとも低い農業・
林業でも97.8％である。

海外出張者については、労災請求が50件
（0.2％）から57件（0.1％）へ、認定が40件（0.2％）
から49件（0.1％）へ増加。認定率は100％で変わら
ず、処理率は80.0％から86.0％へ増加している。遺
族請求は、請求では9件で変わらず、認定では5件
から8件に増加した。

請求全体に占める遺族請求の割合が、医療従
事者等と比較して、医療従事者等以外及び海外出
張者ではるかに多い。死亡事案以外の請求が相
対的に少ないことを示しているのかもしれない。

地方公務員の災害補償状況

地方公務員災害補償基金も「新型コロナウイル
ス感染症に関する認定請求件数、認定件数につ
いて」毎月公表していたが、2022年に入ってから隔
月公表に切り替えたようだ。10月5日に2022年９月30
日現在の状況を公表している。2020年6月1日に同
年5月29日現在の情報を提供して以来、42回目の
情報更新ということになる。

推移を図2に示しているが、公務災害請求件数
は、2021年4月末現在で500件を超え、2022年3月
末に1,000件、9月末には1,500件を超えて1,551件に
なった。

公務上認定件数は、2022年1月末現在で500件
を超え、2022年9月末には1，000件を超えて1,073件
になった。

2022年3月末現在で初めて公務外認定1件（警
察官）が出るまでは認定率は100％で、9月末でも公
務外認定は増えておらず、認定率は99.8％である。

処理率は、2022年1月末現在の89.0％までおおむ
ね増加し続けた後、横ばい状態にあるようだ。

表3は、2022年、月30日現在の累計で、職種別の
公務災害災請求件数等を示している。2022年7月
号に示した半年前の2022年3月31日現在の累計と

比較しながらみてみよう。
全体では、公務災害請求が1,051件から1,073件

へ1.5倍の増加。公務上認定は914件から1,371件
へ1.5倍の増加。認定率は99.9％のまま変わらず、処
理率は87.1％から88.5％へ増加している。

医療従事者等（医師・歯科医師、看護師、保健
師・助産師、その他の医療技術者の合計）について
は、公務災害請求が627件（全体の59.7％、以下同
じ）から1,073件（69.2％）へ1.7倍の増加。公務上認
定も553件（60.5％）から932件（68.0％）へ1.7倍の増
加。認定率は100％のまま変わらず、処理率は88.2％
から86.9％へ低下している。

医療従事者等以外については、公務災害請求
が424（40.3％）から478件（30.8％）へ1.1倍の増加。
公務上認定は361件（39.5％）から439件（32.0％）へ
1.2倍の増加。認定率は99.7％から99.8％へ増加し、
処理率は85.4％から92.1％に増加した。

保健師・助産師、義務教育学校教員、義務教育
学校以外の教員の処理率が60％台、次いで清掃
職員の処理率が78.6％にとどまっていることが気が
かりである。初めて請求件数1件が現われた調理
員に対する決定はまだなされていない。

いずれにしろ、労災保険の場合と比較して、地方
公務員の型コロナウイルス感染症に関する公務災
害補償請求は低いレベルにとどまっているものと考
えられる。

国家地方公務員は情報更新なし

なお、人事院もウエブサイトの「新型コロナウイル
ス感染症」ページで、「一般職の国家公務員に係
る新型コロナウイルス感染症に関する（公務）災害
補償の報告件数及び認定件数」を公表している
が、2022年3月31日現在の状況を4月19日に公表して
以来、更新がなされていない。

全国安全センター・ウエブサイト

全国安全センターのウエブサイトでも関連情報を
提供しているが、https://joshrc.net/archives/1225
及び掲載カテゴリーの「新型コロナウイルス感染症」
から全情報にアクセスできるほか、４本の関
連動画も公開している。
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9月20日に開催された第7回検討会において、三
柴委員が「労働基準法上の労働時間と労災保険

給付調査における労働時間に相違があるので、
そのあたりを整理して、精神障害の労災認定基準

精神障害労災認定基準専門検討会
労働時間の特定ならびに調査のあり方に関する意見書

2022年10月11日
全国労働安全衛生センター連絡会議・同メンタルヘルス・ハラスメント対策局

標記について、国内における新型コロナウイルス
感染症の発生状況等を踏まえて、労働者災害補
償保険法（昭和22年法律第50号）第8条の規定に
基づく給付基礎日額の算定期間中に新型コロナウ
イルス感染症の感染拡大防止を目的とした自宅待
機等による休業期間を含む場合、被災労働者の福
祉の増進に寄与することを目的とした労災保険制
度の趣旨にかんがみ、今般、労働者災害補償保険
法施行規則（昭和30年労働省令第22号）第9条第
1項第4号の規定に基づき、給付基礎日額の特例に
ついて、下記のとおり定めることとしたので、その運
用に遺憾なきを期されたい。

記
1　原則的考え方
	 	 労災保険の保険給付に用いる給付基礎日額
の算定において、下記2の休業期間が含まれる
場合は、給付基礎日額の特例として、算定期間
のうち、下記2の期間及び同期間中の賃金は控
除して算定すること。

	 	 なお、本通達による算定方法により、かえって
給付基礎日額が低くなる場合には本特例を適用
しない。

2　対象となる休業
	 	 本通達による特例は、新型コロナウイルス感染
症に係る保健所等の行政機関の指示等に基づ
く自宅待機等を行った労働者の休業について
適用する。

【想定されるもの】
・	事業場外において新型コロナウイルス感染症

の濃厚接触者と判断されたことなどにより保
健所等の行政機関の指示等に基づき自宅待
機等を行った労働者の休業

3　対象期間
	 	 本通達は、令和2年1月以降当面の間の休業
について適用する。

4　追加支給等
	 	 既に給付基礎日額を算定し、保険給付を行っ
ている事案については、上記1に基づき給付基
礎日額を再算定し、令和3年9月1日付け基発
0901第1号「労災保険給付事務取扱手引の一
部改正について」の別添「労災保険給付事務
取扱手引」のⅤの3第3のとおり、追加支給等を行
うこと。その他、本通達に関連して疑義が生じた
場合は、適宜本省に協議すること。

※先月号で「新型コロナウイルス感染症の労災補
償／厚生労働省補償課の対応の経過と現状－
2022年9月15日までに入手できている情報から」
を解説したが、その後2021年度分労働基準行
政関連通達の情報開示によって入手したもの。

基発1011第4号
令和3年10月11日

都道府県労働局長殿
厚生労働省労働基準局長

新型コロナウイルス感染症に係る保健
所等の行政機関の指示等に基づく
自宅待機等による休業期間を含む
給付基礎日額の算定について

「精神障害労災認定基準専門検討会」意見書
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では、労働政策上の労働時間と位置付けてはどう
か」という趣旨の発言がありました。これに対して
厚生労働省の担当者は、即座に「労災保険におけ
る労働時間も労働基準法上の労働時間も同じで
ある」との見解を示されました。三柴委員は「判例
では異なることもあるのですが…」と述べましたが、
それ以上の議論にはなりませんでした。

法的解釈が問題なのではなくて、現実問題とし
て、労災保険給付調査において、労働時間をどの
ように事実認定するかは、きわめて重要な課題であ
ることは言うまでもありません。厚生労働省の立場
からは、労災保険法や労働基準法第8章災害補償
と、労働基準法第3章賃金ないしは同法第4章労
働時間等が別のものであるとは、言い難いのでしょ
う。しかしながら、司法警察権をも有する労働基準
監督官が、申告者の労働時間を特定して未払い
賃金の支払を監督、指導するような場合と、そうし
た権限を有しない労災給付調査官が、請求人の
事業場に調査への協力を依頼し、労働時間の客
観的記録が十分ではない請求人の労働時間を推
認せざるを得ない場合の事実認定が異なることも
あるのが現実です。

もちろん労災保険給付調査の過程で判明した
時間外労働時間について、労働基準監督官が賃
金未払いの可能性があるとして、法違反に係る監
督、指導することは可能です。しかしながら現在で
も、申告事案ならびに計画した監督をこなすだけ
で、労働基準監督官の業務は限界を超えており、
給付決定前にそうした監督指導がなされる事例は
多くありません。実際は労災支給決定後にそうした
監督指導を行い、賃金未払い等の是正勧告と支
払いや、給付基礎日額の変更に伴う追加支給が行
われています。一定の未払い残業時間が特定でき
た場合でも、労災認定基準に満たないと言うことで
不支給になった場合は、正式に法違反の申告しな
い限り（遺族の場合は不可能です）未払い賃金支
払い等の是正勧告がなされることは、ほとんどあり
ません。労災給付調査の過程で使用者と請求人
の時間外労働に関する主張が大きく異なる場合、
給付調査官が労働時間の特定にこだわり続けると
すれば、労災保険給付の決定に、今よりもさらに時

間を要することは間違いありません。
したがって、「実態はダブルスタンダードになって

いる。すぐに全社的に監督指導しろとか、残業代
未払いも含めて給付基礎日額を決定せよと、みな
さんは簡単に言うが無理だ。」と本音を語る監督
署職員もいます。むしろそれは良心的な方であり、
多くの労災給付調査官は、労働基準監督官です
ら特定できないと思われるような労働時間は一切
認めようとしないと言うのが現状です。例えば、17
時が終業時間の労働者が、その後の作業内容が
はっきりしない場合に、19時に上司にメールを送っ
たような労働者でも、実際にその仕事をしたこともな
い給付調査官がそのメール作成に10分程度要し
ただろうと推定して、たった10分だけ残業したことに
されてしまっています。労働時間把握が困難なホ
ワイトカラー、出張や出先での作業の多い労働者、
テレワークのような場合は、実態と大きくかけ離れた
事実認定になりがちです。

つまり現状では、労災給付調査の現場におい
て、あくまでも労働基準法違反を取り締まる、すなわ
ち「間違いなく確認された労働時間を前提に未払
い賃金等の是正勧告する」監督官の姿勢に類似
した、かなり抑制的な労働時間の認定がなされた
がために、誤った不支給決定が行われています。
それゆえに審査請求等で原処分が取り消された
り、行政訴訟初期段階で自庁取り消しされた事例
すらありました。これは、労災被災者の「迅速かつ
公正な保護」や「福祉の増進に寄与することを目的
とする」労災保険法（第1条）に明らかに反する事
態です。

以上のような現場の実態と裁判等での事例も踏
まえれば、三柴委員の問題提起を封殺するべきで
はありません。今回の専門検討会において、労働
基準監督官の判断基準に安易に引きずられること
なく、労災給付調査官が労働時間認定の判断を
行うように、精神障害の労災認定基準における労
働時間の事実認定の在り方について議論を深め
るべきです。そして、今後出されるであろう報告書、
労災認定基準ならびにそれを解説する留意通達
に適切に反映させることを強く求めます。
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1　検討会の開催経緯及び目的

労働基準法施行規則別表第1の2（以下「別表
第1の2」という。）及びこれに基づく告示は、業務上
疾病の範囲を明確にし、事業主の災害補償義務
の履行確保を図るとともに、業務上疾病の災害補
償に係る請求権の行使を容易にする重要な役割
を果たしているところであるが、労働環境の変化
に伴い新たな要因による疾病が生じうることを考慮
し、昭和53年に行われた現行規定への改正以降、
定期的に、労働基準法施行規則第35条専門検討
会（以下「本検討会」という。）において、別表第1の
2及びこれに基づく告示に掲げる業務上疾病の範
囲について医学的検討を行ってきたところである。

平成30年度の本検討会報告を受けて、令和元
年7月から「労働基準法施行規則第35条専門検
討会化学物質による疾病に関する分科会」（以下
「化学物質分科会」という。）において「労働基準
法施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が指
定する単体たる化学物質及び化合物（合金を含
む。）並びに厚生労働大臣が定める疾病を定める
件」（以下「大臣告示」という。）に掲げる化学物質
による疾病について検討が行われた結果、令和4
年3月に「労働基準法施行規則第35条専門検討
会化学物質による疾病に関する分科会検討結果
報告書」（別添1［省略］。以下「化学物質分科会
報告書」という。）が取りまとめられた。
また、平成30年度の本検討会以降、化成品等を

製造する化学工場において作業に従事した複数
の労働者が、業務により取り扱った3，3’-ジクロロ-4，
4'-ジアミノジフェニルメタン（以下「MOCA」という。）
にばく露したことにより、膀胱がんを発症したとする

労災請求がなされたことを契機として、業務上外の
判断に当たり、令和2年3月から、医学専門家をはじ
め、化学、労働衛生学の専門家から成る「芳香族
アミン取扱事業場で発生した膀胱がんの業務上
外に関する検討会」（以下「MOCA検討会」とい
う。）において、業務と膀胱がん発症との因果関係
が検討され、同年12月に「「芳香族アミン取扱事業
場で発生した膀胱がんの業務上外に関する検討
会」報告書」（別添2［省略］。以下「MOCA検討
会報告書」という。）が取りまとめられた。
さらに、業務による過重負荷を原因とする脳血

管疾患及び虚血性心疾患等（以下「脳・心臓疾
患」という。）については、「脳血管疾患及び虚血性
心疾患等（負傷に起因するものを除く。）の認定基
準」が平成13年に改正されてから約20年が経過
する中で、働き方の多様化や職場環境の変化が
生じていることから、令和2年6月から、医学専門家
をはじめ、疫学、予防医学、労働衛生学及び法律
学等の専門家から成る「脳・心臓疾患の労災認定
の基準に関する専門検討会」（以下「脳・心臓疾
患検討会」という。）において、認定基準の検討が
行われ、令和3年7月に「脳・心臓疾患の労災認定
の基準に関する専門検討会報告書」（別添3［省
略］。以下「脳・心臓疾患検討会報告書」という。）
が取りまとめられた。

このため、本検討会は、以上のような状況を踏ま
えて、別表第1の2及び大臣告示に掲げる業務上
疾病の範囲について、令和4年7月29日（第1回）及
び令和4年9月22日（第2回）に検討を行った。

2　例示列挙の考え方

本検討会においては、別表第1の2及び大臣告

労働基準法施行規則第35条
専門検討会報告書

2022年10月7日
労働基準法施行規則第35条専門検討会
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示に新たな疾病を追加すべきか否かを判断するに
際して、従来からの考え方を踏襲することとした。

すなわち、職業病として発生することが極めて少
ないもの等、以下のいずれかに該当するものを除
き、業務と疾病との間に因果関係が確立していると
認められる場合には原則として例示列挙するという
ものである。
ア	 過去において相当数の発症例が見られたが、
労働衛生管理の充実等により、今日発症例が極
めて少ないもの。

イ	 諸外国において発症例があるが、国内におい
ては、当該疾病の発生に係る化学物質等の製
造及び輸入の禁止等により使用される見込みが
ない又は研究機関等の特定の機関においての
み使用される等のため、当該疾病の発症例が極
めて少ないと認められるもの。

ウ	 ばく露から発症までの期間が短いもの以外で
あって因果関係が明らかとなっていないもの（ば
く露から発症までの期間が短いものについて
は、業務との因果関係を立証することが容易で
あることから、当該短期間で現れる影響のみ明
らかとなっているものは必ずしも例示列挙の必
要性はないと考えられる。）。

エ	 有害業務の集団及び疾病の集団として類型
化（有害因子と疾病の関係を一般化し得るも
の）が困難であり、法令上の列挙又は指定になじ
まないもの。

3　検討疾病

本検討会においては、今回、以下の疾病につい
て別表第1の2及び大臣告示に追加等すべきか否
か検討を行った。
（1）	化学物質分科会において検討された疾病（別

紙参照）

ア	 検討事項1
大臣告示に規定されている化学物質168物質の

うち、化学物質分科会において、当該化学物質に
係る新たな症状又は障害として大臣告示に規定
することが適当とされた3物質に係る症状又は障害

（別紙の番号（以下「別紙番号」という。）1～3）
イ	 検討事項2

令和2年3月時点において労働安全衛生法施行
令別表第9に掲げられた安全データシートの交付
義務のある化学物質673物質のうち、化学物質分
科会において大臣告示に追加することが適当であ
るとの結論を得た5物質に係る症状又は障害（別
紙番号4～8）
ウ	 検討事項3
理美容の業務において使用されている化学物

質のうち、化学物質分科会において大臣告示に追
加することが適当であるとの結論を得た2物質に係
る症状又は障害（別紙番号9及び10）
エ	 検討事項4
大臣告示に記載されているカルシウムシアナミド、

ニトログリコール及びニトログリセリンによる「血管運
動神経障害」の見直し（別紙番号11～13）
（2）	 MOCA検討会において、業務と疾病との因果

関係についての考え方が示された疾病

MOCAによる膀胱がん
（3）	 脳 ・心臓疾患検討会において改正することが

適切との結論を得た、脳・心臓疾患の認定基準

の対象疾病

重篤な心不全及び大動脈解離
（4）	 別表第1の2各号に規定する包括救済規定に

該当した疾病

平成29年度から令和2年度において、別表第1
の2各号に規定する包括救済規定に該当するとし
て認定された疾病

4　検討結果

（1）	化学物質分科会において検討された疾病

ア	 検討事項1
本検討会において、前記3の（1）のアに記載した

3物質に係る症状又は障害について、大臣告示に
追加すべきものがあるか否か検討を行ったところ、
別紙番号1～3の化学物質名欄に掲げる化学物質
にさらされる業務による、それぞれ症状・障害欄の
左欄に掲げる症状・障害を大臣告示に追加するこ
とが適当であるとした化学物質分科会報告書の
検討結果は、妥当であるとの結論を得た。
イ	 検討事項2
本検討会において、前記3の（1）のイに記載した
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5物質に係る症状又は障害について、大臣告示に
追加すべきものがあるか否か検討を行ったところ、
別紙番号4～7の化学物質名欄に掲げる化学物質
にさらされる業務による、それぞれ症状・障害欄の
左欄に掲げる症状・障害を大臣告示に追加するこ
とが適当であるとした化学物質分科会報告書の
検討結果は、妥当であるとの結論を得た。
また、検討結果のうち沃化メチル（別紙番号8）

については、大臣告示に当該物質が掲載されてお
り、かつ当該物質に係る症状又は障害に「意識障
害」が掲載されていることから、「意識障害」の表記
を「中枢神経系抑制」に改めることが適当であると
の結論を得た。

なお、化学物質名の表記については「沃化メチ
ル」とした。
ウ	 検討事項3
本検討会において、前記3の（1）のウに記載した

2物質に係る症状又は障害について、大臣告示に
追加すべきものがあるか否か検討を行ったところ、
別紙番号9及び10の化学物質名欄に掲げる化学
物質にさらされる

業務による、それぞれ症状・障害欄の左欄に掲
げる症状・障害を大臣告示に追加することが適当
であるとした化学物質分科会報告書の検討結果
は、妥当であるとの結論を得た。
エ	 検討事項4
本検討会において、前記3の（1）のエに記載した

3物質に係る症状又は障害のうち「血管運動神経
障害」について見直しに係る検討を行ったところ、
大臣告示から、別紙番号11～13の化学物質名欄
に掲げる化学物質にさらされる業務による「血管
運動神経障害」を削除し、カルシウムシアナミドには
「不整脈、血圧降下等の循環障害」を、ニトログリ
セリンには「狭心症様発作」を、それぞれ追加する
ことが適当であるとした化学物質分科会報告書の
検討結果は、妥当であるとの結論を得た。
（2）	 MOCA検討会において、業務と疾病との因果

関係についての考え方が示された疾病

本検討会において、MOCA検討会報告書につ
いて検討を行った結果、MOCAにばく露する業務
に一定年数以上従事した労働者に発症した膀胱

がんについては、その業務が有力な原因となって
発症した可能性が高いとの結論は、各分野の専門
家による十分な検討の結果得られたものであり、妥
当であるとの結論を得た。
また、当該報告書が取りまとめられたのち、

MOCAにばく露する業務に従事したことにより尿
管がんを発症したとして労災認定に至った事例が
あること等を踏まえると、本検討会としては、MOCA
による「尿路系腫瘍」を別表第1の2に追加するこ
とが適当であるとの結論を得た。
（3）	 脳 ・心臓疾患検討会において改正することが

適切との結論を得た、脳・心臓疾患の対象疾病

本検討会において、脳・心臓疾患検討会報告書
について検討を行った結果、別表第1の2に掲げる
脳・心臓疾患の対象疾病として「重篤な心不全」
を追加すること及び解離性大動脈瘤について「大
動脈解離」に表記を改めることについては、各分
野の専門家による十分な検討の結果得られたもの
であり、妥当であるとの結論を得た。
（4）	 別表第1の2各号に規定する包括救済規定に

該当した疾病

平成29年度から令和2年度において、別表第1
の2各号に規定する包括救済規定に該当するとし
て認定された疾病については、災害発生状況等を
前記2の例示列挙の考え方に照らすと、現時点に
おいて、別表第1の2及び大臣告示に追加する必
要はないと考えられるとの結論を得た。

5　まとめ

以上の検討結果のとおり、本検討会としては、
ア	 別紙番号1～7、9及び10の化学物質名欄に
掲げる化学物質にさらされる業務による、それぞ
れ症状・障害欄の左欄に掲げる症状又は障害
を大臣告示に追加すること（ただし、別紙番号1
～3については、症状又は障害の追加に限る）、

	 	 また、別紙番号8及び11～13の化学物質名欄
に掲げる化学物質について、それぞれ症状・障
害欄の右欄に掲げる症状又は障害を大臣告示
から削除し、別紙番号8、11及び13については、
それぞれ症状・障害欄の左欄に掲げる症状又
は障害を大臣告示に追加すること、

労働基準法施行規則第35条専門検討会報告書
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イ	 MOCAによる尿路系腫瘍を別表第1の2に追
加すること、

ウ	 脳・心臓疾患の対象疾病として「重篤な心不
全」を別表第1の2に追加すること及び別表第1
の2の「解離性大動脈瘤」について「大動脈解
離」に表記を改めること、

について適当であるとの結論を得たので、行政当
局においては、速やかに所用の措置を講ずることを
望むものである。

6　終わりに

製造業をはじめとした各事業場では、常に新た
な化学物質が使用される可能性があることを踏ま
え、行政当局においては引き続き情報収集に努め、
必要に応じ化学物質による疾病に関する分科会を
開催し検討を行うことを望むものである。

労働基準法施行規則第35条専門検討会

参集者名簿（五十音順、敬称略）

	 氏	 名	 役職等
（座長）相	澤	好	治	 公益社団法人全国労働衛

生団体連合会会長	北里大
学名誉教授

	 稲	瀨	直	彦	 平塚共済病院院長
	 上	野	 晋	 産業医科大学産業生態科

学研究所所長	職業性中毒
学研究室教授

	 圓	藤	吟	史	 中央労働災害防止協会大
阪労働衛生総合センター所
長	大阪市立大学名誉教授

	 大	前	和	幸	 慶應義塾大学名誉教授
	 中冨	 浩文	 杏林大学医学部脳神経外

科学教室教授
	 中	村	 純	 医療法人社団新光会不知

火クリニック院長	産業医科
大学名誉教授

	 並	木	淳	郎	 関東労災病院副院長	循環
器内科部長

	 西	村	重	敬	 埼玉医科大学名誉教授
	 野見山	哲生	 信州大学医学部衛生学公

衆衛生学教室教授

	 別	府	諸	兄	 公益財団法人日本股関節
研究振興財団理事長	聖マ
リアンナ医科大学名誉教授

	 三	上	容	司	 横浜労災病院病院長	運動
器センター長

	 柳	澤	裕	之	 東京慈恵会医科大学学長
補佐

	 由	佐	俊	和	 千葉労災病院健康診断部
医師

別紙：化学物質分科会において大臣告示へ追加

又は削除することが適当との結論が得られた疾病

※https://www.mhlw.go.jp/stf/
newpage_28397.html

番号 化学物質名

症状・障害

大臣告示に
追加する症
状・障害

大臣告
示から削
除する症
状・障害

1 弗化水素酸
（弗化水素を含む）

低カルシウム
血症、組織壊
死

2 砒化水素 腎障害
3 トリクロルエチレン 皮膚障害
4 二酸化塩素 気道障害

5 2,2-ジクロロ-1,1,1-ト
リフルオロエタン 肝障害

6 臭化水素 気道障害

7 水酸化カルシウム 皮膚障害、前
眼部障害

8 沃化メチル 中枢神経系抑
制 意識障害

9 パラトルエンジアミ
ン 皮膚障害

10 チオグリコール酸ア
ンモニウム 皮膚障害

11 カルシウムシアナミ
ド

不整脈、血圧
降下等の循環
障害

血管運動
神経障害

12 ニトログリコール 血管運動
神経障害

13 ニトログリセリン 狭心症様発作 血管運動
神経障害
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は、6種類すべてのアスベスト繊維を禁止し、EUの
アスベスト禁止は2005年に施行された。禁止は、
EUで生産される商品とEUに輸入される商品の双
方に適用される。
がんの撲滅はEUの優先課題である。［欧州］委

員会は、欧州がん撲滅計画及び汚染ゼロ行動計
画の一環として、アスベストなどの発がん物質への
曝露を低減させることを約束している。アスベスト
はいまなお個人住宅を含む多くの建物に見出され
ることから、この遺産に取り組むためには、いくつか
の政策分野にまたがる、包括的かつ統合的なアプ
ローチが必要とされる。アスベスト曝露のリスクを
管理するためにさらなる行動をとることは、人 を々疾
病から守り、福利を促進し、欧州保健連合を強化
するのに寄与するものである。

EUは、建物の改修 ［リノベーション］ 率を高める

という野心を含んだ欧州グリーンディールを展開し

ていることから、アスベストへの曝露から人々をさら

に守ることはとりわけ重要である。建物は、エネル
ギー関連の温室ガス排出の36％の原因となってい
る。既存の建物の85％以上が2050年になお残っ

アスベストのない未来に向けた取り組み：
アスベストと健康リスクに対処する欧州のアプローチ

European	Commission,	COM(2022)	488	final,	2022.9.28

欧州議会、理事会、欧州経済社会委員会及び
地域委員会に対する［欧州］委員会からの通知

1.　はじめに

アスベストは非常に危険な発がん物質である。
アスベストへの環境・職業曝露は、欧州における高
いがんの負荷に寄与していることが知られており、
多数の回避可能な死亡を引き起こしている。EUで
職業がんとして認定されるがんの78％、また職業肺
がんの88％がアスベストに関連している。2019年に

EU27か国でアスベストによる職業曝露によって7万

人以上の命が奪われている。これは主に過去の労
働に関連した曝露によるものであるが、アスベストに
曝露することの重大な結果を確認するものである。
過去40年以上にわたってEUはアスベストの使用

を制限し、その後すべてのアスベストの使用を禁止

する措置を講じてきた。とりわけ、1983年から1985
年にかけて、6種類のアスベスト繊維の使用を制限
した。1991年にEUは、それらのうち5種類の上市
と使用、及び建設分野で広く使われる製品へのク
リソタイル・アスベストの使用を禁止した。1999年に

アスベスト禁止をめぐる世界の動き
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ているものと推計されていることから、欧州グリーン
ディールの諸目標を達成するためには、エネルギー
効率の高いリノベーションが不可欠になるだろう。
このような背景から、リノベーション・ウェーブ［改修
の波］戦略では、2030年までにエネルギー［効率向
上］改修の年率を2倍にすることを目標にしている。
エネルギー消費を削減するための専門的改修は、
居住者の健康・生活条件を向上させ、大気の質を
改善し、エネルギー貧困を緩和し、社会的包摂を
促進することができる。また、物件の長期的な価値
を高め、雇用を創出し、地域のサプライチェーンに
根ざした投資につながる可能性もある。しかし、エ
ネルギー効率の悪い建物の多くがアスベストを使
用して建設されていることから、改修作業中に建物
に存在するアスベストが飛散する可能性があるた
めに、建物の改修率を加速させることが、アスベスト
関連リスクにさらされる人々の数を著しく増加させ
る可能性もある。現在410～730万人いる曝露労
働者の数は、今後10年間に年4％増加すると予測
されている。

2021年10月に欧州議会は、すべてのアスベスト

の除去のための欧州戦略を求める決議を採択し

た。そのなかで議会は、とりわけエネルギー転換と
の関連で、アスベストへの曝露に関連する健康リス
クから労働者と市民を守るためのさらなるEUの取
り組みを要求した。欧州経済社会委員会も、エネ
ルギー改修が有害物質除去との相乗効果を生み
出すことを強調して、すべてのアスベストの除去を
要求した。欧州の将来に関する会議の枠組みに
おける市民の提言も、公正な労働条件、とりわけ労
働におけるアスベスト指令の改正と、健康に対する
全体的なアプローチの重要性を強調している。
アスベストに対する欧州のアプローチは、とくに

欧州グリーンディールと欧州がん撲滅計画の実施

において、人の健康と環境を保護するために必要

である。この目標を達成するために、本通知は、包
括的な公衆衛生目標に裏打ちされたライフサイク
ル・アプローチを提示する。それは、労働者の保護
を最大限に高め、アスベスト関連疾患の適切なフォ
ローアップを確保すると同時に、建物内に存在す
るアスベストを確認し、その情報を登録するために

必要な行動、関連する安全な除去または処理及び
アスベスト廃棄物の処理を確保するために必要な
行動に及んでいる。本通知は、EUを、アスベストに
よって引き起こされるリスクとの闘いにおける国際
的リーダーとして位置づけている。また、国、地域及
び地方レベルでアスベストの安全な除去のために、
既に存在するまたは計画されているプログラムに基
づき、EUの資金が利用可能であることも強調して
いる。さらに、とられる行動は、持続可能な開発目標

（SDGs）の達成にも貢献するだろう。

2.　被災者の支援：アスベスト関連疾患の診断と
治療の改善

アスベストに関する強力かつ野心的な政策は、

人間の健康と福利に大きな利益をもたらすだろう。
アスベストへの曝露は中皮腫、石綿肺や肺がんな
どの疾病を引き起こす可能性がある。アスベストに
よるがんは重篤で、生存率も低い。中皮腫は治療
法がなく、患者の平均余命は4～18か月である。ア
スベスト曝露は全中皮腫事例の92％の原因であ
る。男性で2番目、女性で3番目に多く診断されるが
んである肺がんは、他の一般的ながんと比較して
診断後の生存率が相対的に低い。
アスベスト関連疾患は潜伏期間が長い。病気の

最初の兆候が現われるまでに、曝露の瞬間から平
均30年かかる可能性があることから、2005年の禁
止より前に生じた曝露によるアスベスト関連死亡・
疾患が、2020年代後半から2030年代まで起きると
予測されている。
がんの予防には、スクリーニングと早期診断が

基本である。欧州がん撲滅計画の一環として委員
会は、加盟国が早期診断へとアクセスを改善する
のを助けるために、EUが支援する新たながんスク
リーニング制度を提示することを約束している。こ
の新たな制度の重要な要素にひとつは、がんスク
リーニングに関する2003年の理事会勧告を更新
する委員会の提案であり、これには集団スクリーニ
ングを肺がんにも拡大することが含まれている。さ
らに、この制度は、欧州がん画像診断イニシアティ
ブによって支援されるだろう。がん関連の画像と
データの「アトラス」、高性能コンピューティングや人
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工知能などの新しいツールを基盤として、このイニ
シアティブは新たなスクリーニング方法やアルゴリズ
ム開発のためのエコシステムを提供するだろう。ス
クリーニングと早期診断への投資は、迅速な診断
と治療が、がんを含むアスベスト関連疾患の影響
を緩和するであろうことから、アスベスト曝露の被
害者を大きく支援することができる。さらに、がん計
画に基づくいくつかの重要な行動は、アスベスト曝
露によって引き起こされるものなど予後不良な複雑
ながんを含むがん患者の診断、治療及びケアの最
適化に焦点をあてている。例えば、すべての加盟
国の認定された国立総合がんセンターを結ぶEU
ネットワークの設立は質の高い診断と治療へのアク
セスを改善し、「すべての人のためのがん診断・治
療」イニシアティブは革新的ながん治療へのアクセ
スを改善し、また、腫瘍学、外科、放射線学、看護学
に焦点をあてた「専門間訓練プログラム」はがんケ
ア要員のスキルを向上させるだろう。

アスベストへの曝露のリスクは、職業環境におい

てもっとも高い。2016年にEU27か国で推定66,808
人の死亡が、過去のアスベストへの職業曝露に起
因するものだった。これは2019年には71,750人に
増加している。これらの労働者が関連する補償
制度にアクセスできるようにするためには、アスベス
ト関連疾患の業務起因性が認識される必要があ
る。条約が委員会にこの分野で法的拘束力のあ
る文書を提案することを認めていないために、EU
レベルで職業病の認定を促進するための主要な
根拠は、［欧州職業病リストに関する］委員会勧告
2003/670/EC28である。この勧告は現在、アスベ
ストへの職業曝露によって引き起こされるがんその
他の疾病を対象としている。委員会は、最新の科
学的知見に照らしてそれを更新する必要性に関し
て、労働安全衛生三者構成助言委員会（ACSH）
と協議する予定である。

委員会は

・	欧州がん画像診断イニシアティブを開始する予

定である（2022年）。

・	追加のアスベスト関連疾患を含めることによって

欧州職業病リストに関する委員会勧告を更新す

る必要性に関して労働安全衛生三者構成助言

委員会（ACSH）と協議する予定である。

3.　アスベスト曝露からの労働者の保護

アスベストへの曝露のリスクは、主に改修や解体

などの建設作業中のアスベスト取り扱いと繊維の

飛散に関連している。410～730万人の労働者がア
スベストに曝露していると推計されている。これらの
98％は屋根工、配管工、大工や床張り工などの関
連職業を含めた建設部門、2％は廃棄物管理業の
労働者である。職業がんはEU30か国における労
働関連死亡の第一の原因であり、加盟諸国で認定
される職業がんの78％がアスベスト関連である。そ
のため、アスベストへの労働関連曝露に対処するこ
とは、2021～2027年労働安全衛生に関するEU戦
略枠組みのもとで優先課題のひとつとなっている。

アスベストについての職業曝露限界の引き下げ

EUのアスベストへの曝露特有のリスクからの労

働者の法的保護は1983年にさかのぼる。それ以
来、何度か更新されてきた。もっとも新しい法令は
労働におけるアスベスト指令2009/148/ECであり、
保護、計画及び訓練に関して使用者に厳格な義
務を課している。また、アスベストは発がん因子で
あることから、労働における発がん物質、変異原性
物質または生殖毒性物質への曝露に関連したリス
クからの労働者の保護に関する指令2004/37/EC
も、労働者の健康と安全にとってより好ましい場合
には適用される。

全体として、労働におけるアスベスト指令は、依

然として目的に適っている。しかし、最新の科学的
知見は、現行の職業曝露限界（OEL）の引き下げ
を支持している。4つの加盟国（デンマーク、フラン
ス、ドイツ及びオランダ）は、現行のEU規模のOEL
を下回る拘束力のあるOELを実施している。ドイツ
は、拘束力のあるOELに加えて、許容濃度に相当
する限界値も設定している。曝露を許容レベル以
下に抑えるために、実際に諸措置が検討されること
を要求する義務的なガイドラインがある。残りのEU
諸国は、現行のEU規模のOELを使用している。
委員会は本日、 アスベストについての現行の

OELを、現行の値より10倍低い、立法センチメートル

アスベスト禁止をめぐる世界の動き



安全センター情報2022年12月号  41

当たり0.1繊維 （f/cm3） から0.01f/cm3へと大幅に引

き下げる立法提案を採用しようとしている。アスベス
トについてのOELを改正することは、EU全体にお
ける限界値の大きな調和化につながるだろう。これ
により、建設業に従事する非常に多くの労働者を含
む労働条件の改善と、加盟国にとってより公平な医
療費の配分につながることが期待される。

アスベストへの曝露から労働者を保護するため
には、大気中の繊維の濃度を測定するもっとも科学
的な最新の方法を用いることが重要である。これに
より、リスクの正確な評価が可能となり、結果的に労
働者のよりよい保護につながる。現在もっとも用いら
れている方法は、1997年に世界保健機関が推奨し

た位相差顕微鏡であるが、他の効果的な方法も利
用可能である。科学的証拠は、電子顕微鏡に基づ
く方法が、繊維をより正確に計測することができ、よ
りよい保護措置につながる可能性があることを示
唆している。委員会はそれゆえ、労働におけるアス
ベスト指令を改正する提案のなかで、この測定方
法の活用を取り上げた。

労働におけるアスベスト指令の実施を
支援するガイドライン

今後数年間に相当な数の改修や解体が見込ま

れることは、労働者を完全に保護するために、労働

におけるアスベスト指令が適切に実施されなけれ

ばならないことを意味している。加盟国、使用者（と
くにアスベストに関わる作業を行う全企業の99％を
占める中小企業（SMEs））及び労働者は、遵守を
確保するための追加的支援から利益を受けること
ができる。このため、委員会は、採択された場合、
改正された労働におけるアスベスト指令の実施を
支援するためのガイドラインを策定する予定であ
る。ガイドラインは、（訓練や個人保護具の使用な
ど）現在実施されている指令の諸規定に関する詳
しい情報だけでなく、意義の明確化や助言も提供
するだろう。建設、改修及び解体作業の一部として
アスベストを取り扱う労働者に対して、適切な訓練
を促進することはきわめて重要である。ガイドライン
は、加盟国及び使用者、とりわけSMEsが、最高レ
ベルの保護を実現するために、労働者が必要な予

防措置について知っていることを確保するのを援
助することができる。ガイドラインはまた、追加的な
説明が有用と思われる場合に、（アスベスト除去業
者の認証など）加盟国の権限に属する一部の規
定を対象にすることもできる。これにより、すべての
関係者が、アスベスト曝露からの労働者の最高レ
ベルの保護を確保しながら、見込まれる数の改修
の実施に関わることができるだろう。

注意喚起

欧州がん撲滅計画の一環として、欧州労働安全

衛生機関（EU-OSHA）は、欧州におけるがんリスク

要因に関する労働者曝露調査を準備している。そ
れは、もっとも一般的な曝露状況、及び、アスベスト
を含む様 な々がんリスク要因に曝露する労働者の
数と特徴を調べる予定である。これにより、より的を
絞った注意喚起キャンペーンと予防対策が可能に
なり、また、証拠に基づいた政策決定に貢献するだ
ろう。アスベスト除去の影響を受ける企業、労働者、
民間・公共建物所有者の数が増えることを考えれ
ば、これはとくに重要だろう。同じ理由から、委員会
は上級労働監督官委員会（SLIC）と協力して、最
新の注意喚起キャンペーンを開始する予定である。
委員会は、

・	現行の職業曝露限界値の引き下げと関連規定

の明確化のために労働におけるアスベスト指令

の改正を提案（本通知に添付）するとともに、欧

州議会と理事会に対して迅速な採択を求める。

・	その改正を踏まえて、労働におけるアスベスト指

令の実施において加盟国、使用者及び労働者を

支援するための最新のガイドラインを策定する

予定である。

4.　建物内に存在するアスベストへの対処

EUで禁止される前、アスベストは、主に建設分野

で、広く使用された。アスベストの70～80％はセメン
ト製品に使用され、残りは主に床材、紡織品、カード
ボード、または断熱ボードなど、他の建設製品に使
用された。1970年には、現在EUを構成する諸国で
92万トン以上の原料アスベストが消費され、1980年
に120万トンのピークに達した後、2004年には4万ト
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ン未満にまで減少した。2億2千万以上の建物（全
建物の85％）が2001年より前に建てられたことを考
えれば、今日の建物ストックのかなりの部分がアスベ
ストを含んでいるものと思われる。

アスベストのピーク消費量の時期は加盟国に

よって異なる（図1参照）。すべての加盟国が、1970
年から1990年の間にアスベスト消費の高いシェアを
記録している。しかし、キプロス、ベルギー、デンマー
ク、ルクセンブルグ、オランダ、スウェーデンでは、アス
ベストの大部分は1970年代以前に消費され、クロア
チア、アイルランド、ポルトガル、ルーマニア、スロベニ
ア、スロバキアでは、1990年代または2000年代初め
に高いレベルのアスベスト消費を記録している。

アスベストの遺産問題の大きさは地域によって

異なる。居住用建物の平均築年数とアスベストの
平均推定量（kg/戸）に基づいて、下図は、含有ア
スベストがともに低いレベル（少量のアスベスト、より
新しい建物）からともに高いレベル（多量のアスベス
ト、より古い建物）まで、EU地域のアスベスト脆弱性
を示している。EU中部地域は古い建物が多く、ア
スベストの量が多い一方で、一般的にEU東部や
北東部では、比較的最近の建物に多量のアスベス
トがみいだされている。この結果は、改修前のアス
ベスト・スクリーニングが優先課題とされるべき加盟
国・地域を示している可能性がある。

建物内のアスベストに関するより多くの情報と透明性

アスベストが人間の健康に及ぼす主な脅威は、

アスベスト含有物質が攪乱された場合に、繊維が
飛散し、その後吸入されるかもしれないことから、発
生する。一部のアスベスト製品の経年劣化も、結果
的に大気中への繊維の飛散につながるかもしれな
い。アスベストは主に建材に見出され、それらの材
料は改修作業中に大きな変化の対象になることか
ら、保護措置を策定する場合には建設業に特別な
注意が必要である。繊維が飛散する可能性は、ア
スベストの種類や見出される場所によって異なる。
例えば、飛散性アスベストは、非飛散性アスベストに
比べて繊維が飛散しやすいことから、とりわけ危険
である。対照的に、アスベストが堅固に埋め込まれ
た材料は容易には攪乱されず、そのまま残されても
引き起こすリスクは相対的に低い。

建物ストックからのアスベスト除去に対処する

うえでの主要な課題は、建物にアスベストが含ま

れているかどうかに関する知識の不足である。今
後数年間に予定されている改修と、気候ニュート
ラルに到達するという欧州の建物ストックを改修す
る長期的目標は、アスベストを含む可能性があり、
改修が健康への脅威を引き起こす可能性がある
場合の、建物の包括的評価の問題を強く支持す
るものである。アスベスト含有物質の確認が遅れ
ることは改修を遅らせるかもしれず、改修作業中に
予期せずにそれらを発見することは、予想外のア
スベスト繊維の飛散、労働者、居住者や近隣住民

図1　EU27か国における建物の主な建設時期におけるアスベスト消費と推計シェア

アスベスト禁止をめぐる世界の動き
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にとって潜在的に重大なリスクにつながる可能性
がある。作業開始前にアスベストへの曝露のリス
クを評価することは、労働におけるアスベスト指令
2009/148/EC47に基づき、すでに義務的である。
しかし、アスベストのスクリーニング、登録及び除去
戦略は、加盟国によって大きく異なっていることか
ら、EUと建物ストックに含まれるアスベストをより容
易に確認し、その後除去するための共通のEU枠
組みをもつことが有用だろう。
委員会は、補完性と比例性の原則及び加盟国

の権限を尊重しつつ、建物内のアスベストの義務

的なスクリーニングと登録に関する立法提案を提

示する予定である。改修作業実施前にアスベスト
の存在を評価する既存の義務に加えて、立法提案
は、（例えば販売または賃借前など）経済取引がな
される場合及び/または建物のライフサイクルにお
ける他の重要な時点における、建物内のアスベスト
の存在をスクリーニング及び登録する義務を検討
するだろう。また、加盟国は、自国の建築基準法を
反映し、国の状況やアスベスト使用に関する歴史
的情報を考慮して、アスベスト除去のための国の
戦略を策定することを求められるだろう。
立法提案の準備において委員会はまた、建物内

のアスベストの存在に関連したデータの収集・普及

に関する最低要求事項の導入も検討する予定であ

る。曝露のリスクを最小化し、アスベストの除去を促
進するために、建物のライフサイクル全体にわたっ
てアスベストの存在に関する透明性のある情報を
もつことが重要である。デジタルフォーマットでの登
録は、次のセクションで述べるように、この情報への
アクセスをより容易にするだろう。

この提案は、専門家や関係者との幅広い協議を
通じて作成されるだろう。また、利用可能な最善の
科学的証拠に基づき、条約に規定された法的根拠
を尊重して、利用可能な最善の政策オプションを確
認するために、影響評価調査を活用するだろう。

提案はまた、リノベーション・ウェーブ行動計画の
実施との関連を含め、加盟国におけるアスベスト・リ
スク管理におけるベストプラクティスの評価及び確

認を踏まえて構築されるだろう。
・	例えば、フランスは、建物において一定の作業を

実施する前のアスベストの確認を義務づけること
を法制化している（2017年5月と2019年7月の命
令）。曝露のリスクをもたらす可能性のある建物
の作業では、作業を命令する者または団体（例
えば建物の所有者または契約当局）は、作業を
開始する前にアスベストの事前確認を実施しな
ければならならない。これは、作業によって影響
を受ける可能性のあるアスベストを含有する物
質及び製品を調査、特定及び所在確認すること
を意味している。

・	ポーランドも、アスベストの安全な除去のための
国家プログラム（2009～2032年）をもっており、ま
た、2013年からアスベスト・データベースも運用し
ている。この国家プログラムは、アスベスト除去の
法令上の諸措置、情報及び訓練、また空間情報
システム経由の監視で構成されている。

・	ベルギーでは、フラマン政府が、遅くとも2040年ま
でに建物とインフラをアスベストフリーにすることを
めざしている。これを実現するために、アスベスト
除去をソーラーパネル設置の前提条件にするな
どの措置を講じ、また、2022年に販売用建物にア
スベスト証明書を導入することを計画している。

リノベーション・ウェーブとエネルギー効率

図2　居住用建物の平均築年数（年）とアスベストの
平均量（kg/戸）を示す二変量マップ
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リノベーション・ウェーブ戦略は、持続可能かつ安

全な建物の基準を維持することの重要性を強調し

ている。それゆえ、有害な物質、とりわけアスベスト
を除去し、それらから保護するための行動をとるこ
とが重要である。リノベーション・ウェーブの実施行
動計画には、EUの法令枠組み、とくに建物のエネ
ルギー性能指令2010/31/EUを強化する規制措
置が含まれている。2021年12月に委員会は、健康
的な屋内環境の重要性を強調した、この指令の改
正を提案した。この提案には、大規模改修を実施
する建物内の、アスベストを含む、有害物質の除去
に加盟国が対処するための規定が含まれている。

良好な屋内空気の質を確保することは、とりわけ

建物の保温を改善することによってエネルギー損

失を減らすという観点から、さらに重要になってくる

だろう。EUの政策は、良好な空気の質に寄与す
るいくつかの要素（周囲の大気から暖房・冷房・換
気システム、建材・消費者製品、及び喫煙や類似
の居住者の行動まで）に対処してきたが、これらの
要素に対処する主な規制手段－建設基準法－は
加盟国とその地域の権限である。それゆえ、EUに
は、室内空気の質に対する包括的で統合的なアプ
ローチがない。にもかかわらず、汚染ゼロ行動計画
で発表したように、委員会は、2023年までに、空気
の質の主要な要因とアスベストを含む主要な汚染
源に焦点をあてて、室内空気の質を改善するため
の経路と政策オプションを評価する予定である。

デジタル建物台帳

デジタル技術は、スクリーニングで収集したアス

ベスト関連データの登録と共有を促進することが

できる。デジタル建物台帳は、すべての建物に関
連するデータを保持し、設計・建設から改修・解体
まで、建物の生涯にわたって収集されるあらゆる種
類の情報の共有・活用を可能にすることができる。
委員会は、EUデジタル建物台帳のためのモデ

ルについての規制的アプローチを提案する予定で

ある。これは、様 な々加盟国における既存の義務
的及び自主的なイニシアティブと、EUレベルで開発
されつつある建物ののためのデジタルツール・認証
（例えばエネルギー性能認証）に基づいて構築す

るだろう。台帳には、建物の持続可能性と性能を
追跡する「（諸）レベル」中核指標に関連するあら
ゆる利用可能な情報も保存することができる。モデ
ルについてのこの提案には、データ収集、データ管
理や相互運用性についての標準化されたアプロー
チが含まれるだろう。これには、スクリーニング義務
の結果として生じるデータについても、その実施枠
組みが含まれるだろう。建物内のアスベストの存
在に関する情報は、台帳を通じて利用可能になり、

（例えば建物の設計図など）台帳内の他のデータ
セットとリンクされるべきである。

委員会は、

・	建物内のアスベストのスクリーニング及び登録

に関する立法提案を提示するとともに、加盟国に

対してアスベスト除去のための国家戦略の策定

を求める予定である（2023年）。

・	デジタル建物台帳のEUモデルについての規制

アプローチを提案する予定である（2023年）。

・	デジタル建物台帳を導入するか、または自国の

既存の制度を拡張してEUモデルに沿ったものに

することを希望する加盟国を支援するだろう。

・	空気の質の主要な要因及び、アスベストを含む、

主要な汚染源に焦点をあてて、室内空気の質を

改善するための経路及び政策オプションを評価

するとともに、人々の注意を大幅に喚起し、リスク

を低減させるための方法を追求する予定である

（2023年）。

委員会は加盟国に以下を奨励する。

・	建物関連情報と既存の登録のデジタル化を加速

し、建物の特性に関するデータの収集、保存、比

較可能性及び交換可能性を向上させる。

・	EUガイドラインに従って、デジタル建物台帳を導入

するか、または既存のイニシアティブを改善する。

5.　アスベスト廃棄物の安全な廃棄－汚染ゼロ

EUではアスベストの使用が禁止されて久しいも

のの、解体やアスベストの除去に伴う製品を管理・

処分するために行動をとることがいまなお必要で

ある。建設・解体廃棄物は、EUで発生する全廃棄
物の3分の1以上を占めている。主に建物の一部と
しての、アスベスト含有物質の量は、数千トンにの

アスベスト禁止をめぐる世界の動き
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ぼり、1億トンを超える可能性もある。リノベーション・
ウェーブ戦略は、2030年までに建物の改修の年率
を少なくとも2倍にすることを目標にしている。このこ
とは、アスベストのライフサイクル全体に対処するこ
との重要性を強調している。

EUの廃棄物法令は、アスベスト廃棄物が発生した

場合のその環境に配慮した管理について包括的に

規制している。アスベスト廃棄物は有害廃棄物に分
類されることから、そのような廃棄物の発生、輸送及
び管理に対して、特別の厳格な諸規定がすでに適
用されている。これには、廃棄物が環境を保護する
方法で管理されていることを確認するための報告
及び追跡可能性義務も含まれている。委員会は、
関係者がこれらの義務に従うことを支援するため
に2つのガイドライン－EU解体廃棄物管理プロトコル
（2016年）と建物の解体・改修作業前の廃棄物監
査のためのガイドライン（2018年）－を発行している。
大量のアスベスト含有廃棄物の環境に配慮した

管理の追求において、埋め立てがこの廃棄物の安

全な処分の主要なアプローチとして残っている。そ
の他の処分方法は、関わる廃棄物が大量であるこ
と、代替処理を提供する施設が不足していること、
費用が高いことやエネルギー強度が高いことから、
限られている。埋め立てはアスベスト繊維を破壊し
ないものの、安定化させて封じ込めるため、代替処
分方法が広く普及して安価になるまでの間、アスベ
スト廃棄物処理の安全な方法となる。EUの廃棄
物法令は、埋立地でのアスベストの安全な処分に
ついて厳格な要求事項を設定している。

アスベスト廃棄物を環境に配慮したやり方で処

分する代替方法を探求することは優先課題である。
廃棄物ヒエラルキーは廃棄物回収を処分よりも優
先している。委員会は2022年末までに、アスベスト
廃棄物処分技術及び慣行を確認する調査を開始
するとともに、それら及びそれらの環境影響の比較
分析を実施する予定である。これには、アスベスト
廃棄物処分におけるギャップと将来の展望の分析
も含まれる。調査の結果は、アスベスト含有廃棄物、
とりわけ解体廃棄物の環境に配慮した管理を改
善するために、EUの廃棄物法令に何らかの変更
が必要であるかどうかを評価するために活用され

る予定である。
委員会は、

・	改修作業とアスベストに特に焦点をあてて、EU解

体廃棄物管理プロトコル及び建物の解体・改修

作業前の廃棄物監査のためのガイドラインの改

正に着手する予定である（2023年）。

・	アスベスト廃棄物管理の慣行及び新しい処分技

術を確認する調査を開始し、その結果をEU廃棄

物法令を変更する必要があるか評価するために

活用する予定である。

6.　資金供給

EUは、復興・再興基金（RRF）を通じて相当額の

資金を提供しており、それは改修との関連でアスベ

ストの除去のための国の諸措置を支援するために

活用することができる。復興・再興基金は、欧州経
済・社会をより持続可能で回復力のあるものにし、
グリーン・デジタル移行の課題と機会への備えを向
上させるための加盟国における投資と改革を支
援するために、7,238億ユーロ（現在の価格）を融資

（3,858億ユーロ）及び助成金（3,380億ユーロ）で
利用可能にしている。RRFの7つのフラッグシップ・
イニシアティブのひとつがリノベーション・フラッグシッ
プ・イニシアティブであり、それは中規模及び大規模
なリノベーションが行われる数百万平方メートルの
居住用及び公共建物を対象としている。加盟国は
RRFを利用して、国家復興・強靭化計画で計画さ
れたエネルギー効率改修作業の一環として、建物
からのアスベスト含有物質の除去に資金調達する
ことができる。加盟国はまた、とりわけピラー6（次世
代のための政策）及びフラッグシップ7（技能再教育
と技能向上）のもとで、（例えば建設部門または廃
棄物管理部門など）アスベストを扱う労働者の技
能習得を促進し、新たな市場ニーズに合わせて労
働者の技能を更新するためにRRF資金を利用す
ることができる。

加えて、欧州構造・投資基金は、改修に関連した

様々な措置を支援することができる。欧州社会基
金プラス（ESF＋）の主要な目的のひとつは、すべて
の人の技能向上・技能再教育・生涯学習、及び労
働者・企業・起業家の変化への適応を促進するた
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めの加盟国の財務政策と構造改革を支援するこ
とである。これには、改修作業など、グリーン・トラン
ジションのもとでとられた措置によってもたらされる
変化も含まれる。2014～2020年の計画期間におい
て、ポーランド、イタリア、その他諸国で、大規模なア
スベスト除去工事が欧州地域開発基金（ERDF）
との共同出資で実施された。いくつかの加盟国
は、2021～2027年の期間に、同様のプロジェクトを
それらの計画に含めることに関心を示している。委
員会はまた、加盟国の要請に応じて利用できる、
REGIO	Peer2Peer＋イニシアティブを通じて、管理
能力の構築、及び凝集政策プログラムを管理する
国家当局間の専門技能・知識の交換のための支
援を提供することもできる。

エネルギー改修及びエネルギー効率を支援する
ために利用可能なEUの幅広い資金提供プログラ
ムを考えれば、加盟国は、これらの資金をアスベスト
の確認・除去を対象とするためにも、最大限に活用
する方法を確認できるようにする必要がある。

また、国の復興・再興計画は、予防に焦点をあ

て、またがん患者を含む診断と治療の質を高める、

医療改革と投資に大きな改善をもたらすこともでき

る。とりわけ診断・治療のための医療機器、特別の
腫瘍学的ケアの開発、及びがん予防インフラの構
築のための投資は、がんの予防とケアシステム全体
の回復力を高めることができる。最後に、欧州がん
撲滅計画は、EU4保健計画、ホリゾン・ヨーロッパや
デジタル・ヨーロッパ計画によるものを含め、がんに
対処するために割り当てられる合計40億ユーロの
様 な々委員会の資金調達手段全体を利用して実
施及び支援される予定である。
委員会は加盟国に以下を奨励する

・	アスベストのスクリーニングと除去に焦点をあて

たイニシアティブをカバーするために、EUの計画・

基金のもとでのあらゆる具体的機会を最大限に

活用する。

・	国のアスベスト除去に関する戦略を、あらゆる国

の計画・政策、とりわけ国の復興・再興計画に統

合する。

・	地域・地方レベルでEU資金供給の機会に関する

情報を流布する。

7.　アスベストに対する闘いにおける国際的リー
ダーとしてのEU

EUは、すべての種類のアスベストの使用を終わら

せるために、世界的に主導的な役割を果たし続けな

ければならない。EU以外のいくつかの諸国がアス
ベスト含有製品を生産及び使用し続けており、2016
年の世界の生産量は約120万トンに達している。ロッ
テルダム条約のもとでの技術支援を通じて、EUは、
各国がアスベスト材料をより安全な代替品に置き換
え、アスベスト関連疾患の早期診断・治療・リハビリ
テーションサービスを改善するのを支援している。

EUは、開かれた戦略的自治を達成するというそ

の野心の一環として、アスベストから労働者を保護

するための世界的行動において、模範を示すこと

によってリードしている。現在、EU以外では、スイス
（0.01cm3）と日本（0.03cm3）だけが、現行のEUの
限界値よりも厳しい職業曝露限界を設定している。
労働におけるアスベスト指令を改正する提案は、
EUのOELをスイスとともに、世界でもっとも厳しい
ものにするだろう。2017年にEUは初めて、国際労
働機関（ILO）との関連で、労働安全衛生（OSH）
を労働における基本的原則及び権利として正式
に認める必要性を提起した。5年にわたるEUの継
続的な行動を受けて、2022年の国際労働会議は、
ILOの労働における基本的原則及び権利の枠組
みに安全かつ健康的な労働環境を含めることに
合意した。EUは、国際労働会議とともに、安全か
つ健康的な環境とすべての人のための労働にお
ける尊厳を促進するために活動を継続する。欧州
委員会はまた、候補国及び潜在的候補国が、労働
安全衛生を統治する自国の法的枠組みをEU法に
沿ったものにするために支援を提供している。
EUは、グローバル・サプライチェーン（GSCs）全

体における労働者の保護を確保することを約束し

ている。欧州委員会は最近、企業がEU内外での
事業を通じて、人権と環境への悪影響を最小限に
するための措置を講じることを確保するために、企
業の持続可能性デューディリジェンスに関する指
令の提案を採択した。これには、子会社の事業や
バリューチェーンに沿った事業も含まれる。EUはま

アスベスト禁止をめぐる世界の動き
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の一般原則の枠組みによって、アスベストへの職
業曝に関連したリスクからの一貫したレベルの
保護が規定されている。これらの最低要求事項
の目的は、［欧州］連合レベルで労働者を保護す
ることであり、加盟国はより厳しい規定を設定す
ることができる。

（2）	本誌例の規定は、欧州議会及び理事会指令
2004/37/ECに含まれるより厳格な及び/または
特定の規定を損なうことなく、適用されるべきであ
る。

（3）	アスベストは非常に危険な発がん因子であり、
労働者が曝露する高いリスクにさらされる場合、
建設・改修、鉱業、採石、廃棄物管理及び消防
などの様 な々経済部門にいまなお影響を及ぼし
ている。アスベスト繊維は、欧州議会及び理事
会規則（EC）1272/2008によって、発がん因子
1Aに分類されている。吸入すると、大気中のア
スベスト繊維は中皮腫及び肺がんなどの重篤な
疾病につながる可能性があり、曝露の瞬間から

アスベスト指令を改正する指令の提案
European	Commission,	COM(2022)	489	final,	2022.9.28

労働におけるアスベストへの曝露に関連したリスク
からの労働者の保護に関する指令2009/148/EC
を改正する欧州議会及び理事会の指令の提案

欧州議会及び欧州連合理事会は、
欧州連合の機能に関する条約、とりわけ第153

（2）条（b）項及び段落1（a）項を考慮し、それに関
して

欧州議会からの提案を考慮し、
立法草案が各国議会に送付された後、
欧州経済社会委員会の意見を考慮し、
地域委員会の意見を考慮し、
通常の立法手続に従って行動し、
一方：

（1）	欧州議会及び理事会指令2009/148/ECは、
労働の場所におけるアスベストへの曝露による
健康と安全に対するリスクから労働者を保護す
ることを目的としている。同指令では、加盟国が
最低要求事項の一貫した適用を確保するため

た、アスベストによるリスクに対処することにも関連
する、労働安全衛生を改善するための数多くの国
際プロジェクトに資金援助を行っている。グローバ
ル・サプライチェーンにおける労働安全衛生に対す
るEUの世界的コミットメントは、G7ビジョン・ゼロ・ファ
ンド、G20より安全な職場合意やOSH専門家ネット
ワークなどの枠組みイニシアティブへのその関与に
よってさらに補完されている。

8.　結　論

アスベストはEUでは2005年に禁止されているも

のの、その遺産は公衆衛生に重大な脅威を与え続

けている。人 を々アスベストへの曝露から守り、その
リスクが若い世代に引き継がれないようにするため
には、EU及び国レベルでアスベストを確認及び除

去するための行動を拡大することが重要である。
本通知は、EUが建物のエネルギー効率を大

幅に改善し、2005年までに建物ストックをカーボン・
ニュートラルにすることを決定しているときに行われ
ている。この目標の一環として、アスベストへの曝露
の健康リスクは、公衆衛生とディーセントな生活・労
働条件をその中核に据えたグリーン・トランスフォー
メーションを実現するために不可欠である。

委員会はEU諸機関、加盟国、社会パートナー及

びその他の関係者に対して、現在及び未来の世代

のために、アスベストのないEUを実現するた

めの行動を加速させるよう訴える。
※https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId

=en&catId=89&furtherNews=yes&newsId
=10418#navItem-relatedDocuments
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疾病の最初の兆候が現われるまでに平均30年
かかり、最終的に労働関連死亡につながるかも
しれない。

（4）	この分野における新たな科学的及び技術的
進展に伴い、アスベストに曝露する労働者の保
護を改善し、それによって労働者がアスベスト関
連疾患に罹患する可能性を低減させる余地が
ある。アスベストについては、閾値のない発がん
因子であることから、それ以下であれば曝露が
健康への悪影響につながらないレベルを確認す
ることは科学的に不可能である。代わりに、過剰
リスクの許容可能なレベルを考慮することによっ
て、職業曝露限界（「OEL」）の設定を促進す
る、曝露－リスク関係（ERR）を導き出すことはで
きる。結果として、アスベストについてのOELは、
曝露レベルを引き下げることによってリスクを低減
するために改正されるべきである。

（5）	欧州がん撲滅計画は、発がん物質からの労
働者の保護の分野における行動の必要性を支
持している。アスベストに曝露する労働者の保護
の改善は、とりわけ欧州のリノベーション・ウェー
ブを含む欧州グリーンディールとの関連でも重要
である。欧州の未来に関する会議の枠組みに
おける市民の勧告も、公正な労働条件、とりわけ
指令2009/148/ECの改正を強調している。

（6）	それを超えてはならない、アスベストについて
の拘束力のある職業曝露限界値は、適切なリス
ク管理措置（RMMs）及び適切な呼吸器その
他個人保護具の提供に加えて、指令2009/148/
ECによって確立された労働者保護のための一
般的取り決めの重要な要素である。

（7）	指令2009/148/ECで設定されるアスベストに
ついての限界値は、委員会の評価及び最近の
科学的証拠と技術データに照らして改正される
べきである。その改正は、それによって全加盟国
において予防・保護措置が更新されることを確
保するための効果的な方法でもある。

（8）	改正される限界値は、社会経済的影響及び
作業現場での曝露測定プロトコルと技術の利用
可能性の十分な評価に基づいて、最新の科学
的証拠と技術データを含む利用可能な情報に照

らして、本指令で設定されるべきである。
（9）	関連する科学的専門知識及び、連合レベル

での労働者の適切な保護と影響を受ける（SMEs
［中小企業］を含む）経済事業者の不釣り合い
な経済的不利益・負担を回避することを同時に
確保するバランスのとれたアプローチを考慮し
て、8時間時間加重平均（TWA）として0.01繊維
/cm3に相当する改正OELが確立されるべきで
ある。このバランスをとったアプローチは、必要な
アスベストの安全な除去をめざす公衆衛生目標
に裏打ちされたものである。また、効果的な除去
を可能にするための経済的・技術的配慮も考慮
したOELを提案することも考慮された。

（10）委員会は、条約第154条に従って、連合レベ
ルで2段階の労使協議を実施した。また、OEL
改正オプションを首尾よく実施するための情報も
提供する意見を採択した、ACSHとも協議を行っ
た。欧州議会は、アスベストの脅威から労働者を
保護するための連合の措置を強化するために、
指令2009/148/ECを更新する提案を要求した、
決議を採択した。

（11）光学顕微鏡は、健康に有害な最小の繊維を
計測することはできないものの、現在、定期的な
アスベストの測定のために最も使用されている
方法である。位相差顕微鏡（PCM）により0.01f/
cm3相当のOELを測定することは可能であるた
め、改正OELの実施に移行期間は必要としな
い。ACSH［労働安全衛生三者構成助言委員
会］の意見に沿って、適切な適応期間及び異な
る電子顕微鏡法のEUレベルの一層の調和化
の必要性を考慮しつつ、電子顕微鏡に基づいた
より現代的かつ感度のよい方法が利用されるべ
きである。

（12）欧州議会及び理事会指令2009/148/EC及び
欧州議会及び理事会指令2004/37/ECで規定
された曝露最小化の要求事項を考慮して、使用
者は、労働の場所におけるアスベストへの労働者
の曝露に関連したリスクが最小限に、またいかな
る場合であっても技術的に可能な限り低いレベル
まで低減されていることを確保すべきである。

（13）そのような曝露に関連したリスクの低減に大き

アスベスト禁止をめぐる世界の動き
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く寄与するために、労働者を除染の手順及び関
連する訓練の対象にするなど、アスベストに曝露
し、または曝露する可能性のある労働者に対し
ては、特別な管理措置及び予防措置が必要で
ある。

（14）アスベストに曝露する労働者の健康の保護の
ための予防措置及び、彼らの健康の監視に関し
て加盟国に想定されている関与、とりわけ曝露
終了後の健康監視の継続が重要である。

（15）使用者は、関連する登録を含め、適当な場合
には施設の所有者及びその他の情報源から情
報を入手することによって、推定されるアスベスト
含有物質を確認するために必要な手段を講じ
るべきである。また、何らかのアスベスト除去プロ
ジェクトを開始する前に、建物または設備内のア
スベストの存在または推定される存在を記録し、
この情報を、その使用、メンテナンス若しくは建物
内または建物に対するその他の活動の結果とし
て、アスベストに曝露するかもしれない他者に伝
えるべきである。

（16）本指令の目的、すなわち、そのようなリスクの予
防を含め、労働におけるアスベストへの曝露から
生じる、または生じる可能性のある健康と安全に
対するリスクから労働者を保護することは、加盟
国によっては十分に達成することはできず、むし
ろ連合レベルでよりよく達成することができること
から、連合は、欧州連合に関する条約第5条に
規定された補完性の原則に従って、諸措置を採
用することができる。同条に規定された、比例性
の原則に従って、本指令は、その目的を達成する
ために必要なことを超えてはいない。

（17）本指令は、労働の場所における労働者の健
康と安全の保護に関係することから、その発効日
から2年以内に［加盟国の国内法に］移行され
るべきである。

（18）したがって指令2009/148/ECはそれに応じて
改正されるべきである。
本指令を採択した。

第1条
指令2009/148/ECの改正

指令2009/148/ECは以下のように改正されるべ
きである。
（1）	第1条（1）中、以下の第3段落が追加される。
	 「欧州議会及び理事会指令2004/37/EC*の諸

規定は、それらが労働における労働者の健康と

安全にとってより好ましい場合はいつでも適用

される。」
*	 2022年3月9日の欧州議会及び理事会指令
（EU）2022/431によって最後に改正されたも
のとしての、2004年4月29日の労働における発
がん性、変異原性及び生殖毒性物質への曝
露に関連したリスクからの労働者の保護に関
する欧州議会及び理事会指令2004/37（理
事会指令89/391/EEC第16条（1）の意義の
範囲内で6番目の個別指令）

（2）	第2条が以下によって置き換えられる。
	 「第2条
	 	 本指令の目的のために、『アスベスト』とは、規
則（EC） 1272/2008*により発がん因子1Aに分類

される、以下の繊維状珪酸塩を意味するものと
する。」

*	 指令67/548/EEC及び1999/45/ECを改正
し、規則（EC）1907/2006を改正する、2008
年12月16日の物質及び混合物の分類、ラベ
ル表示及び梱包に関する欧州議会及び理
事会規則

1（a）	アスベスト、アクチノライト、CAS*	77536-66-4
（b）	アスベスト、アモサイト、CAS	12172-73-5
（c）	アスベスト、クリソタイル、CAS	12001-29-5
（d）	アスベスト、クロシドライト、CAS	12001-28-4
（e）	アスベスト、トレモライト、CAS	77536-68-6.’

*	 CAS：Chemical	Abstract	Service	
Number

（3）	第6条が以下によって置き換えられる。
	 「第6条
	 	 第3条（1）に掲げるすべての行動について、労

働の場所におけるアスベストまたはアスベスト含
有物質から生じる粉じんへの労働者の曝露は、
とりわけ以下の措置によって、最小限に、またい
かなる場合でも第8条に定める限界値以下で技

術的に可能な限り低いレベルに低減させなけれ
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ばならない。
（a）	アスベストまたはアスベスト含有物質から生

じる粉じんに曝露する、または曝露する可能
性のある労働者の数は、可能な限り少ない数
に限定されなけれならない。

（b）	作業工程は、アスベスト粉じんを発生させな
いように、またはそれが不可能な場合、大気中
へのアスベスト粉じんの飛散を回避するように
設計されていなければならない。

（c）	アスベストの処理に関わるすべての施設及
び設備は、定期的かつ効果的に清掃及び維
持が可能でなければならない。

（d）	アスベストまたは粉じんを発生するアスベス
ト含有物質は、適切な密閉された梱包で保管
及び輸送されなければならない。

（e）	廃棄物は、可能な限り迅速に、適切な密閉
された梱包で労働の場所から収集及び除去
されなければならない。この措置は採掘活動
には適用されない。廃棄物はその後、欧州議

会及び理事会指令2008/98/EC*に従って処理
されなければならない。
*	 2008年11月19日の廃棄物及び一定の指令

の廃止に関する欧州議会及び理事会指
令2008/98/EC

（4）	第7条（6）中、最初の段落が以下によって置き
換えられる。

	 「繊維の計測は、世界保健機関（WHO）によっ
て1997年に推奨された方法*、または可能な限
り、電子顕微鏡（EM）に基づく方法など、同等の
またはよりよい結果をもたらすその他の方法に
よって実施されなければならない。

*	 WHO「大気中繊維濃度の測定：位相差光
学顕微鏡による推奨される方法（メンブレン
フィルター法）」1997年

（6）	第8条が以下によって置き換えられる。
	 「第8条
	 	 使用者は、いかなる労働者も、8時間の時間加

重平均（TWA）として1cm3当たり0.01繊維を超
えるアスベストの大気中濃度に曝露しないことを
確保しなければならない。」

（7）	第11条中、最初の段落が以下によって置き換

えられる。
	 「解体またはメンテナンス作業を開始する前に、

使用者は、適当な場合には施設の使用者及び

関連する登録を含むその他の情報源から情報
を入手することによって、推定されるアスベスト含
有物質を確認するために必要なあらゆる手段を
講じなければならない。」

（7）	第19条中、段落2が以下によって置き換えられ
る。

	 「使用者は、第3条（1）に掲げるすべての行動
に従事する労働者に関する情報を、登録に入れ
なければならない。当該情報は、活動及び労働
者が対象となった曝露の性質及び期間を示さな
ければならない。医師及び/または医学的監視
に責任を有する機関は、この登録にアクセスでき
なければならない。各労働者は、彼または彼女
個人に関連する登録の結果にアクセスできなけ
ればならない。労働者及び/または労働者の代
表は、登録中の匿名の集団的情報にアクセスで
きなければならない。」

第2条
1.	 加盟国は、遅くとも本指令の発効日から2年後
までに、本指令を遵守するために必要な法律、
規則及び行政規定を発効させなければならな
い。加盟国は、それらの措置のテキストを速やか
に委員会に通知しなければならない。

	 	 加盟国がそれらの措置を採択する場合、加盟
国は、本指令への参照を含めるか、または公式
な発行の際のそのような参照によって補完され
なければならない。

2.	 加盟国は、本指令の対象となる分野で採択し
た国内法の主要な措置のテキストを委員会に通
知しなければならない。

第3条
	 本指令は、欧州連合官報に公布された日から12
日以内に発効しなければならない。

第4条
	 本指令は加盟国に向けられたものである。
※https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId

=en&catId=89&furtherNews=yes&newsId
=10418#navItem-relatedDocuments

アスベスト禁止をめぐる世界の動き
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化学物質過敏症を労災に！
和歌山●損害賠償訴訟から行政訴訟に

和歌山市の花王（株）和歌山
工場で品質検査の仕事をしてい
たKさんは劣悪な有機溶剤等の
作業環境によって化学物質過敏
症を発症しました。Kさんは花玉
を相手に損害賠償裁判を提訴
し勝訴を勝ち取り、判決は確定
したものの、和歌山労基署は労
災を認めませんでした。その後
4年以上かかった審査請求も棄
却。再審査請求中の今年6月、
東京地裁に行政処分取り消し訴
訟を提訴しました。Kさんに職場
での有機溶剤のばく露状況と化
学物質過敏症の発症、損害賠
償裁判と労災申請の闘い、そし
て行政訴訟の闘いについての
訴えを寄稿していただきました。

労災と認めず

10年前、私は業務により「多種
化学物質過敏症（以下「MCS：
Multiple	chemical	sensitivi-
ty」）を発症し、退職を余儀なくさ
れ、労災保険の請求をしました。
しかし、和歌山労働基準監督署
（以下「労基」）は数々の不法
行為を行い、これを「不支給（業
務外）」と決定したのです。審査
請求も私たちの反論に対して追
加調査や関係者への再確認が
行われることもなく、明確な説明
がされることもないまま、ただ約4

年半の時間を無駄にするだけの
結果となりました。申請から10年
が過ぎても再審査請求の決定は
まだされておらず、結果が何時に
なるのかもまったくわからない状
態です。

この10年、私たち家族は「国」
が保証した救済を受けることが
出来ず、苦しい生活を強いられ
ていました。この状況に見切りを
つけるため、今回、労基が不当に
した労災保険の不支給決定処
分の取り消しを求め、裁判を提起
しました。

安衛法令違反の作業環境

私は1985年に花王（株）和歌
山工場に入社しました。1993年
の異動で、化学品の製品・原料
の検査分析業務を担当するよう
になり、有機溶剤や毒劇物、特
化物指定の危険な試薬類を日々
大量に使用する業務に就きまし
た。しかし、この作業場は換気が
不十分で保護具の支給もされな
い違法な労働環境にありました。
私は上司に作業場の法令違反
を指摘し環境改善を求めました
が、逆にパワハラを受け、とくに危
険な業務をすべて押し付けられ
ることになりました。

発症原因

検査分析業務の担当となり暫
くしたころから、指先の痺れ感を
感じるようになりました。仕事を続
けていくとやがてそれは、嘔吐、
下痢、頭痛、微熱などを伴うように
なり、さらに悪化して鼻血、蕁麻
疹、動悸（不整脈）、激しい咳、激
しい眩暈、視覚の異常（閃輝暗
点）、全身けん怠、四肢の脱力、
痙攣などの症状も常態化するよ
うになりました。

この間、上司らには繰り返し作
業場の環境改善を求め、転勤や
異動の申請もしましたが、おざな
りな対応しかせず、産業医に相
談に行っても「勝手に労災申請し
たら、裁判長引かすし負けない
けど」などと脅しをされるような状
況でした。

車の運転も困難になり、通勤
に支障が出るような状態まで悪
化しても、花王は休養を許可しな
かったので、私は裁判所に「労
働審判」の申立をおこない、ようや
く休養が認められ療養を開始す
ることが出来ました。しかし、その
後花王から退職勧告や復職拒
否があり、私は結局2012年に退
職しました。

退職後

産業医から労災についての脅
しを受けて、私は労災保険の制
度や申請方法などについて調べ
ました。そこで、厚生労働省が
MCSによる労災請求を不支給」
にするためだけに「個別症例検
討会」なる委員会を設置し、労
基はMCSでの請求を全て不当に
「不支給処分」としていることを
知り、酷く驚き悲観しました。その
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一方で、労災保険不支給処分
の取消を求める裁判では、労災
を認める判決が多く存在するこ
とも知り希望を見つけることもでき
ました。この状況はいまだに続い
ており、昨年確定した札幌高裁
※の判決も同じ状況でした。

私は、MCS裁判や労災に詳し
い弁護士や、支援団体に相談し
て助言を受け、「労災保険が補
償すべき損害は労災に請求す
る」、「その他の鎮害賠償は裁判
で会社〔花王）に請求する」こと
に方針を定め、損賠訴訟判決と
いう「司法判断」を根拠に、労基
に支給を認めさせるプランを立案
しました。

損害賠償請求訴訟で勝訴

損害賠償請求訴訟は、2013年
9月に提訴し、2018年7月に判決
がありました。この判決では、「原
告が、本件工場内の研究棟にお
いて、検査分析業務に従事する
過程で、大量の化学物質の曝露
を受けたことにより、有機溶剤中
毒に罹患し、その後、化学物質
過敏症を発症したと認めるのが
相当である」とされ、さらに、「被
告の安全配慮義務違反と化学
物質過敏症に罹患したこととの
間には、相当因果関係があると
認められる」と判断されました。

この裁判で決定的な証拠とし
て採用されたのは次の①～③の
3点でした。
①	 中地重精教授（熊本学園
大学）による再現実験で、原告
のばく露量が法定ばく露限界
を大きく超えていたとと。（以下
「再現実験」）

②	 請求人自身が作業場の違
法性を申告し、労基が臨検を
実施した結果、次の（ア）～（ウ）
の法令違反に是正勧告が成
されたこと。（ア）「有機溶剤業
務を行う作業場所に、有機溶
剤の蒸気の発散源を密閉する
設備、局所排気装置又はプッ
シュプル型換気装置を設けて
いない」（安衛法第22条（有機
則第5条）違反）。（イ）「定期に
有機溶剤濃度を測定していな
い」（安衛法第65条第1項（有
機則第28条第2項）違反）。（ロ）
「有機溶剤等を入れてあった
空容器で有機溶剤の蒸気が
発散するおそれのあるものにつ
いて、当該容器を密閉するか、
又は当該容器を屋外の一定
の場所に集積していない」（安
衡法第65条第1項（有機則第
28条第2項）違反）。（以下「是
正勧告」）

③	 本邦を代表する3名のMCS
専門医の確定診断と、それを
支持する2名の医師の診断書。

（以下「確定診断」）

労災の判断

しかし、和歌山労働基準監督
署長が決定した処分は、「請求人
に有機溶剤中毒を発症するに至
る程の有機溶剤をばく露した事
実は認められず、有機溶剤中毒
の発症すらも認めない」、「急性
期の疲状は業務起因性がない」
という信じられない判断でした。

何よりもこの決定では、裁判で
認められた①～③の証拠がす
べて蔑ろにされていました。再
現実験①による請求人のばく露

量は、労基が作成した、暖昧な
根拠で意図的に少なく算出され
た「推定ばく露量」に霞き換えら
れ。労基自身が是正勧告②を
行った作業場の違法性は、是正
勧告自体が無視されました。こ
の是正勧告については、労基が
「是正勧告書」の提出を拒否し
たため、損賠裁判の中での手続
きとしてした「文書提出命令」の
申立が認められ、花王から提出
があったものです。この命令で
裁判所は、労基の企業擁護の姿
勢を強く非難しています。病状に
ついても、確定診断③は蔑ろにさ
れ、請求人を診察したこともなけ
れば会ったこともない、御用医師
一人の「アレルギーかストレスの
可能性が考えられる」といった判
断を採用しMCSを否定しました。

審査請求からは、東京労働安
全衛生センター様のご支援をい
ただけることになり、何度も和歌山
の労基までお越しいただきました。

審査請求

2017年12月1日私は審査請求
を行い、和歌山県労働者災害
補償保険審査官は、2021年7月
30日付で、棄却決定の判断を下
しました。この決定は、私が、「相
当期間にわたり多種多様の有機
溶剤に繰り返しばく露する業務
に従事していたこと」を認めまし
たが、①「頭痛、おう吐などの自
覚症状は見られたが、専門医の
意見からも…他覚的所見は、認
められない」こと、②「本件につい
ては鑑別診断を行っておらず、
有機溶剤を原因として発症した
とする根拠が見当たらないこと、
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③「請求人が業務を離れた現在
においてもその症状が継続して
いること」を理由にして、「有機溶
剤を絞り扱った本件による業務
起因性は認められないことから、
認定基準の要件を満たすもので
はない」と判断したのです。

さらに化学物質過敏症につい
ては、④「その疾病概念や診断
基準は現在においても確立され
るには至っていないもので、診断
根拠自体に医学的・病理学的な
裏付けが認められないこと」、⑤
「本件請求人においては十分
な除外診断は行われていないこ
と」、⑥「会社での化学物質のば
く露がなくなった平成24年10月
以降もその症状が継続している
状況がみられたこと」をあげて、
原決定を妥当であると判断した
のです。つまり、同決定は、「化学
物質過敏症」については労災を
認めないという「化学物質過敏
症」に対する労災害補償保険
審査官ひいては労働基準監督
署の姿勢を強く窺わせるものとい
えます。

再審査請求

私は2021年8月23日に再審査
請求をしました。提出された約
2000ページの「事件プリント」に
対し、私は75ページの反論「陳
述書」を提出しました。翌年4月
19日には「公開審理」があり、東
京の労働委員会会館で口頭陳
述をしましたが、陳述の途中で打
ち切られ、委員からの質問もまっ
たくないといった、誠実身に欠け
る内容でした。

不支給処分取消訴訟を提訴

そして私たちは、再審査請求
の決定を待たず、2022年6月1日
に、東京地裁に「労災保検休業
補償給付不支給決定取消請求
訴訟」を提起しました。
もう20年以上も、病名が「化学

物質過敏症」であるというだけ
で、私たち被災者は、国が保証し
た権利を国が不当に認めないた
め、救済を受けることが出来ず、
人生が破綻してしまうような状態
が続いています。これは国による
不法行為であり、いつまでもとの
ような理不尽な被害が繰り返さ
れて良いはずがありません。

私の疾病は労働災害であり、
原処分には、労働基準法等の法

令の解釈適用を誤った違法な処
分であり、速やかに取り消
されなければなりません。
※札幌高裁判決　2021年9月17
日、札幌高等裁判所は、職場
で清掃作業中に殺菌剤を吸
い込み、化学物質（MCS）を
発症した女性労働者の労災
者不支給処分とした第一審の
札幌地裁の判決を取り消し、
労災として認める判決を下し
た。国は上告を断念し、この控
訴審判決は確定した。

※今年9月21白、労働保険審査
会は再審査請求者棄却する
不当な裁決を行った。

（東京労働安全衛生センター「安

全と健康」2022年9月号から転載

させていただきました。）

技能実習生に障害補償給付
愛知●審査請求で不支給処分取り消し

愛知県小牧市内の段ボール
シート製造工場で働いていた中
国人元技能実習生の男性が、
フォークリフトのタイヤに石足を踏
まれ、かかとの骨である踵骨（しょ
うこつ）を骨折する等の労災に
被災した。男性は症状固定後、
名古屋北労働基準監督署に障
害補償給付の請求を行ったもの
の、障害等級表のいずれにも該
当しないとの理由で、不支給とさ
れた。

不支給決定後、愛知労働局
に審査請求を行ったところ、今年

6月28日付けけで名古屋北労基
署の不支給決定が取り消され
た。男性に残存する障害は、右
足受傷部位に「通常の労務に
服することはできるが、受傷部位
にほとんど常時疼痛を残すもの」
とされ、第14級の9に該当すると
判断された。

フォークリフト衝突事故

中国黒竜江省出身の元技能
実習生、孫鑫（そんきん）さん（30
歳）は、2020年10月21日に小牧
市内にある工場で、段ボールシー
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トの仕分け作業をしていたとき、
右後方からパック（後退）してきた
日本人社員の運転するフォークリ
フトに衝突され、右足がタイヤに
踏まれ負傷した。孫さんは、もっと
早く中国に帰国する予定だった
が、新型コロナウイルスの感染拡
大が原因で帰国が困難になり、
やむを得ず在留資格を特別活
動に切りかえて、働いていたとき
に労災に被災したのだった。

同日、小牧市内の整形外科医
院を受診したところ、右足圧挫
傷、右足第5趾（小指）裂創、右
踵骨挫創、右足背擦過皮膚欠
損創の診断を受けた。浅い裂創
が第4－5趾間に認められ、腫脹
皮下出血も少々認められた。レン
トゲン写真では踵骨部に小さな
骨傷が認められた。

孫さんが強い疼痛を訴えたこ
とから、ギブス固定が行われ、松
葉杖歩行が指導された。労災
被災後、会社は孫さんに座位の
仕事を用意すると言ってきたが、
痛みがあまりにひどかったことか
ら断った。ギブス固定は11月11日
まで行われ、以降は歩行訓練や
可動域訓練が行われた。労災
保険に医療費を請求するための
療養補償給付請求書は会社に
よって提出されたが、休業補償
給付請求は労基署に行わず、11
月4日まで有給処理された。

孫さんの右足にはひどい疼痛
が残っていたが、被災から1か月
も経過しない頃に整形外科医院
の医師より、「仕事ができる」と言
われたことから、孫さんは自身で
小牧市民病院を受診した。初診
では日本語による医師とのコミュ

ニケーションが難しく、その後、監
理団体とともに4回受診したが、
疼痛は改善しなかった。小牧市
民病院の記録には、右踵骨折、
右立方骨骨折がCTによって診
断されたことが記録されている。

中国への帰国の強要

孫さんは、名古屋の中国総領
事館や名古屋出入国在留管理
局（名古屋入管）、名古屋北労
基署、警察署等ヘ行き、休業補
償が出ないことや労災補償が
されないことについて訴えたも
のの、状況を変えることはできな
かった。被災後、孫さんが工場
で働くことはもうなかった。

会社や監理団体から不法滞
在になるから帰国しなければなら
ないと言われた孫さんは、中国の
送り出し機関に依頼されたドライ
バーにより千葉県の成田空港に
連れていかれた。2021年3月7日
の日曜日、成田空港で孫さんが
松葉杖をついた姿で待っている
と、たまたま通りかかった中国人
に話しかけられた。孫さんが自身
の境遇について話すと、中国に
帰国すると労災補償がもらえなく
なってしまうよと言われ、岐阜一
般労働組合外国人支部の専従
活動家、甄凱（けんかい）さんの
電話番号を教えてくれた。

孫さんは甄さんに電話をした。
甄さんは成田空港の警察に電
話で聞いた孫さんの事情を話し
相談した。そして、月曜日に甄さ
んが孫さんを連れて名古屋入管
に出頭することにして、その日のう
ち岐阜羽島駅前の組合事務所
まで新幹線等を利用して孫さん

に来てもらうことにした。警察か
ら連絡を受けたJRは、孫さんが
乗換駅で迷わないよう、各駅で
職員が案内をしてくれた。名古
屋入管に出頭したところ、短期滞
在の許司が出た。

障害補償給付不支給

支部に到着後、甄さんは笠松
町の整形外科に孫さんを受診さ
せ、労災被災日の2020年10月21
日からの休業補償給付請求を
行った。2021年6月10日に笠松
町の整形外科での治療が終了
となり、その後、障害補償給付の
請求も行った。療養補償給付に
ついては、労災被災日より2021年
6月10日までの全期間の医療費
が認められたが、休業補償給付
は、被災日から最初に受診した
小牧市内の整形外科での治療
を終えるまで、2020年12月2日ま
での期間のみ認められ、それ以
降の期間は不支給となった。

障害補償給付は、障害等級
表のいずれにも該当しないとの
理由で、不支給とされた。請求
書に添付する診断書の障害の
状態の箇所に、笠松町の整形
外科主治医は、右踵部痛の訴え
と右踵部の圧痛と記入していた
が、2021年8月17日付けの愛知
労働局地方労災医員の意見は、
「転位がわずかな骨折で免荷
は1か月程度でいいでしょう。以
後、X線写真上、骨委縮なく、骨
梁も良好で荷重は順調と推定で
きる。医証上病変をともなった障
害を認めない。踵骨骨折、立方
骨骨折はCTで確認できる。転
位はわずか、いわゆる踵骨骨折

各地の便り
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部痛を起す骨折ではない」とい
うものだった。この意見により、休
業補償給付の支給期間及び障
害補償給付を支給しない旨の決
定が行われた。

愛知労働局に審査請求

2021年11月25日、筆者と甄凱
さんが代理人となり孫さんの障
害補償給付不支給決定に対す
る審査請求を愛知労働局に対
して行った。審査請求前、甄さ
んより筆者に、孫さんの労災不支
給決定についての相談があった
た。筆者が11月19日に岐阜羽島
の組合事務所で孫さんと面談し
たときは、松葉杖なしで歩くことが
できるくらいまで回復していた。

審査請求において、請求人の
孫さんと筆者ら代理人は、孫さん
自身が右足に疼痛が残存してい
ることを訴えており、あわせて請
求人を診察した3人の医師らも孫
さんの右足に疼痛が残在してい
ることを意見書等に記録してい
ることを主張したうえで、少なくと
も障害等級第14級に該当してい
ると主張した。孫さんは、今年2月
に行われた審査官による聴取に
おいて、「けがをした当時は、足
の痛みで夜も眠れないほどでし
た。現在は、右足の甲や指の傷
は治っていますが、右足の甲を触
ると右足の甲に違和感や痛みが
あります」と話した。

不支給処分取り消し

今年6月28日、愛知労災保険
審査官は、「地方労災医員は、
各主治医意見、診療情報、検査
画像を精査し、請求人の障害を

右踵骨圧挫傷としたうえで、請求
人に残存する障害の程度は、右
足部に神経症状を残すものとの
意見であるとし、同意見は、災害
発生状況や請求人が述べる障
害の状態を踏まえ、各医証を精
査した結果であるので、当審査
官は、これを妥当なものと判断す
る」として、名古屋北労基署によ
る不支給処分を取り消した。

審査請求決定書によると、審
査官は決定に先立って、6月7日
付けの愛知労働局地方労災医
員による意見書を受けており、そ
の要旨は、「画像上、明らかな骨
折は認められず、骨梁も良好で、
骨委縮は認められず、複合性局
所疼痛症候群には該当しない。
傷病名は右踵骨圧挫傷とする

のが妥当と考える。請求人が訴
える症状は、受傷時の状況や受
傷部位からすれば矛盾はなく、
残存する障害の状態は、右足部
に神経症状を残すものと判断す
る」というものだった。

孫さんは、組合に加入し、会社
と交渉を行ってきた。これまで、
労災保険の障害等級がつかな
かったことから、交渉が難航して
いたが、今後は違う展開になる
司能性がある。孫さんに今回の
決定について聞いたところ、「会
社を解雇されてから収入がなく、
お金がない状況です。労災を認
めてもらえて助かった」と
話してくれた。
（名古屋労災職業病研究会

成田博厚）

技能実習生がアスベスト除去作業
東京●ベトナム人実習生に危険知らせる

数年前に一念発起して日本
語教師養成学校に入学、仕事の
合間に1年半勉強して免許をとっ
た。ボランティアで日本語教育しよ
うと思っていた矢先、コロナが流
行して計画は中断していた。
ところが昨年夏、カトリック東

京国際センターから相談があり、
ベトナム人が多く通う教会で、ベ
トナム人に対して日本語教育を
することになった。対面ではなく
ZOOMを使ったリモート学習であ
る。約10名のベトナム人が希望
した。学生、建築、食品など職種

は様々で、日本語能力もそれぞ
れ異なっていた。

勉強を続けているうちに、「建
築業」と聞いていた方が、実は
「アスベスト除去業」であるこ
とがわかった。神父さんが私に、
「彼らはアスベストがどういうも
のか知らないで働いているので
はないか。仲尾さんはアスベスト
の予防や労災補償援助をしてい
ると聞いているので、サポー卜して
くれないか」と尋ねられ、話をす
ることになった。

2021年年末に教会は参加者

各地の便り
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を募り揚所も提供してくれた。当
初は5～6名といっていたが、当日
参加者は2名だった。当センター
からは、天野と仲尾が参加した。
時間は1時間程度と聞いていた
ので、アスベスト予防のパワーポ
イントを作り、ベトナム語に訳した。
また、当方で質問紙を作成し、そ
れを日本語が堪能なベトナム人
が翻訳し、当人たちに当日記入し
てもらった。質問紙を訳していた
だいた人はボランティア通訳とし
て当日参加された。

技能実習生2人は20代後半
で、作業経験は2～3年だった。
在留資格は技能実習。会社は
全国でアスベスト除去解体を
行っていて、東京だけで20名近く
のベトナム人が働いている、との
ことだった。労働時間は8時間で
1～2時間残業をしていた。時給
は1,113円と1,200円で、アスベスト
除去作業なのに最怪賃金を少し
上まわる程度の額。作業はほぼ
毎日あり、住居は会社が借り上げ
たアパートに数人で住んでいた。
通勤手段は会社へはバス、仕事
のときはアパートまで会社の車が
アパートに迎えに来る。マスクと
保護衣は会社から支給され、電
動ファン付き呼吸用保護具（レベ
ル1、2のアスベスト除去はこれで
行う必要がある）、タイベックス（ア
スベストが入らない織りの細かい
保護衣で烏インフルエンザや原
子力発電所の除染で使われて
いる）だった。

労働安全衛生法で、アスベス
ト作業に入る前には4.5時間の
特別教育が必須である。「特別
教育を受けたか」と聞くと、「な

い、現場で日本人や先輩からや
り方を教わってきた。しかし、社
長から特別教育カードをもらって
いる」と、石綿含有謂査者という
肩書の入った社長の名前入りの
特別教育修了証を見せてくれ
た。アスベスト教育をせずに、修
了証だけ渡すというとんでもない
企業で働いているのである！
日本に来る前に送り出し機関

から、アスベストの除去作業をす
ることを聞いていたかとの質問
には、「塗装業」と聞いていたと
のことだった。実習先の企業にき
て初めて「アスベスト除去」であ
ることを知ったのだった。東京電
力福島第一原発の爆発で汚染
された放射線除去作業にも、外
国人労働者が違法に働かされ
ていたが、労働組合などの追及
によってやめさせた。しかし、「ア
スベスト除去解体は、危険な作
業にもかかわらず働かせていけ
ない職業ではない」のが現状で
ある。会社はそれを利用し、さら
に会社の仕事を偽って募集をか
けていた。管理団体、送り出し機
関が、それを知っていたら彼らも
手を貸していることになる。送り出
し機関、管理団体を含めて責任
は重大である。

アスベストが日本で製造禁止
の発がん物質であることは知ら
ず、日本や世界で多くの人がア
スベストの病気になっているのを
知っているかとの質問に、「知ら
ない」と答えていた。帰国してか
らアスベストに関した仕事をしま
すかの間いには、2人とも「いい
え」と答え、いまの仕事を家族に
は知らせていないと答えた。いま

不安なことは「健康」。日本にい
る間この仕事を続けたいですか
との質問に、「わからない」との
回答だった。

技能実習制度の目的はたいそ
うなことを述べているが、この企
業のように技能実習制度を悪用
している企業はたくさんあるので
はないか、と思った。募集時に本
当の作業を言わない、日本にきて
もアスベストの基本自由な研修を
しない、そして低賃金で働かせ
る。日本で技能実習するという
本人の期待につけこんで、入手
不足の危険な仕事につかさせ、
企業はふところを肥やしている実
態に強い慎りを感じる。この会社
には、「定期的に5～10人ずつ技
能実習生がくる」とのことだった。

会社は健康診断を受けさせて
いた。しかし、日本ではアスベスト
の病気にかかったとき労災補償
があること、アスベストの仕事をや
めるときに「健康管理手帳」を請
求することができて、その後半年
に一度無料で健康診断ができる
ことは知らなかった。

ボランティア通訳に助けてもら
い講習を行った。1時間程度だっ
たが、初めて聞くアスベストの危
験・有害性について、真剣に聞
いていた。「こんな仕事をしてい
るんだ」と自分たちが働いている
写真を見せてくれた。

私たちは「次回はもっと多くの
友達を連れてきてほしい、アスベ
ストのことを正しく知ってほしい、
その被害を補償する日本の制度
を利用してほしい、会設を辞める
ときには健康管理手娠をぜひ請
求してほしい」、とお願いした。

各地の便り
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彼らは約束してくれたが、残念
ながら年明けから長期に出張と
なり、まだ東京に戻ってきていな
い。それだけ仕事が忙しく過酷
なのだと思うす。しかし近い将
来、必ず彼らと彼らの同僚を招い
てアスベストの真実を伝え、彼ら
が自分たちの職場で行動を起こ
せるよう援助したいと答えている。

また、国は技能実習生にアスベス
ト除去作業をやらせてはいけな
い。そして、違法企業への指導
を強めさせ、健康管理手帳制度
等アスベスト被害補償制度を適
用させるよう強く働きかけ
ていきたいと思う。
（東京労働安全衛生センター

仲尾豊樹）

各地の便り

クラブマネージャーの石綿被害
大阪●吹き付け石綿で中皮腫労災認定

2020年9月関西労働者安全
センターに一本の電話がかかつ
てきた。石綿健康被害に関する
相談で、胸膜悪性中皮腫の疑い
があるというものであった。詳し
い詳細をうかがうため、同年10月
6日火曜日片岡さんと私は、兵庫
県内の相談者自宅で話をうかが
うことになった。相談者の自宅で
待っていたのは、相談者本人、
妻、長男夫婦の4人だった。（以
降、相談者はK氏と記載）
まず病状についてうかがう。

2020年8月突然に息苦しくなり近
隣のM内科を受診したところ、レ
ントゲン所見で、肺が白く曇って
いる、大きな病院で見てもらって
くれと、B病院を紹介され受診し
た。同年8月21日から9月2日まで
入院し、胸水を抜くなどの処置を
受けたが、病名がわからず、市
立I病院を紹介され転院した。入
院しながら詳しく検査を行い、胸
膜悪性中皮腫の疑いがあると診

断された。その後、専門病院で
ある兵庫県のH医科大学付属
病院を紹介され、9月16日にH医
科大学付属病を初診、検査のた
め10月初日から入院するととが決
まっていた。

アスベストばく露について、私
はK氏がどこで、どのようにアスベ
ストにばく露したのか疑問に思っ
ていたが、その答えはすぐに返っ
てきた。

K氏はもともと飲食業に従事し
ていて、1970年頃、知人が飲食
業（サパークラブ）を開業するの
で手伝ってほしいとマネージャー
待遇で雇用された。午前9時か
ら喫茶の部、午後6時から翌朝3
時までクラブにて勤務するという
就労実態であった。このクラブに
1985年まで就労したがオーナー
がクラブを閉店することなり、雇用
は終了した。しかし、同店舗を賃
貸し、焼き肉店として経営すると
とになり、内装を改装して営業を

始めた。
ところが、2012年になってビル

オーナーが更地にした上で土
地を売却することとなった。その
際、解体業者が見積もる段階で
ビル内に多量の吹き付けアスベ
ストが使用されていることが判明
し、それを覚えていたK氏は、ア
スベストばく露と因果関係を疑い
今回の相談につながったもので
あった。

そもそも、どのような場所にアス
ベストが使用されていたのか、偶
然にも当時の店内の写真をパネ
ル化したものがあり、見せてもら
うと壁・天井面にアスベストが吹
き付けてあった。アスベストの吹
きつけ量は見積もり業者によると
200m2に及んでいた。それらの
話を聞き取った後、労災申請す
る準備として、すでに廃業したサ
パークラブについて、当時の同僚
等に様子を聞き取れる人がいな
いか探すよう依頼をして面談を
終了した。

K氏は周年10月H医科大学付
属病院に入院、PET検査、生検
等を行い、悪性胸膜中皮腫と確
定診断され、抗がん剤での治療
及び胸膜剥皮手術を行うことに
なった。

10月下旬、同僚との連絡が取
れ、聞き取り可能とのことで私は、
大阪府下に居住する元同僚か
ら当時の話を聞くことになった。

元同僚からの聞き取りでは、当
時のK氏は人事から厨房及び店
舗を運営する上での業務すべて
をこなし、日々 の就労時間は18時
間以上を超え、睡眠時間は毎84
時間程度しかなく、休日も皆無に
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等しかったと述べていた。アスベ
ストばく露については、同僚はまっ
たくわからず、ほこりっぽい店で
通路の隅には、綿ぼこりのようなも
のがあったと記憶しているとの報
告があった。また、給与等は月給
制で払われていた（労働者性を
示すもの）との報告を受けた。

それらの状況を書面にまとめ
るー方で、病院側に療養補償給
付や休業補償給付の依頼のた
め、まずB病院に依頼に行った。
病院の窓口で説明を行って一端
帰宅したが、後日、B病院から労
災申請に対する協力を拒否され
た。あらためて病院に依頼に行く
も医院長は面会拒否、医事課窓
口は趣旨は十分理解してくれて
いるものの、医院長が完全に拒絶
した。困り果て、今回の申請先で
ある堺労働慕準監督署の担当
官に相談し、担当官からも病院を
説得するものの、病院側が聞き入
れず、請求行為が遅れたら、すべ
ての手続が遅れるので、いったん
B病院は結果が出てから後回しと
し、市立I病院及びH医科大学付
属病院の申請を行うことで担当
官の了解を取り付け、同年11月16
日に堺労基署へ労災申請を行っ
た。その帰り道、クラブのあった場
所は現在どのようになっているの
か立ち寄ってみると、新しいビル
が建築中であった。

申請以降、随時K氏宅を訪れ、
治療の具合を聞いたり新たな同
僚をさがしてもらっていた。また、
手術後は定期的に検査を行って
いたが、PET検査で再発が発覚
し、免疫療法のオブジーボの投
与が2021年11月から始まり、2回

目以降その副作用として脳症を
発症したため、免疫療法はいっ
たん中止し、脳症の治療に専念
した。幻聴、幻覚、統合失調症
のような症状を発症して、11月24
日にはH医科大学付属病院の
系列病院（精神科を中心とする
病院）に転医し、日常会話も困難
な状況となってしまった。同時に
新型コロナウイルスの影響のた
め面会ができない状況も続いた。
行政の判断が遅いため、アスベ
スト事案を担当する大阪労働局
の高度労災補償調査センターに
現状の確認をしたところ、本年8
月本省稟議上げたとの報告を受
け、早急に判断するよう促した。

年が変わった2022年同僚証
言を大阪労働局に何件か送り、
再度早期の決定を促し、判断を
待っていたところ、2月25目、K氏
の妻から電話で、K氏の様態が
悪化したので、H医科大学付属
病院に転移するとの連絡が入っ
た。その2日後にK氏が亡くなっ
たという訃報を聞き、結果も知ら
されないまま亡くなることになり、
複雑かつ残念な気持ちで大阪
労働局に電話を入れると、年度内

（2022年3月末まで）に結論が出
るとの報告を聞いて、決定の知ら
せを待った。

4月13日、大阪労働局からの連
絡が遅いため、間い合わせてみ
ると、担当宮から労災と決定した
との口頭報告を受け、ただちにK
氏の長男夫婦ヘ知らせた。この
段階で、K氏の妻はあまりに急な
主人の逝去に精神的落ち込み
が激しく、長女の家で過ごしてい
るととがわかった。

K氏が亡くなったことにより埋
葬費及び遺族年金の申請を
行った。また、B病院での療養補
償給付と休業補償給付並びに、
本年1月から2月27日までの休業
補償給付申請を行えばすべて
の手続きが終了となる。

労災申請から1年4か月、あまり
にも長い月日、時間が経過した。
何が問題だったのか私なりに
整理すると、クラブのオーナーや
その関係者がすべて親戚縁者
だったことや雇用形態による労
働者性、ビル内のアスベストの飛
散状況の認定、様 な々問題が考
えられるが大阪労働局は中身を
明かすことは当事者にもしないで
あろう。これだけアスベストが社
会的問題となっている中、労災
保険は労働者救済する制度で
ある。そうならば、早急な認定が
期待されるところである。

（関西労働者安全センター）

他傷病入院期間中の労災
岐阜●じん肺患者の不支給処分取り消し

石綿肺とじん肺合併症の続 発性気管支炎で療費中の男性

各地の便り
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ン療法）が施行されており、同入
院期間において労災傷病（じん
肺）に係る治療は行われていな
い」と述べたことから、渡邊さん
の入院期間については、じん肺
とは関係のない私病の療養期間
とされ休業補償が不支給とされ
た。

渡還さんがじん肺の続発性気
管支炎の治療のために内服して
いる去痰薬が、入院期間中にも
処方されていたが、このことにつ
いて主治医は、「入院中の去痰
剤は肺炎治療の一環です」とし
ていた。なお、入院期間中に処
方された去痰薬は普段内服し
ているムコソルパンL錠45mgで
なく、アンプロキソール塩酸塩錠
15mgだった。

審査議求において、請求人
の渡遺さんと代理人の息子さん
は、入院中も渡邊さんが去痰薬
を内服していたことや、前立腺が
んや肺炎などの治療に当たった
医師が、じん肺の主治医からの
アドバイスや指示を参考として聞
いたことなどを主張した。

審査請求において、代理人の
息子さんから意見を求められた
筆者は、羽島市民病院では電子
力ルテが使用されており、同院内
であれば、すべての医師が請求
人の診療録などの情報を共有し
見ることができることから、前立腺
がんや肺炎の治療のあたってい
た医師も、請求人がじん肺及び
続発性気管支炎に罹患し、同院
において治療を受け続けていた
ことを知ったうえで、入院期間中
の渡邊さんの治療に当たってい
たと言うことができ、主治医意見

各地の便り

が、岐阜労働基準監督署に119
日分の休業補償の請求をしたと
ころ、肺炎及び前立腺がんの治
療のため入院をしていた55日間
について、じん腕と続発性気管
支炎の療養管理がなかったとの
理由で不支給とされてしまう事
案が発生した。男性と息子さん
が岐阜労働局に審査請求したと
ころ、今年7月5日付けで原処分
が取り消され、入院をしていた55
日間の休業補償が支給されるこ
とになった。

岐阜県羽島市在住の名古屋
労災職業病研究会会員の渡邊
さん（91歳）は、昭和37年1月から
平成3年3月までニチアス羽島工
場の倉庫業務に従事し、製品の
原料として使用されていた麻袋
に入ったアスベストの荷下ろしや
各製造部署への配送、アスベス
ト含有製品の梱包や発送作業
でアスベストにばく露した。

杉浦医院でじん肺の検査を
行ったうえで、岐阜労働局にじん
肺管理区分決定申請を行ったと
ころ、平成31年1月にじん肺管理
区分2、かかっている合併症の名
称続発性気管支炎の決定を受
け、それ以来、地元の羽島市民
病院に通院し労災で療養を続け
てきた。

昨年、7月1日から8月24日まで
の55日間、渡邊さんは、前立腺が
んと肺炎の治療のため、じん肺
の治療で通院してきた羽島市民
病院に入院した。退院後、8月下
旬に6月1日から7月31日までの期
間のじん肺に係る休業補償給付
請求書を岐阜労基署に提出し、
さらに10月初旬に8月1日から9月

27日までの期間のじん肺の休業
補償給付請求書を同労基署に
提出した。10月21日、岐阜労基
署は、渡邊さんが前立腺がんな
どで入院していた55日間を除く
期間についての休業補償給付
の支給を決定した。入院期間中
については、じん肺に係る受診
がなかったことから、じん肺の療
養管理が行われなかったとされ
休業補償給付は不支給とされ
た。そして、この処分に怒った渡
邊さんの息子さんが代理人とな
り、入院期間中の休業補償の支
給を求め、岐阜労働局に審査請
求を行った。

羽島市民病院入院前の渡邊
さんのじん肺に係る受診は5月31
日で、慢性気管支炎に対する去
痰薬のムコソルパンL錠45mgが
1日1回の内服で処方された。退
院後の受診は5月31日から4か月
後の9月27日だった。岐阜労基署
は、渡邊さんが休業補償を請求
した6月1日から9月27日までの期
間のじん肺に係る受診は1日のみ
と判断した。じん肺の主治医は、
渡遣さんの入院期間55日間を含
むこの休業補償請求期間の全
期間について「石綿によるじん
肺症、続発性気管支炎」の療養
のため労働することができないと
証明をした。
ところが、主治医が岐阜労基

署に提出した意見書では、「7月
1日から8月24日については肺炎、
前立腺がんで入院し労働不可」
と述べ、さらに、入院期間におけ
るじん肺の治療については、「前
立線がん及び腫瘍熱に対し泌
尿器科にて内分泌療法（ホルモ
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めて差し支えないと判断す
るというものだった。

（名古屋労災職業病研究会）

書に肺炎の治療で去痰剤を使
用したと回答していたとしても、
主治医が渡邊さんのじん肺症及
び続発性気管支炎の罹患につ
いて知ったうえで、肺炎の治療に
当たっていることから、じん肺症
の治療も同時に行われていたと
見るべきという意見を伝えた。

今年7月5日付けの審査請求
決定書を見ると、審査官が意見
を求めた地方労災医員が、「通
常、肺炎の治療には抗生剤の投
与が一般的であり、去痰剤を処
方したのは、肺炎に対する直接
的な処方というよりは、間接的な
処方、つまり、肺炎を悪化させな
いため、続発性気管支炎の症
状を緩和するためのものである
と考えられる」と述べたことが記
述されており、続いて、審査官の
「すなわち、羽島市民病院A医
師の、去痰剤処方はじん肺及び
続発性気管支炎等の治療のた
めではなく、肺炎治療のためであ
るという意見は、去痰剤を処方す
るといったじん肺及び続発性気
管支炎等に対する処置が、結果
的に肺炎に対する治療となり得
るといった見解を示したものであ
る当審査宮は考える」という審査
官意見が記述されていた。

審査官の結論は、請求人の渡
邊さんは、入院前及び退院後に
おいて、じん肺及び続発性気管
支炎等の療養が必要な状態で
あり、他傷病で入院中であった
令和3年7月1日から同年8月24日
までの間についても、去痰剤の
処方状況から、療養が必要な状
態であって、療養は継続していた
と認められるものであるから、当

精神疾患死亡労災申請2倍
韓国●コロナ集団感染起訴意見で送検

■昨年の精神疾患による死亡労
災申請、2020年比2倍に

職場の甲質119は、ヨン・ヘイン
基本所得党議員室が勤労福祉
公団から受け取った資料を確認
した結果、昨年、精神疾患死亡
で88人が労災を認められたと明
らかにした。

精神疾患死亡労災申請件数
は158件で、2020年の87件より71
件増えた。関連統計を取り始め
た2013年（53件）に比べて3倍ほ
ど増加した数値だ。2019年7月に
「職場内いじめ禁止法」と呼ば
れる改正勤労基準法の施行で、
職場内いじめによる精神疾患が
労災と認められるようになって、申
誇件数が増加したと見られる。

昨年の精神疾患死亡労災認
定率は55.7％で、2020年の70.1％
に比べて14.4％減少した。上司
の暴言・パワハラなどで精神疾
患を発症した場合、職場内いじ
めがあったという事実と、それに
よって精神疾患が発生したとい
う図果関係が立証されれば労災
と認められる。

職場の甲質119は「職場内い
じめの事実を周囲に知らせな
かったり、精神病院での診断を

受けないなど、傷病の診断に困
難があり、いじめの事実を隠蔽し
ようとする試みも多く、労災を認
められるのは容易ではない」とし、
「被害者の立証責任を緩和し、
労災認定範囲を拡大すべきだ」
と強調した。

2022.6.20	毎日労働ニュース

■労災保険審査結果通知、今
はカカオトークで

これから労災審査の結果をカ
カオトークなどのモバイル電子文
書で確認することができる。

勤労福祉公団は、労災保険
審査決定書をモバイル電子文書
の形で発送するシステムを5月30
日に導入して運営していると明ら
かにした。

公団が審査決定書をモバイル
電子文書の形で請求人に発送
すれば、請求人はカカオトークと
カカオペイなどによって審査決定
書を確認できる。昨年、ペーパー
レス促進のモデル事業に選定さ
れ、政府の支援を受けて導入す
ることになった。紙による出力と
郵便発送に付随する行政費用
を、年間1億4千万ウォン近くも節
減するものと期待される。

該入院期間においてもじん肺及
び続発性気管支炎等の療費の
ため労働ができなかったものと認

世界から
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（上司が怒ったら、ひどい言葉
を発することもあり得る）だった。
さらに、侮辱（多少侮辱的な業
務指示も、時には必要だ）、私的
な業務指示（上司は部下の職員
に、業務と関係のない個人的なこ
とも頼める）、除け者（いじめを受
ける職員が出るのは避けられな
いことだ）、飲酒の強婆（職場生
活を円満にするためには、酒が
嫌いでも1、2杯ぐらいは飲まなけ
ればならない）の順だった。

感受性が最も低い項目は、育
児職員の便宜提供（子供を育て
る職員への使宜は大自に見るべ
き）が挙げられた。続いて、低成
果者の解雇（仕事ができない職
員に対する辞職勧告は必要だ）、
退社した職員に責任を問う（突然
仕事を辞めてしまった職員には、
責任を問うべきだ）、任せた仕事
をするための夜勤（任された仕
事は時間外勤務をしてでも終わ
らせるべきだ）、過剰な採用公告
（採用公告はある程度誇張する
こともありうる）が、後に続いた。
「職場の甲質119」のハ・ユン

ス公認労務士は、「暴言・侮辱・
私的業務指示を職場内いじめと
認識し、これをタブー視する文化
が形成されていると見られる」が、
「実際に労働関係法の違反に
当たる過剰な採用公告や育児
職員への便宜未提供に対して
は、これをパワハラだと認識する
レベルは低かった」と評価した。
「職場パワハラの感受性の低い
いじめの類型と事例を雇用労働
部のマニュアルに反映し、職場
内いじめの予防教育によって、会
社員の感受性を高めなければな

被災労働者たちは、3日近くか
かっていた審査請求結果の通知
期間が短くなり、書留郵便を直接
受け取る手間がなくなった。電子
文書はスマートフォンで直ぐに確
認でき、ファイルとして保管できる。

2022.6.21	毎日労働ニュース

■「コロナに集団感染」クパン、
労働部が起訴意見で送検

中部雇用労働庁富川支庁は
2年にわたる捜査の末、富川物
流センターで発生したCOVID19
の集団感染事態に関連して、ク
パンフルフィルメント（有）の法人
と関係者を、産業安全保健法違
反の疑いで、起訴意見を付けて
検察に送致したと明らかにした。
クパンは2020年5月24日、クパン
富川物流センターでの新型コロ
ナの感染症の感染事実を防疫
当局から確認されたにもかかわ
らず、翌日のセンター出勤者にこ
の事実を知らせずに通常連り運
営した。
さらに、感染者の発生による業

務の空白を埋めるため、日雇い職
を追加募集した。クパンは当時、
防疫当局との協議を経て正常
稼動したと主張したが、捜査の
過程で、富川保健所など防疫当
局とそのような協議をした事実が
ないことが明らかになった。クパ
ンの安易な対応によって富川物
流センターの労働者84人と、その
家族を含めた計152人がコロナウ
イルスに感染した。

産業安全保健法51条による
と、事業主は労働災害が発生す
る急迫した危険があるとき、ただ
ちに作業を中止させ、労働者を

作業場から避難させるなど、安
全と保健に関する必要な措置義
務を果たさなければならない。し
かし、クパンは集団感染が明確
に予見される危険な状態でも、
作業中止などの義務を果たさな
かった。

富川支庁はクパンが産業安
全保健法51条に違反したと判断
した。また、寒冷な作業場で働く
労働者を保護する産業安全保
健基準に関する規則（安全保
健規則）566条にも違反したと見
た。

クパン労働者の健康な労働と
人権のための対策委員会は「集
団感染が憂慮される状況で、

『危険時の作業中止義務』を果
たさなかったクパンを起訴意見
で送検し、『作業中止』の必要性
を再度喚起した点に注目する」。

2022.6.23	毎日労働ニュース

■会社員のパワハラ感受性「育
児職員の便宜提供」が最下位
「職場の甲質119」が、6月10日

から7月16日まで、会社員1000人
を対象に「職場のパワハラ感受
性指数」を調査した結果を公開
した。職場のパワハラ感受性指
数は、入社から退社まで、職場で
体験することになる状況を30の
質問項目に整理し、それに同意
するレベルを100点満点で数値
化したものだ。

今年の職場のパワハラ感受
性指数は平均73.8点で、5等級
の中で3等級（C等級）に当たる
とした。2020年の69.2点、昨年
の71点に比べて若干上昇した。
感受性が最も高い項自は、暴言

世界から
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らない」と注文した。
2022.7.10	毎日労働ニュース

■30kg装備を担いで電柱に登
り、高圧電線に触っていた労働
者/12入が集団労災申請

高い電柱に登ったり降りたりし
ながら、クモの巣のように絡まって
いる高圧電線を整備する電気
労働者がいる。電柱の一番上に
高圧電線を設霞するためには、
安全保護具やロープなど、20～
30kgに達する装備と資材を結
び、電柱に足場ボルトを1m間隔
で設置しながら登らなければな
らない。腰、肩、腕、足、膝など、
全身に力を入れる。電線を引っ
張ったり重い資材を持ち上げて
設置する時も、繰り返し強いカを
入れる。住居地と商業地区が多
く、電柱と電線が複雑なソウルで
は、電気労働者の困難が加重さ
れる。

建設労組は、勤労福祉公団
ソウル地域本部の前で記者会
見を行い、ソウル地域で働く電
気労働者12人が集団で労災申
請をすると明らかにした。今回
労災を申請する人たちは、長くは
1988年から35年、短くは2006年
から15年間、電気の業務をした
労働者たち。平均年齢56.6歳、
平均経歴は27年。それぞれ回
転筋蓋破裂、癒着性皮膜炎、検
間板へルニア、脊椎前方転移症
などの筋骨格系疾患を患ってい
る。建設労組は、「韓国電力で、
2年周期で業務を落札した業者
で働く非正規職の下請け労働
者なので、業者に労災保険の
話を持ち出しただけでも雇用不

安が襲ってくるのが現実」と話し
た。今回、労災を申誇したチョン・
グアンモさんはこの日の記者会
見に参加し、12年前から痛みを
強く感じ、筋骨格系断裂という診
断を受けた。2か月前に手術をし
たが、業者からは「労災に上げる
事案ではない」、「労災に上がれ
ば、次の契約の時に不利益を被
る」と言われ、今日明日と労災申
請を先送りした」と話した。

2022.7.12	京郷新聞

■5年間で「職場内いじめ」な
ど、自殺労災が473人に達した

基本色等のヨン・ヘイン議員が
勤労福祉公団、人事革新処、市
立学校職員年金公団から提出
された2017～2021年の自殺労
災現況資料を分析した結果、5
年間に473人が労災と認定され
ていたと明らかにした。

昨年だけで114人が自殺労
災と認められた。これは、2020年

（87人）より31％増えた。
ヨン議員は、2020年の警察庁の

「職場または業務上の問題」を
原因とした自殺者数と、労災自殺
と認められた自殺者数が一致し
ないとし、「隠蔽された自殺労災
はもっと多いだろう」と指摘した。

警察庁が発表した2020年の
全体自殺者数は1万2776人で、
そのうち492人の死亡原因が「職
場または業務上の問題」に分類
された。一方、2020年に労災と
認定された自殺者数は87人。

議員室は、警察が職場または
業務上の問題と見ているのに、
実際に労災申誇をしなかったり、
申誇したが認められなかった比

率が82.3％程度になると推定し
た。

2022.7.16	京郷新聞

■31歳で得たパーキンソン病、サ
ムソン半導体の労働者は泣いた

Aさん（32歳）は、27歳だった
2017年6月、サムソン電子・半導
体事業部平澤工場内の拡散工
程で働き始めた。拡散工程は、
半導体を作る核心工程のひとつ
だ。800～1200度の超高温の電
気炉でウエハー（シリコン原板）
に不純物（ヒ素、リン、ホウ素イオ
ンなど）を拡散し、半導体層の伝
導形態を変化させる工程で、Aさ
んは洗浄作業を担当した。

仕事を始めて3年あまりが過
ぎたとき、左手が「狂ったようで、
持て余すほど」に震えた。Aさん
は昨年2月、病院でパーキンソン
病の診断を受けた。わずか31歳
だった。

現在、薬物治療も容易ではな
いという。一生薬を飲んで生きな
ければならないのに、早くから薬
をたくさん服用すると免疫力が
生じて、以後の薬物効果がなく
なる可能性があるという。Aさん
は「最近は左足にも力がなくて、
完全に伸びにくい状況」で、「力
が抜けるのを防ぐために運動を
するのにも力が足りないような気
がする。死ぬような病気ではない
というから生きていかなければな
らないのに、自信がない」と話し
た。

Aさんは昨年5月に会社を辞め
た。元々働いていた部署ではこ
れ以上働けず、他の部署にも行
けず、追われるように会社を出て
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きた。パーキンソン病に関連する
ような家族歴もないAさんは、理
由を知るために、まわりの助けを
受けて病院を訪れた。拡散工程
で主に使用するヒ素への曝露を
疑った。検査の結果、Aさんの体
から323.82μg/g・CREのヒ素が
検出された。これは一般人口集
団の上位10％以内に当たる高い
数値だ。ヒ素は多様な形態の化
合物で、強い毒性を持っている。
化学的な形態によって有機ヒ素
と無機ヒ素に分けられるが、無機
ヒ素の方が人体への危害性がよ
り高いと知られる。Aさんの体か
らは無機ヒ素As5+、As3+も検
出された。

病院は「作業環境による無機
ヒ素曝露が相当だったと推定さ
れる点、パーキンソン病患者の脳
脊髄液でヒ素濃度が高く、動物
実験でヒ素がパーキンソン病を
誘発するメカニズムが提示され
た点などから見て、有害ガスの複
合曝露によって疾病が発生した
可能性が相当ある」と判断した。
しかし、勤労福祉公団・京仁業

務上疾病判定委員会は6月7目、
Aさんが出した労災申請を不承
認とした。Aさんが業務遂行中に
酸化窒素、フッ化水素などを扱っ
たり、曝露した可能性はあるが、
曝露期間が長くなく、これらの物
質とパーキンソン病との関連性は
ないと判断した。
「半導体労働者の健康と人権

を守る会」（パノリム）は、「作業
者がヒ素に高濃度で曝露したと
すれば、当然、その他の有機溶
剤などの化学物質にもそれだけ
曝露したと見られるが、公団がこ

の検査結果の意味をきちんと把
握したのかを尋ねたい」とし、「公
団の京仁業務上疾病判定委員
会は過去に2回、パーキンソン病
と業務関連性の判断で労災を
不承認としてきたが、以後の行
政訴訟で業務上災害と認定され
てひっくり返された。無責任な判
定で被害者の苦痛を加重させる
行為をそのままにしてはならない
と批判した。

パノリムとAさんは、公団の労
災不承認処分を不服とし、雇用
労働部に再審査を請求する。

2022.7.18	京郷新聞

■「警察の捜査を受け」急性心
臓死、労災認定

大田高裁清州裁判部行政二
部は、農協職員Aさんの妻が勤
労福祉公団に起こした遺族給付
と葬祭料不支給処分取り消し訴
訟の控訴審で、原審を覆して原
告勝訴と判決した。

Aさんは、忠清北道堤川地域
の農協に勤めていた2015年5月
には農協資源化センターの管理
所長となり、2018年3月までの約2
年間、取引先とセンターの賃貸と
売却契約を締結する業務を担当
した。

ところが、組合長のBさんが
2018年1月頃、国民権益委員会
から補助金管理に関する法律

（補助金法）違反の容疑で告発
された。AさんはBさんと一緒に
警察箸に呼ばれ、翌日も再び出
頭して参考人として取り調べを
受けた。彼は手帳に捜査結果に
よる補助金返還、監査などが怖
いと書いていた。出頭の前日に

は、動悸で病院に行ったりもして
いた。

2018年3月、与信・信用担当部
署に席が移ったが、1か月あまりし
て意識を失って倒れて、急性心
臓死で死亡した。Aさんが死亡
した翌日、Bさんは嫌疑なしとして
不起訴が決定された。

Aさんの遺族が遺族給付と葬
祭料の支給を請求したが、公団
は不支給決定を行った。業務
上の過労という客観的な根拠が
ないという理由からだ。Aさんは
発作性心房細動で数回診療を
受け、心臓病の診断履歴がある
点も考慮された。Aさんの妻は
2020年5月に行政訴訟を起こし
た。

一審は公団の判定が正しい
と判断したが、控訴審の判断は
違った。資源化センターは忌避
部署として有名なうえ、Aさんが
働いていた時期は事業が活性
化されず、業務による圧迫がかな
り激しかったと判断した。

裁判所は、「（警察の調査の
過程に）弁護士が同行していた
としても、捜査のために捜査機
関に出頭することは、一般人の
立場では十分負担になる」とし、
「死亡者は嫌疑者ではなかった
が、容疑が有罪と確定した場合
には契約担当者としての懲戒を
受けることもある地位にあり、一
般的な業務によって発生し得る
レベルを超える精神的なストレス
を受けていた」と判示した。

とくに、Aさんが警察に出頭し
た頃、高血圧性心臓病の診断を
追加で受けていたことも、業務上
災害の根拠として認められた。
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裁判所は、「捜査関連のストレス
を解消できる不起訴決定が、故
人の死亡の以後に行われたこと
を考慮すれば、死亡直前まで相
当な精神的な圧迫感を感じ、高
血圧性心臓病につながったとみ
られる」と説明した。

2022.7.25	毎日労働ニュース

■職場内いじめ「目を瞠る使用
者」の責任を問う判決が増加

職場内いじめ禁止法の施行
3年。加害者だけでなく、これを
黙認・ほう助した会社の法的責
任を認める傾向が強まっている。
裁判所はいじめが発生したとい
う事実を知りながら放置した使
用者は、加害者と同等の責任を
負うと認めたり、二次加害を放置
することもまた二次加害と同じ責
任を課し、使用者の責任範囲を
広く解釈する傾向がある。

職場の甲賀119が3年間の職
場内いじめに関連する判例の
中から、有意義な18件を分析し
た「織場内いじめ判例と事例報
告書」を31日に発表した。報告
書によると、職場内いじめを放置
した使用者に対しても損害賠償
責任があるとする判決が増えて
いる。

昨年12月、大邱地方裁判所
浦項支院は、上級者から数回
の強制的な醜行を受けたAさん
に、加害者に対する刑事告訴を
取り下げるように勧めたBさんと
会社に1千万ウォンを連帯して支
払えという判決を行った。Bさん
の被害者に対する二次加害を
認め、これを放置した使用者に
も責任があると見た。もちろん使

用者の責任を認めない判例もあ
る。損害賠償責任の有無は、該
当の事件に業務関連牲がある
か否かにかかっていた。

職場内いじめ関連の事件で、
損害賠償額が高くなった点も注
目する部分だ。損害賠償金額
は概して300万ウォン内外だった
が、最近1千万ウォンの金額を慰
謝料と認定した判例が出てい
る。職場内いじめに対する警戒
心を呼び起こすという点で意味
が大きい。

裁判所が意味のある判決を
出すからには、労働部も積極的
な管理・監督に取り組むべきだと
いう指摘も提起されている。

職場の甲質119は、△職場内
いじめ措置義務違反に対する
処罰基準の強化、△いじめ判断
に対する細部的なガイドライン作
り、△社内被害勤労者保護プロ
グラムの運営と提言、△担当勤
労監督官の感受性の強化など
を要求した。

2022.8.1	毎日労働ニュース

■大韓航空に続きアシアナ航空
乗務員も「放射線ばく露」労災
認定

26年以上アシアナ航空で勤務
し、「骨髄形成異常症候群」の
診断を受けた乗務員Aさん（57
歳）が放射線ばく露による労災を
認定された。アシアナ航空の乗
務員では初めてだ。これまでに
放射線ばく露で労災認定を受け
た航空機乗務員はすべて大韓
航空の所属だった。

勤労福祉公団の「業務上疾
病判定書」によると、疾病判定

委員会は先月4目、「Aさんが26
年以上国際路線に投入されて
勤務した点、航空機が北極上空
を遂行する時、自然放射線の水
準以上に放射線にばく露すると
知られている点、類似作業者か
ら血液がん認定事例が確認さ
れる点、などを総合的に考慮す
れば、申請傷病と業務とに相当
因果関係が認められる」と一致
意見を出した。

1990年12月、アシアナ航空に
入社したAさんは、2018年2月ま
で客室乗務員として働きながら、
年間約890時間ほど搭乗した。こ
のうち、高緯度を移動する国際
線への搭乗は年間882時間で、
搭乗時間のほとんどを占めた。A
さんは2018年1月、糖尿病で検診
を受けていたときに白血球の数
値異常が見付かり、検査の結果、
「骨髄形成異常症候群」と診断
された。

Aさんは今年1月に勤労福祉
公団に労災を申議した。

委員会は昨年、大韓航空の乗
務員に対しでも、許容値よりも被
爆放射線量が低かったが、労災
と認定した。当時、委員会は「宇
宙放射線の測定装備と被爆量
の予測モデルには限界がある」と
して、「故人の累積放射線ばく露
量は1.4～2.1倍増加する可能性
がある」と判定した。航空乗務員
の放射線被爆労災は昨年初め
て認められた。計6件のうち大韓
航空の乗務員が5件で、今回、ア
シアナ航空の乗務員が初
めて認められた。

2022.8.19	京郷新聞

（翻訳：中村猛）
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